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我が国で政策評価や行政評価といった取組が組織管理機能として標準化されたのは、2000年前後、国、
地方自治体を問わず行政改革が席巻した時期である。そして、このような評価の仕組は行革の原動力とさ
れていた。もちろん、評価の実効性を問う声は、研究者からの批判のみならず現場担当者からも、未だ仄
聞される。しかし、過去の行政改革の歴史を紐解けば、すなわち1950年代の行政測定、1970年代のプログ
ラム（施策）評価の議論が実際の仕組にまで昇華し得なかったことに鑑みれば、実務においても研究にお
いても評価が着実に進展を遂げた時代であった。
殊、地方自治体については、1996年に三重県が事務事業評価を組織内にシステム化したことを端緒に、
複数の先進自治体が評価システムを構築し、評価の全国的波及を後押しした。そのひとつが岩手県である。
岩手県は、1997年に事務事業評価を導入し、2003年には政策評価の条例化を実現させるなど、全国に先駆
けて評価の実践化を推進した。現在では、評価のシステムもかなり精緻化され、説明責任を果たすうえで
充実した評価結果報告書を公表している。また、県民自らが評価スキームを構築し、県の事業を深堀り評
価する「県民恊働型評価」といった斬新な仕組も導入している。もちろん、評価の実践化については、岩
手県のみではない。県都盛岡市や北上市など多くの市町村も導入を試みており、例えば盛岡市では、内部
評価・外部評価がシステム化されるだけでなく、市民との恊働作業により評価指標が設定されている。さ
らに岩手では、評価の普及啓発やシステム開発を専門とする非営利組織までもが設立されるに至っている。
一時期、類似のNPOは全国各地に存在したが、未だ熱心に活動しているのはこの特定非営利活動法人「政
策21」だけといっても過言ではあるまい。岩手の地で先導的取組が胎動していたことを窺い知るのは、こ
れらによって容易となろう。
しばしば範となる政策・行政事例と首長の行動力は表裏一体となって紹介される。確かに岩手県の評価
の場合もそうかもしれない。しかし、それのみで岩手の今を語るのは適当ではない。なぜなら、この岩手
では、早くから多くの評価人材が育まれ、彼ら/彼女らが評価の研究実践を牽引し続けているからである。
先の行政改革が席巻した1998年春、岩手県立大学が開学し（大学院は2000年春）、その総合政策学部およ
び総合政策学研究科において、早々に「政策評価論」、「政策評価研究」が開講された。この学び舎を巣立
った学生、特に社会人大学院生が、研究に依拠した実践を自らの属する行政機関等のなかで遂行し、そし
て岩手の評価のみならず、わが国の評価研究（Evaluation Studies）全体の発展に貢献してきたのである。
その意味においても当時、当大学・大学院で教鞭を執っていた山谷会員をはじめ、当大学院を修了し、
「政策21」を立ち上げた岩渕会員や自ら従事する行政経営の現場で評価システムの構築に猛進した加藤会
員等々、本学会関係者の功績は極めて大きい。
本特集は、東日本大震災直後の2011年11月に岩手県立大学で開催された本学会第12回全国大会における
岩手在中報告者、すなわち研究にも従事し、そのうえで現在の岩手、ひいては東北の評価実践を牽引する
プラカデミシャン（Pracademician : PracticianおよびAcademicianとしての力量を兼ね備えた者の造語）が中
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心となって、地方自治体をめぐる近年の評価動向等を論考したものである。いずれの論者も自らの行政経
験等に依拠した、地域主導、実践主導の評価研究を具現化している。
各論者の分析視角は次のとおり、
・「岩渕」論文は、岩手県の評価制度を例に、評価制度の導入や見直しとそれに伴う組織内推進体制の変
遷に着目し、両者の動的関係性に論及すること、
・「加藤」論文は、震災後の災害廃棄物処理にかかる制度および運用上の問題を、当該プログラム・セオ
リーの評価を通して実際の課題を抽出すること、
・「後藤」論文は、活動プロセスの評価取組のひとつである都市間ベンチマーキングについて、福井市の
事例を踏まえその効果的方法に論及すること、
・「佐藤」論文は、盛岡市の事例を基に、地方自治体における新たな地方公会計の会計上情報の評価にも
たらす有用性を検証すること、
・「和川」論文は、岩手県が実施した意識調査結果を分析し、生活満足度の時系列変化や地域間格差に対
する政策の影響度を検証すること、
・「渡邊」論文は、地方自治体における事務事業評価を現場の職員行動という視点から考察し、当該評価
の有効性を検証すること、にある（以上、五十音順）。
いずれの論者も行政もしくは非営利組織に従事し、震災復興のため、東北の未来のため、粉骨砕身する
なかで論文を擱筆された。このことに対し、心から深く敬意を表したい。
以上、本特集は、岩手、東北のプラカデミシャンによる、自らの実践経験を踏まえた、地方自治体の政
策・施策もしくは行政経営に関する評価研究である。理論を知らない評価実践は定型業務に埋没し、実践
を無視した評価理論は議論のための議論に終始する。評価研究にとって、理論と実践は車の両輪であり、
現実の地域における両者からの考察は評価研究を発展させる重要なファクターである。
この特集が、一人でも多くのプラカデミシャンにとって、自らの地域、自らの取組を礎とする評価研究
の価値を再認識する機会となれば、幸甚である。
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1．はじめに

日本評価学会第12回全国大会が開催された岩手
県は、自治体の評価においては先駆的な事例とし
て紹介されることが多かった。わが国の自治体に
おいて1990年後半から始まった評価制度の導入に
岩手県が積極的に取組んだことは事実であるが、
岩手県の評価が先駆的な取組みとして注目された
背景には、当時改革派知事として知られた増田寛
也氏（のちに総務大臣）の言動に対する注目度と
その発信力によるところも大きかったのかもしれ
ない。果たして、岩手県における評価制度導入の
成果はどうだったのか。評価制度の条例化やそれ

に伴う評価委員会への権限の付与、NPO等による
委託型外部評価の実施など、他の自治体より評価
に対する積極的な姿勢がうかがえたことは事実で
あるが、それによって評価制度導入の目的であっ
た職員の政策形成能力の向上や意識改革、アカウ
ンタビリティの確保がどれほど進んだのか、その
検証は十分とは言えない。
岩手県に限らず、評価に関して自治体職員から
聞かれる声は、評価の必要性は理解しているもの
の、「作業負荷が大きい」、「評価の効果が実感で
きない」、「評価以前に行政としてやらなければな
らないことがある」など、評価に対する消極的な
内容が目につく。岩手県が評価に取組み始めて約

【研究論文】

制度と体制の諸相
－岩手県の評価－

岩渕　公二
特定非営利活動法人政策21
k_iwabuchi@policy21.jp

要　約

政策の転換に応じて組織を変える。政策評価のダイナミズムの一つと言えるが、評価の制度と評価を推
進する体制の関係にも、政策評価を使う側の理念や意図が反映されていると言える。本稿では、わが国の
自治体において評価への取組みが先駆的と紹介される岩手県を例に、評価制度と推進体制の諸相を探る。
岩手県においては、政策評価システム導入時と見直し時に大規模な組織改革を実施していて、総務部の扱
いが大きく変化している。その背景には、過去の評価への反省とともに、県政の経営理念の投影と部局間
の組織内主導権を巡る思惑が垣間見られる。首長選挙におけるマニフェストの定着や政策アクターの多様
化、地震や豪雨による災害の発生など、地域経営を巡る環境が変化する中で、評価を活かす制度と体制の
あり方を議論するきっかけとしたい。

キーワード

岩手県、政策評価、行政改革、組織改革、制度改革
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15年、その間の評価制度の変遷と推進体制の変容
を追いながら、評価制度導入の成果と教訓を探っ
てみたい。

2．評価制度の変遷

岩手県において評価制度は、1990年代後半の事
務事業評価・公共事業評価の導入に始まり、2000
年前半の政策評価システムの導入と条例化、2000
年代後半から2010年代にかけての政策評価システ
ムの見直しへと展開してきた。本稿ではそれぞれ
の時期を評価制度の「導入期」、「成熟期」、「転換
期」と大別して変遷を追う。
（1）導入期

事業評価
岩手県の評価制度導入は、1997年10月の「事務
事業評価」導入に始まる。岩手県の事務事業評価
は、県が実施しているすべての事務事業について、
それまでの実績に捉われず客観的な目で見直し、
各部局は可能な限り指標による評価・点検を自主
的に行うとともに、その結果を予算要求時に総務
部に提出して、総務部は各部局から提出された評
価調書の内容を予算編成に反映させる目的で、担
当部局が事務事業評価調書に基づき必要性・有効
性・効率性の観点から一次評価を行い、総務部財
政課が必要に応じて二次評価を行う仕組みであっ
た。
事務事業評価が導入された翌1998年9月、岩手
県は「公共事業評価」を導入した。岩手県の公共
事業評価は、県が事業主体となって実施する公共
工事について、既存事業を対象とした「再評価」
と新規事業を対象とした「新規着手評価」を実施
することとした（その後2001年5月に再評価と新
規着手評価に継続的な評価を可能にする「継続評
価」、再評価を経過期間を問わず対象にできる
「随時評価」が追加されている）。対象はいずれも
建設省・運輸省・農林水産省が所掌するすべての
公共事業で、再評価は「事業採択後5年間を経過
した後も未着工の事業」、「事業採択後10年間が経
過している事業」、「事業採択前の準備・計画段階
で5年間が経過している事業」を対象に、「事業の
進捗状況」、「事業をめぐる社会情勢等の変化」、

「事業着手時の費用対効果分析の要因の変化」、
「コスト縮減や代替案立案等の可能性」を基本的
視点として評価することとし、新規着手評価は
「事業費を新たに予算化しようとしている事業」
と「準備・計画に要する調査費を新たに予算化し
ようとする事業」を対象に、「社会情勢の状況」、
「自然環境等の状況」、「事業計画の妥当性」を基
本的視点として評価することとした。
政策評価の試行
その後岩手県は、1999年の総合計画策定を受け
て、政策評価導入の検討を始める。岩手県は2000
年4月、総務部に設置した知事直轄の部署である
政策推進調査監のもとで政策評価システムの導入
に取組むこととなった。政策推進調査監は、2000
年3月に三菱総合研究所から提出された「平成11
年度岩手県行政評価システム整備調査報告書」を
参考に、システムのデザインと評価手法の設計に
取組んだ。構築された政策評価システムは、「成
果重視の行政運営への転換」、「効率的で質の高い
行政の実現」、「行政の政策形成機能の向上」、「行
政の説明責任（アカウンタビリティ）の徹底」を
目的に、総合計画に掲げる17の「施策」、78の
「分野」、及び343の「主要な事業」の各階層を対
象とした総合的かつ体系的な評価とし、207の
「主要な指標」の評価を基本に、事業の構成、施
策や分野の達成状況について分析・評価すること
とした。そして、主要事業評価調書と主要指標評
価調書、分野評価調書は担当部局で作成、施策評
価調書は各部局の自己評価結果をもとに政策推進
調査監が作成し、「政策評価・推進会議」に諮る
仕組みがつくられた。政策評価システムは2000年
度の試行を経て、2001年4月から県庁知事部局で
本格実施に移された。そして、先行して実施され
てきた事務事業評価と公共事業評価は、政策評価
システムに統合され、政策評価システムの中の事
業評価として実施されることとなった1。

評価委員会
岩手県は、評価制度導入とともに、評価委員会
の設置にも取組んだ。岩手県は公共事業評価を導
入した1998年9月、「岩手県公共事業評価委員会設
置要領」を定め、第三者機関として「岩手県公共
事業評価委員会」を設置した。公共事業評価委員
会には、当時の県庁の組織体系に沿って「農政部

岩渕　公二
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会」、「林業水産部会」、「土木部会」の3部会が置
かれた。公共事業評価委員会の委員は、社会学・
経済学等に関する学識者及び公共事業に関する学
識者から18名が選任され、各部会に分かれて審議
を担当した。公共事業評価委員会委員の役割は、
「再評価」の実施及び「新規評価」の実施に係る
評価手法の策定・改善に関し意見を述べること
で、2001年5月には公共事業評価に追加された継
続評価と随時評価も審議対象に追加された。
政策評価の試行後、岩手県は政策評価における
第三者機関設置の検討を始める。岩手県は2001年
5月、県が行う政策評価の客観性と透明性を確保
するため「岩手県政策評価委員会設置要綱」を定
めて「岩手県政策評価委員会」を設け、委員の任
期を1年とする試行に取組んだ。委嘱された委員
は、政策評価・政策領域の学識者及び公認会計士
といった専門家6名と、岩手県総合計画の策定
（1999年）にあたり岩手県総合計画審議会委員を
務めた県民の中から5つの小委員会に対応した委
員を5名加え、総数11名で構成された。公共事業
評価委員会が技術的専門性を追求した布陣であっ
たのに対し、政策評価委員会は総合計画の進行管
理を主な目的として、県民感覚を意識した布陣で
スタートした2。
このように、岩手県における評価制度導入期は、
事業評価の導入とその客観性を担保するための事
業評価委員会の設置、総合計画の進行管理を目的
とした政策評価の試行とその検証機関としての政
策評価委員会の試行が始まった時期であった3。
（2）成熟期

条例化
岩手県の政策評価は、1年間の試行を経て2001
年4月、県庁知事部局で本格実施に移された。県
庁知事部局で本格実施に移された政策評価は、翌
2002年4月から出先機関である地方振興局でも試
行されることとなった。新しい総合計画では、振
興局ごとに地域計画が策定されており、その進行
管理を進める必要があったためである。そして同
年10月、県は政策評価システムを条例化する方針
を打ち出す。その目的は、評価対象や評価体系、
評価委員会の位置づけを明確にすることで、事業
選択の選定となる評価の客観性を高めることにあ
った。それまで要綱・要領で規定し、県の執行機

関内部で運営されてきた評価活動を、条例に基づ
く業務に位置づけることで、評価の客観性を高め
るとともに、評価の精度を向上させる狙いがあっ
た。
「政策等の評価に関する条例」は、2003年9月の
県議会に提案され可決・成立し、2004年1月から
施行された。条例化された政策評価制度の最大の
特徴は、評価委員会に調査権限を付与したことと、
県議会への報告を義務づけたことであった4。条
例化は、評価作業の実務面では大きな変化を及ぼ
さなかったものの、要綱・要領に基づく評価の時
代には自主的公表であった評価結果が、県議会へ
の報告や県民への公表が義務づけられたことによ
り、アカウンタビリティの強化につながった。そ
の結果、評価に取組む職員や評価委員会に関与す
る外部の有識者にも緊張感が生まれ、評価制度全
体の質を高めるものと期待された。
外部評価
この時期、岩手県は外部評価の活用にも積極的
に取組んでいる。最初の事例は出先機関である地
方振興局の事業評価の外部評価で、千厩地方振興
局が2002年、局内及び管内町村に評価の思想と知
識、技術を素早く移植するため、評価の専門性を
有する団体による外部評価を企画し、地方振興局
が所管する2つの補助制度（地域活性化事業調整
費と市町村総合補助金）を活用し実施された事業
のうち、2000年度と2001年度に採択・実施した事
業の中から年度ごと、実施機関（1振興局・6町村）
ごとに1事業ずつ抽出し、外部評価を実施した。
翌2003年には、2つの補助事業制度を所掌する岩
手県地域振興部が外部評価の導入と実施に動き出
す。その概要は、新たに「県外部（第三者）意見
の反映」、「事業評価のノウハウを有するNPO法人
の評価手法の導入」、「評価結果の公表」を行うこ
とと、「評価主体の見直し」、「評価基準の見直し」、
「事業類型の見直し」、「事業効果の評価にかかる
表記の見直し」、「提出様式の見直し」の実施であ
った。初年度の2003年度は、盛岡地方振興局と宮
古地方振興局の実施事業から22事業を抽出して評
価し、2004年度と2005年度は前年度に2つの補助
事業制度で実施した全事業について評価を加え、
事業実施団体と振興局による自己評価の検証を行
っている。

制度と体制の諸相
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事業評価の外部評価導入から3年を迎えた2005
年4月、岩手県は個別の事業ではなく、特定課題
の解決に向け行っている事業群の外部評価に取組
み始めた5。県民の関心が高い身近なテーマを取
り上げて検証し、県民からみてわかりやすい評価
への改善と今後の施策の企画立案に反映されるこ
とを目的に県が実施する特定課題評価と同じテー
マで外部評価を実施することとし、そのモデル事
業として「県民参加型外部評価システム構築事業」
の実施団体を公募した。応募は1件で、県内各地
の民間団体等に呼びかけ「外部評価プラットフォ
ーム」を結成し、県民の実感に基づく声を集約す
るとともに、関係者へのヒアリングやアンケート
を通じて対象施策の効果を掘り下げて検証する評
価を目指したものであった。県民参加型外部評価
システム構築事業は、2006年度も継続して実施さ
れたが、2005年度とは仕様を変更し、評価の対象
は限定せず実施団体の提案に委ね、より自由度の
高い外部評価を目指した6。公募には県内8つの団
体から6つのテーマが寄せられ、そのすべてのテ
ーマについて外部評価が実施された。評価結果は
2006年9月末までにまとめられ、10月には県庁関
係部局職員に対する説明会も開催された。外部評
価の対象となったテーマについて、2007年度以降
の施策立案にあたっては、県庁関係部局と外部評
価実施団体が協働で行うこととされており、外部
評価で得られた情報と提言の有効活用に向けて、
積極的な取組みが続けられた7。
岩手県は、2年間にわたる県民参加型外部評価
システム構築事業での実績を踏まえ、2007年度か
らは「県民協働型評価」に取組んでいる8。県民
協働型評価の実施にあたっては、評価の知識やノ
ウハウの習得を目的に「県民協働型評価スキルア
ップ研修会（計5回）」を開催し、その内容を「県
民協働型評価ハンドブック」としてまとめ公表し
ている。そして2008年3月には、県と県内の中間
支援NPOで構成する「いわてNPO中間支援ネット
ワーク」との間で「県の施策の評価および立案に
関する協働協定」を締結し、県民がより主体的に
外部評価を実施できる環境が整えられた。県民協
働型評価の目的は、「多面的評価実施による施策
の質的向上」と「県民、NPO、公益法人など多様
な主体による政策形成への参画促進」である。前

者は、内部評価とは異なる視点と仕組みで、より
県民の実感に近い視点から施策の評価や政策提言
を行うことにより、施策の質的向上と推進に寄与
することを目指しており、後者は、外部評価を通
じて県民やNPO等の県政運営への参画を促し、協
働による政策形成の実現を目指したものである。
このように、岩手県における評価制度成熟期は、
政策評価システムの条例化による内部評価機能の
強化と、外部評価導入による外部監視機能の強化
と県政への県民参画促進に取組んだ時期であっ
た。
（3）転換期

政策評価システムの見直し
岩手県では、事務事業評価導入から10年目を迎
えた2006年、政策評価システムの見直しに着手し、
2008年4月から新しい政策評価システムの運用を
始めた。新しい政策評価システムの基本方針は、
政策評価の政策形成支援機能を強化し、より効果
的かつ効率的なものとするため、「政策形成支援
型」、「重点型」、「読んでもらえる評価」を目指す
こととし、期待する効果として「政策形成・予算
編成との密接な連携」、「わかりやすい評価結果の
公表」、「評価作業の軽減」を掲げた9。その特徴
は、「到達度測定と政策形成支援評価の明確な分
離と時期の最適化」と「評価対象の重点化」で、
評価対象を「いわて県民計画」アクションプラン
［政策編］の「42の政策項目」に重点化し、その
進捗状況を把握する「実績測定評価」を5月から7
月に実施して主要政策の成果を明らかにしたうえ
で、施策等の妥当性を検証し、今後の方向性を検
討する「政策形成支援評価」を9月から10月に実
施して、翌年度の予算編成に活かそうとするもの
であった。その結果、新しい政策評価システムで
は、「政策評価」と「事務事業評価」、いわて県民
計画の実施状況把握のための「実績測定評価」が
行われることとなり、アクションプランに掲げる
42の政策項目と173の具体的推進方策を対象とし
て政策評価と実績測定評価が、主要経費のうちの
政策的事業等を対象として事務事業評価が実際さ
れることとなった。ちなみに、同じ対象を評価す
る政策評価と実績測定評価であるが、政策評価で
はアクションプラン実現に向けての方策を検討す
るとともに施策や施策を推進する事業の今後の方

岩渕　公二
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向性を示し、実績測定評価ではアクションプラン
における目指す姿に掲げる指標の達成状況や取組
み状況を把握することとしている。
反省と教訓
岩手県が政策評価システムの見直しに取組んだ
背景には、従来の政策評価システムに対する課題
認識があった。第一に「総合計画の達成状況を判
断することが主眼となり、本来の政策評価の目的
である政策の質の向上につながっていない」こと、
第二に「主要な指標の実績や意識調査の結果など
による分析にとどまり、その政策がうまくいって
いるか否か全体を見通した検証ができていない」
こと、第三に「手法の変更や項目の拡大、精緻化
など毎年度改善を図った結果として、評価担当職
員の負担感が増大している」こと、第四に「評価
結果の予算編成への連動が不十分である」という
認識であった。岩手県では、新しい政策評価シス
テムの基本方針と対比し、従来の政策評価システ
ムを「進行管理型」、「網羅型」、「盛り込む評価」
と評し、その性格の違いを強調している。
ところで、岩手県では2000年の政策評価試行以
降も、毎年度様々な改善を重ねてきた。政策評価
を本格実施した2001年度は政策評価と既存の評価
手法を統合し、システム化・体系化するとともに、
政策評価と重点化施策、予算編成との連携強化な
どに取組んだ。また、2002年度には施策の達成状
況や事業の有効性、効率性等の分析・評価の精度
向上に努めるとともに、施設整備事業にかかる評
価手法の開発などに取組んだ。2003年度の条例化
以降も、2004年度には知事のマニフェストを受け
た重点施策の評価を実施するとともに、主要な指
標の到達度の要因分析の強化や課題発見型評価へ
の改善などに取組み、2005年度には施策評価手法
の改善とともに、地域課題重視の評価などに取組
んでいる。政策評価システムの見直し着手後も、
2006年度には施策全体からみた戦略の検証や評価
業務の効率化などに取組み、改善を繰り返してき
ていた。それが政策評価の網羅型・盛り込む評価
へとつながり、職員の作業負荷が増大するととも
に、評価結果の有効な活用を阻んでいるという認
識になったのかもしれない。
見直し後の改善
岩手県では、新しい政策評価システム運用後も

システムの改善を重ねている。2009年度はより県
民意識や実感に沿った評価や、「県民所得の向上」
などの「いわて希望創造プラン」に掲げた「4つ
の重点目標」の評価、政策評価と並行して策定さ
れた「いわて県民計画」の「アクションプラン
（H21-H22）」との関係を踏まえた評価、前年度の
評価との経年変化を踏まえた評価などに取組み、
2010年度はより県民意識や実感に沿った評価や、
「いわて希望創造プラン」との関係を踏まえた評
価を強化するとともに、「いわて県民計画」アク
ションプラン［政策編］で掲げた「雇用環境」、
「県民所得」、「地域医療」、「人口」などの「政策
推進目標」の評価に取組んでいる。そして2011年
度は、東日本大震災を踏まえ主要施策の成果に関
する説明書に「課題」と「今後の方向」を記載す
るとともに、評価調書の簡素化、事務事業評価の
予算への反映状況について予算調製課で作成する
などの取組みを行っている。具体的には、「主要
施策の成果に関する説明書」について指標の達成
度が「A」ないし「B」のものについては指標ご
との取組み状況の記載を割愛する等可能な限り簡
潔化する、政策形成支援評価について政策評価調
書は作成せず「主要施策の成果に関する説明書」
をベースに「総合評価」と「課題と今後の方向」
を追加することで対応する等簡略化する、「評価
結果を踏まえた政策形成及び予算編成過程の明確
化」を目的として11月時点で政策評価結果を公表
する、こととした。さらに2012年度は、前年度の
手法を踏襲し評価事務の低減を継続して図りつ
つ、職員アンケートの結果や前年度評価の検証、
政策評価専門委員会の意見等を踏まえ、評価結果
の政策等への反映方法等について必要な改善を行
うこと、政策評価と予算編成との連動について引
続き総務部と意見交換等を行いながらより一層
PDCAサイクルを機能させるよう検討することが
打ち出されている。とりわけ評価作業の負担軽減
と予算との連動について、重要なテーマとして捉
えていることがわかる。
なお、2007年度に導入された県民協働型評価は、
東日本大震災発災直後の2011年度を除き毎年度継
続して実施されており、2012年3月には県といわ
てNPO中間支援ネットワークとの間で新しい協働
協定も締結されたことから、今後も外部評価を積
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極的に活用しようとする県の姿勢がみてとれる。
このように、岩手県における評価制度転換期は、
評価の機能を限定して作業負荷を軽減するととも
に、わかりやすい評価結果の公表や外部評価の実
施に見られるような外部の視線を意識した評価に
取組み始めた時期と言える。

3．組織体制の変容

評価制度の導入期、成熟期、転換期において、
岩手県はどのような推進体制を編成してきたので
あろうか。制度とその推進体制は、制度の効果の
出現に大きな影響を及ぼすと考えられる。以下、
岩手県における評価制度の変遷各期の推進体制と
その背景を追う。
（1）導入期ー総務部中心の行政改革
岩手県の事務事業評価は、行財政システム改革
指針に盛り込まれた財政運営の改革方針を受けて
スタートした。行財政システム改革指針では、県
が実施しているすべての事務事業について、これ
までの実績に捉われず客観的な目で見直すために
事務事業評価を導入することとし、各部局は可能
な限り指標による評価・点検を自主的に行うとと
もに、その結果を予算要求時に総務部に提出し、
総務部は各部局から提出された評価調書の内容を
予算編成に反映させることを明記していた。その
ため事務事業評価は総務部財政課が中心となって
構築し、新規事業と県が実施主体となる公共事業、
試験研究機関の事業を除くすべての事務事業を対
象に評価を行うこととなった（事務事業評価は総
務部、公共事業評価は土木部が所管）。
その当時、岩手県では行財政システムの見直し
に取組んでいた。1996年1月には「行政改革大綱」
の見直し、1997年10月には「行財政システム改革
指針」の発表、1998年2月には「岩手県中期財政
見通し」の公表、同年3月には「今後の行政運営
の方向」の提示、1999年2月には「行政システム
改革大綱」の策定、1999年4月には情報公開条例
の施行、2000年4月にはパブリック・コメントの
導入と、立て続けに新たな行政の仕組みづくりを
打ち出している。とりわけ、事務事業評価導入の
きっかけとなった行財政システム改革指針では、

財政運営では「歳出予算総額の抑制」、「県債発行
額の抑制」、「行政・民間の分担すべき役割の明確
化」、「行政分野ごとの施策の重点化」、「部局横断
的な課題の全庁的取組み」、「スクラップ・アン
ド・ビルドの原則の徹底」を基本方針に、改革の
具体的方策として財政健全化の目標値の設定、財
政見通しの策定、シーリング方式の改善、評価シ
ステムの導入による事務・事業の徹底した見直
し、主管部局の選定による部局横断的な課題への
対応、県単独補助金の整理・合理化、使用料・手
数料の見直しと未利用県有地の処分などによる地
方一般財源の充実・確保を掲げた。また、行政運
営では、「県民の視点に立った行政サービスの提
供」、「市町村との連携強化」、「地方分権時代の新
たな行政執行体制の整備」、「県民の期待に応える
職員の育成」を基本方針に、改革の具体的方策と
して、県民サービス向上のための行動計画の策定、
情報公開の積極的推進と広聴広報機能の強化、権
限委譲と広域行政の促進による市町村とのパート
ナーシップの構築、政策立案能力の強化や出先機
関への権限委譲による行政執行体制の整備、外部
委託やOA化による人件費の抑制、人材育成プロ
グラムの策定、出資法人の見直しを掲げた。そし
て、その推進部署として1998年4月、総務部内に
知事直轄の「行政システム改革室」を設置し、行
財政システムの改革に本格的に取組み始めた。す
なわち、評価制度導入期は、行政改革の文脈の中
で、組織的には総務部が中心となり、制度設計と
運用を担当していた。
このように、岩手県の評価制度導入期における
評価の推進体制は、人事・予算を所掌していた総
務部を中心に構築され、行政改革とりわけ財政抑
制の色彩の強い評価を志向していたことがわか
る。
（2）成熟期－分権と立案・評価の分離
政策評価システムの導入は、岩手県行政システ
ム改革大綱に掲げられた行政評価システムの効果
的活用に基づく取組みで、行政改革を担当してい
た総務部や総合計画の策定を担当した企画振興部
企画調整課ではなく、2000年4月総務部に設置さ
れた知事直轄の部署である政策推進調査監のもと
で取組むこととなった。そして、政策評価システ
ムが本格実施に移された2001年4月、岩手県庁で
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は大規模な組織改革を行い、総務部を筆頭部局と
した従来の組織体系から、新たに設置した総合政
策室を筆頭部局とする組織体系に改めている。こ
れは、人事及び予算査定を重視した組織運営から
政策の企画立案及び評価を重視した組織運営への
転換を示すもので、県行政の機動性と柔軟性の向
上を狙ったものであった。
組織改革の最大の特徴は、全県的な政策の企画
立案機能と政策評価機能を担う「総合政策室」の
設置であった。総合政策室は、政策の企画立案・
調整及び推進を担当する「政策推進監」（2004年4
月政策推進監は政策推進課に改組）、政策評価・
県民意識調査を担当する「政策評価課」（2004年4
月政策評価課は経営評価課に改組）、政策推進関
連調査・分析と経済・生活統計を担当する「調査
統計課」、情報公開を含む広聴・広報を担当する
「広聴広報課」、知事直属の政策調査を担う政策調
査監を配属した「秘書課」（2004年4月秘書課は廃
止され、政策調査監と秘書担当を設置）で構成さ
れ、県政の頭脳的役割を担うことになった。とり
わけ、それまで企画振興部企画調整課が担当して
いた政策の企画立案部門と政策評価の試行段階で
は総務部政策推進調査監が担当していた政策評価
部門を一つの部局に統合した意義は大きい。従来、
行政の縦割り組織の弊害として部局間の調整・連
携が十分機能しなかったことが、マネジメントサ
イクルが働かない大きな要因であったことを考え
ると、企画立案と評価の機能が同一の部局内に設
置されたことにより、マネジメントサイクルの機
能性が高まるものと期待されたからである。
もう一つの特徴が、各部への「企画室」の設置
であった。農林水産・地域振興・環境生活・保健
福祉・商工労働観光・県土整備の各部にそれぞれ
企画室を設け、部内の人事・予算・事務管理とい
った総括業務とともに、企画立案段階から部内の
相互連携がとれた施策展開の調整機能を担うこと
とした。このことは、従来、総務部で一括管理し
ていた人事や予算の権限が各部へ委譲されたこと
を示すとともに、各分野の総合的な施策展開を可
能にする庁内分権が進められたことを物語ってい
た。
このように、岩手県の評価制度成熟期における
評価の推進体制は、新たな総合計画の策定を受け、

政策を軸とした評価から企画立案へのフィードバ
ック機能重視の評価を志向していたことがわか
る。
（3）転換期－ラインと予算重視の布陣
新しい政策評価システムの運用が始まった2008
年4月、総合政策室は総合政策部へと昇格し、そ
れまでの政策推進課・経営評価課・調査統計課・
広聴広報課の4課体制から、4課に秘書課と国体推
進課を加えた6課体制へ変更されている。しかし、
転換期の大きな組織上の変化は、翌2009年4月以
降の組織改革にみてとれる。
2009年4月、岩手県はより効果的かつ効率的な
業務遂行のため、部局の枠組みに関わらず事務の
移管・一元化を行い、最適な体制を整備するとし
て、総合政策部経営評価課で所掌する行政改革、
出資等法人改革等に関わる事務を総務部へ移管
し、同課を廃止した（政策評価の事務は総合政策
部政策推進課へ移管）。2001年4月の組織改革で、
新しい行財政システムの一環として導入された政
策評価推進の専任部署として設置された評価課が
姿を消したのである。そして翌2010年4月には、
政策の立案・調整機能の強化や広域振興局の支援
機能の強化の観点から本庁組織を再編し、新たな
体制へと大きく舵を切った。
組織再編の特徴は、①知事のトップマネジメン
トをより機動的に支援し、情報発信できる体制を
構築するため、直接補助部門の純化を図り、「秘
書広報室」を設置したこと、②企画立案機能に関
わる各部局への指示系統、調整機能を明確化する
ため、政策立案機能の一元化・強化を目的として
総合政策部及び地域振興部を統合し、「政策地域
部」を設置したこと、③今後ますます重要性が高
まる各部への後方支援機能を充実するため、法務
関連業務の独立強化とそれらを所掌する総務部の
建制順を変更したこと、である。さらに、④文書
事務や政策法務事務に係る個々の職員の能力強
化、全庁的な文書・政策法務機能の向上を図るた
め、法務私学、情報公開・個人情報保護、行政情
報化の各業務を一元化し、総務部に「法務学事課」
を設置し、⑤政策立案機能の一元化・強化のため、
総合政策部政策推進課の政策立案・評価機能及び
地域振興部地域企画室の企画立案機能等を統合
し、政策地域部に「政策推進室」を設置、⑥地域

制度と体制の諸相
－岩手県の評価－



10

振興に関わる企画立案・推進機能の一元化・強化
のため、地域づくりや過疎・山村振興等の業務、
交通政策業務、地域情報化業務、県北沿岸振興業
務を統合し、政策地域部に「地域振興室」を設置
した。その結果、秘書広報室を建制順の最上位に
置き、次に総務部、政策地域部の順となり、2001
年4月の組織改革以降建制順の下位に甘んじてい
た総務部が復権を果たしたのである。ちなみに、
秘書広報室には秘書課と広聴広報課、総務部には
総務室・人事課・予算調製課・法務学事課・税務
課・管財課・総合防災室・総務事務センター、政
策地域部には政策推進室・市町村課・調査統計
課・NPO文化国際課・国体推進課（2012年4月
「国体室」に改組）・地域振興室の構成となり、東
日本大震災後の2011年6月には「復興局」が加わ
り、現体制が整えられた。
このように、岩手県の評価制度転換期における
評価の推進体制は、政策評価システムの簡素化・
簡略化によって体制的にも縮小・軽量化され、評
価結果の予算との連動を大義として、人事・予算
の所掌部局である総務部主導による評価体制へと
転換することとなる。
（4）経営理念と組織内闘争の投影
岩手県において評価制度の導入が行政改革の一
環として取組みが始まったことは前述したが、そ
の後の政策評価システムの導入と見直し、その推
進体制としての組織改革には、首長の県政に対す
る経営理念の変化と、そのことから派生した組織
内部の主導権争いの影響が垣間見られる。
経営理念の変化
岩手県における評価制度導入期から成熟期にか
けての首長は、のちに総務大臣を務めた増田寛也
氏であった。増田氏は1995年4月の統一地方選挙
で初当選したが、就任直後から県が1984年以降継
続的に取組んでいた行政改革の見直しに着手し、
1996年1月に新たな「行政改革大綱」を策定した。
それまでの行政改革大綱は出先機関の設置による
住民サービスの向上や定数管理による行政コスト
の縮減を目指す内容であったが、新しい行政改革
大綱では出先機関の統合と分野間の連携強化、行
政の情報化推進による行政活動の効率化と住民サ
ービスの質的向上を目指す内容となっていた。し
かし、従来型の行政改革に限界を感じていた増田

氏は、行政の仕組みそのものの改革に着手し、
1997年10月行財政システム改革指針を発表してい
る。岩手県における最初の評価制度である事務事
業評価は、この指針に明示されたことを受けて実
施されたが、その目的は歳出予算総額の抑制や行
政分野ごとの施策の重点化などで、いわゆるスク
ラップ・アンド・ビルドのツールとして導入され
ている。そのことは、当時の経営理念が財政抑制
を目指した行政改革にあったことを示している。
一方、政策評価システムの導入や外部評価に取
組み始めた成熟期は、情報公開条例の施行や県民
参加による新しい総合計画の策定、パブリック・
コメントの導入など県政に対する住民参加の潮流
を受けて始まっており、内部的には組織内分権と
機構改革、政策評価システムの導入により政策を
軸とした組織づくりとマネジメント機能の強化
が、外部的には外部評価の導入により県政への県
民参加の促進と外部からの政策提言機能の強化が
進められている。そのことは、当時の経営理念が
多様な政策アクターの登場を受けての行政システ
ムの転換と地域経営の枠組みづくりにあったこと
をうかがわせる。
岩手県における評価制度転換期の首長は、2007
年4月の統一地方選挙で初当選した元衆議院議員
の達増拓也氏である。達増氏は、知事就任後にマ
ニフェストを行政計画に落とし込んだ「いわて希
望創造プラン～県民一人ひとりが豊かな「希望」
を抱く県土づくりに向けて～」を発表し、その後
2009年12月には「いわて県民計画　ゆたかさ・つ
ながり・ひと～いっしょに育む『希望郷いわて』
～」を策定し公表している。その基本的な改革の
視点は、①組織パフォーマンスの向上、②行財政
構造の徹底した簡素・効率化、③民間力・地域力
が最大限に発揮される仕組みづくり、④県と市町
村の役割分担の再構築となっている。とりわけ、
組織パフォーマンスの向上と行財政構造の徹底し
た簡素・効率化を改革方針の上位に位置づけてい
ることは、県庁組織の内部管理を経営理念の大き
な柱に据えていることをうかがわせる。
一方、評価について達増氏は、選挙中から住民
視点による評価の重要性を主張し、「いわて希望
創造プラン～県民一人ひとりが豊かな「希望」を
抱く県土づくりに向けて～」改革編「県民本意の

岩渕　公二
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分権改革」の「【改革2】民間力・地域力が最大限
に発揮される仕組みづくり」の「（2）多様な主体
による公共サービスが提供される仕組みづくり」
の取組みの一つして県民協働型評価を位置づけ、
外部評価にも積極的な姿勢を示している。このこ
とは、評価等を通じた県民の県政参画に対する期
待を示してはいるものの、評価制度転換期におけ
る政策評価システムの見直しや組織改革には県庁
組織の内部改革の志向が大きく影響していること
をうかがわせる。
部局間の主導権争い
2001年4月と2010年4月の組織改革を比較する
と、総務部の位置づけが大きく異なる。2001年の
組織改革では、従来知事部局の筆頭であった総務
部が出納局を除く部では最下位に位置づけられ、
従来総務部の特権であった人事や予算の権限も各
部局の企画室に移譲されている。それにより政策
中心のマネジメントサイクルが確立し、評価から
企画立案へのフードバックも円滑に進むものと思
われ、当時画期的な取組みとして注目を集めた。
一方、2010年の組織改革では、総務部が知事直轄
の秘書広報室より下位に位置づけられたものの、
県の政策の企画立案と評価を担う政策地域部より
上位に位置づけられ、見直し後の新しい政策評価
システムには評価と予算編成の連動を総務部と意
見交換等を行いながら進めることが盛り込まれて
おり、総務部の発言力が増したことを裏づけてい
る。
総務部の復権の背景には、知事部局における建
制順の問題だけでなく、2001年以降当時の首長が
行った庁内人事の問題もあるのかもしれない。増
田氏は、行政システムの改革に乗り出した以降、
主要な幹部に、いわゆる技術分野出身職員の積極
的な登用を行ってきた。そのことも、総務部復権
の大きな原動力になったのかもしれない。

4．むすび

岩手県における評価制度の変遷と組織の変容か
ら制度と体制の諸相を探ってみたが、そこには、
首長の志向も含めた県政の経営理念が大きく影響
していたことがわかる。岩手県の場合、制度の議

論が先だったのか組織の議論が先だったのか明確
ではないが、政策の転換に応じてその推進体制を
変える、という政策評価本来の立場からすれば、
県政の経営理念に基づき政策評価システムをどの
ように使い、そのためにどのような組織をつくる
か、という議論の結果として組織改革が行われた
とするならば、一定の評価がなされるべきかもし
れない10。
すなわち、行財政システムの見直しにより地域
経営の状況を改善しようとした導入期、組織から
政策を軸とした行財政システムへの転換と県民参
画の仕組みづくりを推進した成熟期、新首長のリ
ーダーシップに基づく組織マネジメントを重視し
た転換期それぞれに、当時の経営理念が色濃く反
映した制度と体制の変更が加えられてきたとも言
えるのではないか。
今後は、2011年3月の東日本大震災により県職
員の業務が急激に増え、人員が不足していること
による評価への影響も出てくるかもしれない。岩
手県では、復興政策の進行管理に県民協働型評価
の活用を模索している11が、復興政策は広範にわ
たり、これまで県民協働型評価を実践してきた団
体で担えるかどうかは難しい問題でもある。復興
庁も、復興政策のモニタリングの必要性を強調し
ており12、今後岩手県において、県政の最重要課
題である震災復興にどのように評価を活用してい
くのか、評価への取組みにおいて先駆的と紹介さ
れる岩手県の今後の取組みを注視していきたい。
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注釈

1 事務事業評価は、2001年4月の機構改革とともに所

轄も総務部財政課から総合政策室政策評価課へと移

管した。

2 任期が終了した2002年4月、改めて政策評価委員会

制度と体制の諸相
－岩手県の評価－
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のあり方が議論され、その結果、政策評価・政策領

域の学識者及び公認会計士といった専門家7名によ

る編成に変更された。

3 岩手県の総合計画には、政策体系の発想が取入れら

れ、その評価方式として業績測定方式と事務事業評

価が取入れられ政策評価システムとなった（山谷

2012：p.182）。

4 条例化された政策評価制度では、「大規模事業評価」

も導入された。大規模事業評価は、総事業費50億円

以上の大規模公共事業と25億円以上の大規模施設整

備事業を対象として実施されることとなった。逼迫

する財政状況や環境意識の高揚により、公共事業費

のあり方が議論される機会が増え、大規模事業の必

要性や有効性、効率性について説明できる評価が求

められていたことが背景にあった。

5 岩手県は、総合計画の進行管理を目的とした政策評

価システムとは別に、特定の施策の成果や課題等を

掘り下げて検証する「特定課題評価」の試行を始め

た。県民の関心が高い身近なテーマを取り上げて検

証し、県民からみてわかりやすい評価への改善と今

後の施策の企画立案に反映されることを目的に導入

したもので、対象とするテーマは2005年度以降毎年

度実施することになった県民意識調査の結果をもと

に、県民の関心の高い分野から抽出された。特定課

題評価は所掌部局が実施・とりまとめをし、岩手県

政策評価委員会政策評価専門委員会での審議を経

て、「政策評価・推進会議」へ付議、議会への報告、

県民への公表が行われた。

6 県の内部評価とのリンクを前提としたテーマによる

外部評価では、かなりの専門性が要求されることと、

調査作業が広範・複雑になり実施コストがかかるこ

とを考慮するとともに、より県民視点での課題抽出

と外部からの政策提言を重視したためであった。

7 県民参加型外部評価システム構築事業で実施された

事業については、岩渕（2011）pp.111-112参照のこ

と。また、県民参加型外部評価システム構築事業の

背景と内容については、岩渕（2007）pp.115-129を

参照のこと。

8 県民協働型評価で実施された事業については、岩渕

（2011）pp.112-113を参照のこと。

9 評価と予算との連動は、岩手県が政策評価システム

を導入した当初から重要なテーマで、政策評価の結

果に基づき策定される「施策重点化方針」を通じて

評価結果と予算編成との連携が図られることとされ

ていた（鎌田2002：pp.38-39）。しかし、このテー

マはアカデミズムの研究の歴史からみても重要な問

題であり、以前から「予算と政策評価を容易に連動

させることは難しい」との指摘がされている（山谷

2002：pp.11-12、山谷2006：pp.38-41）。

10 本来組織は政策を実現するための手段であり、政策

の変更が起きればその手段である組織も変更され

る。政策評価が「組織の存続を脅かす」（山谷

1997：p.29）所以であるが、組織が自らの存続のた

め評価に抵抗することも少なくない。

11 2011年11月19日に岩手県立大学アイーナキャンパス

で開催された日本評価学会第12回全国大会公開シン

ポジウム「東日本大震災、地域主導の評価と復興」

における平井節生岩手県復興局理事兼副局長の発言

より。

12 2012年5月19日に慶應義塾大学三田キャンパスで開

催された2012年度日本行政学会総会・研究会の共通

論題Ⅰ「東日本大震災における行政の役割」におけ

る岡本全勝復興庁統括官の発言より。
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制度と体制の諸相
－岩手県の評価－

Some Aspects of System and Organization
－The Evaluation of Iwate Prefecture－
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Abstract

This paper searches for some aspects of the evaluation system and the system of promotion by using the
example of Iwate Prefecture. 

The paper reviews a large-scale organizational reform which included the introduction of a policy evaluation
system in Iwate Prefecture. During the introductory period, this system centered on improving regional public
management by reviewing the administration and finance system. The mature stage involved developing
mechanisms for conversion and the participation of the inhabitants of the prefecture in the administration and
finance system from the organization from which everything centered on the policy. The conversion period valued
organizational management based on the new head,s leadership.

There was discussion on what kind of organization to make using the policy evaluation system and based on
corporate principles of prefectural administration, and, as a result, the organization reform was completed.

Keywords

Iwate Prefecture, Policy Evaluation, Administrative Reform, Organizational Reformation,
Institutional Reckoning
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1．はじめに

未曾有の大災害となった東日本大震災の発生か
ら1年数ヶ月が経過した。被災地では平成24年の
年頭から、本年を「復興元年」と位置づける言辞
が多用されている。このことは平成23年11月に国
の平成23年3次補正予算が成立し、社会資本の再
整備や生活・産業の再生に向けた取組みに財源的
裏付けが得られたこと及び平成24年に復興に関す
る国の施策の企画、調整、実施等を担う復興庁が
設置されたことを強く反映している。「元年」と
いうそれ自体は時間観念しか示さない用語に希望
の言葉としての「復興」を重ねることで、自らを
鼓舞しようとする被災地の人々の心情が察せられ
る。

しかし、一方で課題も山積している。高台への
集団移転に関する住民合意の調達、復興を待てず
に流出が進む若年層への対策、復興予算を執行し
ていくための技術職を中心としたマンパワーの確
保など、それを解消しなければ復興が進まない課
題と復興を待っていては手遅れとなる課題が複雑
に絡み合い、被災自治体にあっては難しい政策運
営を迫られている。
そうした一つに災害廃棄物の問題がある。環境
省によれば、大規模な津波により発生した災害廃
棄物は、岩手県で通常の一般廃棄物の排出量の約
11年分、宮城県で約19年分と膨大なものとなって
いる1。被災地では、災害廃棄物を一時的な置場
である「仮置場」に移動しているが、これ以上の
仮置場確保は物理的に困難であり、仮置場に災害

【研究ノート】

東日本大震災における災害廃棄物広域処理政策の
プログラム・セオリー評価

加藤　勝
盛岡市総務部危機管理課
m-kato@city.morioka.iwate.jp

要　約

東日本大震災からの復興に向けて、被災自治体では災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっており、国は、
被災地以外の自治体がこれを受け入れる「広域処理」を進めているが、受入自治体側の住民の反対が強く、
はかどっていない。本稿では、災害廃棄物の広域処理がいかなる法運用及び制度設計のもとで実施されて
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廃棄物が山積みされ、火災の危険性も高まってい
る状況である。国は阪神・淡路大震災の経験にな
らい、被災地以外の自治体が被災地の災害廃棄物
を受け入れて処理する「広域処理」を進めようと
しているが、災害廃棄物の放射能汚染を懸念する
受入自治体側の住民の反対意見が強く、思うよう
に進んでいない2。
本稿では、まず、第1から第3節において、災害
廃棄物の広域処理がいかなる法運用及び制度設計
により実施されているかを整理するとともに、プ
ログラム・セオリーの評価を通して本政策の構造
的理解と問題点の析出を試みる。
次いで、第4節で災害廃棄物の広域処理が計画
通りに進まない要因を取り除くための方法論の一
つとして、リスク・コミュニケーションを取り上
げ、検討を加える。

2．災害廃棄物広域処理の概要

（1）災害廃棄物広域処理をめぐる経過
災害廃棄物を広域的に処理しようとする考え
は、東日本大震災によって初めて浮上したもので
はない。東日本大震災の発生からちょうど1年前
となる平成22年3月、環境省は「災害廃棄物処理
に係る広域体制整備の手引き」を発出しているが、
この手引きでは、阪神・淡路大震災の際に実際に
周辺都道府県・市町村の協力により災害廃棄物が
処理されたことを象徴的な例として挙げながら、
今後発生が危惧されている東海地震や首都直下地
震などへの備えとして、国、都道府県、市町村の
連携を強化する必要性を説いている。
この方針に基づき、国は東日本大震災の発生後
まもない平成23年4月8日、環境副大臣名で全国の
自治体に対して災害廃棄物の受入れに関する要請
を行った。この時点では、岩手、宮城、福島のい
わゆる被災3県の災害廃棄物に対する放射性物質
の測定検査は行われておらず、国を挙げて被災地
の復旧・復興を支援しようとする機運の中、572
団体が受入れの意向を表明し、全国の自治体は概
ね可能な限りの協力を惜しまない態度であった。
しかし、同年6月末、東京都内の清掃工場の焼却
灰から国が定める暫定基準値を超える放射性物質

が検出されたことが公表されると事態は一変す
る。受入れを撤回する自治体が相次ぎ、受入れ反
対の住民の声も高まった。
これを受け国は、学識経験者等からなる災害廃
棄物安全評価検討会において安全基準等について
議論を重ね、同年8月、「災害廃棄物の広域処理の
推進について（東日本大震災により生じた災害廃
棄物の広域処理の推進に係るガイドライン）」（環
境省 2011a）を策定した。この中で国は、岩手県
及び宮城県の被災地の災害廃棄物の放射能濃度
は、処理・再生利用において十分に安全なレベル
であるとし、広域処理への協力に理解を求めてい
る。
また、8月には「東日本大震災により生じた災
害廃棄物の処理に関する特別措置法」（平成23年
法律第99号）が制定・施行され、国の責務として
「災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害
廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにし
た工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画
的かつ広域的に講ずる」ことが定められた。
こうした中、同年9月28日、東京都が岩手県、
宮城県、福島県の被災3県以外の都道府県として
は初めて災害廃棄物の受入れを表明、その後静岡
県、秋田県などが受入れを表明しているが、受入
れに反対する住民の声も根強く、十分な処理量を
確保するには至っていない。
国は、再三に渡る要請活動や、広域処理に関す
る専用のウェブサイトの開設などにより、全国の
自治体・住民の理解を得るためあらゆる手段を講
じており、平成24年3月16日には、内閣総理大臣
名で全国の都道府県知事にあてて「被災地におけ
る災害廃棄物の処理は復旧復興の大前提であるこ
とから、速やかに処理を進めなければ」ならない
と協力の要請書を発出するに至っている。
また、同年5月には「災害廃棄物の広域処理の
安全性について」（環境省 2012）を発出。この中
では「放射性物質による汚染に対する懸念が十分
に払拭されているとは言い難い」との認識のもと
「多くの方に理解し、安心していただけるような
情報提供」を進めることが課題であると述べてい
る。

加藤　勝
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（2）災害廃棄物広域処理のスキーム
災害廃棄物の処理方法を考察するにあたって
は、まず通常の廃棄物処理について理解する必要
がある。
廃棄物の処理は「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」（以下、「廃棄物処理法」）に定められて
おり、廃棄物の種類は、事業活動に伴って生じる
「産業廃棄物」と家庭などから出る「一般廃棄物」
に大別される。産業廃棄物は廃棄物を排出した事
業者自らが処理することが原則である一方、一般
廃棄物に関しては、「市町村はその区域内におけ
る一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じない
うちに収集し、これを運搬し、及び処分しなけれ
ばならない」（第6条の2）とされている。これを
一般に自区内処理の原則という。
災害廃棄物に関して廃棄物処理法には明確な
定義はないが、「産業廃棄物以外の廃棄物」を
一般廃棄物とする条文から「一般廃棄物」であ
ると解釈される。すなわち、災害廃棄物につい
ても市町村の自区内で処理することが原則とな
る。そこで災害廃棄物を他の自治体に処理させ
るにあたっては、地方自治法（昭和22年法律第
67号）第252条の14の「事務委託」を適用させ
ることで正当性を与えている。
具体的には、まず被災市町村は、自区域が存す
る県へ災害廃棄物の処理を委託する。次いで、被
災市町村から委託を受けた県は、受入れ先の都道
府県と災害廃棄物の受入対象となる廃棄物の種類
や運搬方法、役割分担について協定を結んだ上で
当該都道府県へ事務を委託する。そして最後に受
入都道府県が管内の受入市町村へ事務を委託す
る。
排出市町村と最終受入市町村が直接委託関係を
持ったほうが契約事務は効率的であるが、多くの
被災市町村とさらに多くの遠隔地域の市町村が
個々に調整・折衝を図ることは非能率的であり、
事務の交錯が予想されること及び安全確保を徹底
する観点から排出・受入れ双方の都道府県が関与
し調整役を勤めることとなっているものと理解さ
れる。
国はこの委託が連鎖する契約関係の中には入ら
ないものの、受入自治体を増やすための全国の自
治体への協力要請、被災側と受入側のマッチング

など総合的な調整役として関与しているほか、受
入側の廃棄物処理に掛かる経費の最終負担者とな
っている（図1参照）。
また、廃棄物処理を実際に処理するにあたって
は、放射能濃度が安全基準以下であることの確認
及び運搬をその行程に応じて排出側、受入側双方
で行うこととされている3。
これらのことから、災害廃棄物の広域処理は、
法適用上は「事務委託」の形をとりながら実態面
では事務が共同で行われているものと理解するこ
とができる。

（3）考察～事務の共同化によって生じる弊害～
このように法適用上、事務の委託を連鎖させな
がら実態面では共同により執行されているという
手法は、廃棄物処理法の枠組み、すなわち自区内
処理の原則を維持しつつ、広域処理に道を開き、
かつ全体の事務の効率性、実効性も担保された巧
みな運用と一定程度評価できるが、受入自治体の
とりわけ反対住民との意見調整、すなわち災害廃
棄物の受入れをめぐるガバナンスという論点から
見ると以下のような問題が浮上する。
反対住民は、国への不信感を背景に安全基準に
疑問を呈し放射能に汚染された災害廃棄物による
健康被害を危惧する。放射能の安全基準に関する
極めて高度で専門的な知見及びその決定過程はも
っぱら国が保有しており、住民の反対の声を受け
止めつつも受入れに理解を求めたい受入自治体

東日本大震災における災害廃棄物広域処理政策の
プログラム・セオリー評価

図1　災害廃棄物の広域処理推進体制図 

（出所）環境省（2011）をもとに筆者作成 
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は、国の説得力ある説明と信頼回復に期待するほ
かない側面がある。一方、排出側の住民感情も穏
やかではない。受入自治体側の住民の反対運動は、
原子力発電の恩恵を受けつつもリスクは立地周辺
自治体のみに背負わせる態度として受け止めら
れ、公平性、あるいは社会正議を論じる視点から
受入れに反対する態度を非難する声が一部で上が
っている。
国は、あらゆる手段を講じて住民の理解をえる
べく災害廃棄物の安全性を説くが、廃棄物の処理
を直接的に実施するものではなく、いわゆる「後
方支援」の立場であるため、反対住民との相互交
流の中で一定の合意形成を図る政治主体ではな
い。
このような論点の食い違い、発話者と応答者の
齟齬に加えて排出自治体と受入自治体の物理的距
離が対話を困難にし、討議アリーナなき「独話の
交錯」とでも言うべき状況を呈している（図2参
照）。
本来、廃棄物処理法では、廃棄物の処理責任を
明確にするため、市町村から委託を受けた主体が
さらに他の主体に委託をする、いわゆる「再委託」
を禁止している。しかし、東日本大震災で発生し
た災害廃棄物の膨大な量と復興に向けて早期に処
理しなければならない緊急性を最大限考慮し特例
として再委託が認められているものである。災害
廃棄物処理の即時的な対応を優先させるため「再
委託」よりさら踏み込んで「再々委託」まで認め
た結果、事務の責任主体があいまいとなり、住民
との対話に齟齬が生じる事態を招いてしまったも

のと言えるのではないか4。

3．プログラム・セオリーの評価

前節の述べたとおり、本政策課題では、災害廃
棄物の処理という政策目的を複数の政策主体が関
わりながら達成しようとしている。政策プロセス
の段階ごとに各政策主体がどのような役割を担っ
ているのかを可視化するために、ここでは災害廃
棄物の広域処理のプログラム・セオリーを評価す
る。
そして、プログラム・セオリーに基づき、前節
で述べた受入自治体における住民との対話の齟齬
について、その原因を明らかにする。

（1）政策プロセスの複線化
まず災害廃棄物の広域処理について、投入

（input）→産出（output）→成果（outcome）→影響
（impact）の各段階のプログラム・セオリーを評
価する。
初めにinputについてであるが、災害廃棄物を
処理するために投入される費用がこれにあたる。
東日本大震災の災害廃棄物の広域処理について
は、一義的には委託元となる被災市町村がその費
用を負担することとなるが、これを国が補助金の
形で補填することとなっており最終負担者は国と
なる。
次にoutputは、災害廃棄物の運搬、焼却、埋立
てなどの処理量となる。そして、この産出によっ
て果たすべきoutcomeは、被災市町村にうず高く
積まれている災害廃棄物の減少であり、排出自治
体の復興事業が計画的に進行することがimpactと
なる。
これは、この政策課題を巨視的に捉えたいわば

「単線型」のプログラム・セオリーである。しか
し先述のとおり本政策課題では国、排出自治体及
び受入自治体ら複数の政策主体がそれぞれの利害
関心に基づきながら政治・行政活動を展開してい
る。こうした要素をプログラム・セオリーに反映
させ、国、排出自治体及び受入自治体の政策主体
ごとの投入（inpu t）→産出（ou tpu t）→成果
（outcome）→影響（impact）を複線的に整理した

加藤　勝

図2　災害廃棄物広域処理の共同化とその弊害 

（出所）筆者作成 
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ものが表1である。
国と排出自治体は、処理費用を国が、分別、運
搬などの処理作業の一部を排出自治体が分担しつ
つ、outcomeとimpactを共有している点でほぼ利
害が一致しているが、受入自治体に関しては
outputに対応するoutcomeがない。見返りのない極
めて利他的な政策課題であると言える。一方、
impactについては、放射能に汚染された災害廃棄
物を域内に持ち込むことによって生じる住民への
健康被害という負の影響と、経済の相互依存性に
鑑み被災地の早期の復興が国全体の引いては自地
域の経済活性化にも寄与するということ、あるい
はまた、復興という国家的プロジェクトに間接的
に貢献したいという欲求を充足させるという正の
影響が考えられる。受入れに反対する自治体の住
民は、自地域に発現する具体的なoutcomeが想定
されない中で、正のimpactよりも負のimpactの方
が大きいという判断をしているものと言えよう。
一般的なプログラム・セオリーは、単一の政策
主体の視点から構築され、他のアクターは利害関
係者と理解され、その行動は外部要因として整理
される。しかし、国、都道府県及び市町村が、そ
れぞれの利害関心を持ちながらも共同で一つの事
務を処理する本件においては、政策主体ごとの投
入（input）→産出（output）→成果（outcome）→影
響（impact）を整理し、プログラム・セオリーを
複線で捉えることが、政策の理論上の問題点を明
らかにするうえではより有効である。

（2）政策プロセスの連接化
災害廃棄物の受入れを拒否する自治体住民の負

のimpactは、そうした事態が果たして本当に起こ
るのかどうか予見可能性が極めて低い中で、住民
の強い不安意識として立ち現れている。災害廃棄
物の広域処理を急ぐために受入自治体を増やした
い国は、広く国民に災害廃棄物の安全性に関する
正しい理解を浸透させたいと考えることとなり、
ここに新たな政策課題「災害廃棄物の正しい知識
の普及」が浮上する。先の例に倣いこの新たな政
策課題についてもプログラム・セオリーを評価す
ると以下の通りとなる。

input 調査費用や人件費
output モニタリング結果の公表回数、啓蒙チ

ラシの作成・配布枚数、要請活動回数、
環境声明の発表回数など

outcome 自治体の受入決定
impact 災害廃棄物の減少

ここで、前項で述べた「災害廃棄物の減少」を
outcomeとする政策課題をP1、「災害廃棄物の正し
い知識の普及」という政策課題をP2とすると、
P1の政策プロセスは、その前提として政策主体
の参入・離脱を左右するP2のoutcomeに依存して
おり、P1とP2の間には、P1＝ｆ(P2)の関係が成り
立つ。
このように2つの政策プロセスが、いわば独立
変数と従属変数の関係のように連関すること（連
接化）及びP1のプロセス・セオリーにおいて異
なる利害関心を持つ政策主体が関わること（複線
化）で政策全体の制御可能性は低減することとな
ることが理解できる（図3参照）。

東日本大震災における災害廃棄物広域処理政策の
プログラム・セオリー評価

表1　政策プロセスの複線化 

（出所）筆者作成 
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4．問題点克服のための方法論の検討

災害廃棄物の安全性は、受入自治体の最大の関
心事であり、この点について住民の信頼を得られ
れば、災害廃棄物の広域処理を停滞させる原因の
多くは取り除けると言って良い。
そのため環境省は、前述の「災害廃棄物の広域
処理の安全性について」（環境省 2012）において
「放射性物質による汚染に対する懸念が十分に払
拭されているとは言い難い」との認識のもと「多
くの方に理解し、安心していただけるような情報
提供」を進めることが課題であるとし、受入自治
体の住民の不安を払拭しようと、たとえば広域処
理に関する情報を発信するウェブサイトを立ち上
げたり、環境大臣の肉声メッセージをラジオやウ
ェブ上で配信するなど、精力的な啓蒙活動を行っ
ている。
本節では、まず（1）で住民に対し安全性を説
くにあたって説明の根幹となる安全基準の策定過
程を概観し、続く（2）で、環境省の安全基準を
めぐる動きを段階ごとにその目的・機能に従って
整理し、住民がどの段階に不安を抱いているのか
を明らかにする。そして（3）で住民の不安を払
拭するための一つの方法論として、リスク・コミ
ュニケーションを取り上げ、考察を加える。

（1）安全基準の策定過程
まず、環境省が安全基準を設定するにあたって
判断の目安としたのが、平成 23 年6月3日に原子
力安全委員会5が示した「処理に伴って周辺住民

の受ける追加的な線量が1mSv/年を超えない」、
「埋立処分場の管理期間終了後に周辺住民が受け
る追加的な線量が0.01mSv/年を超えない」並びに
「処理を行う作業者が受ける追加的な線量が可能
な限り1mSv/年を超えないことが望ましい」とい
う指針である。
環境省は、平成23年5月に災害廃棄物の安全評
価と適切な管理方法を決定するため学識経験者等
からなる「災害廃棄物安全評価検討会」（以下、
検討会）を設置した。この検討会では、上記原子
力安全委員会の考え方を踏まえながら、一連の廃
棄物処理プロセス（運搬、分別、焼却、埋立等）
の通常の処理条件を仮定し、各工程における作業
者と周辺住民への追加的被ばく線量を試算する
「シナリオ評価」を実施した（図4参照）。災害廃
棄物を広域処理する場合、廃棄物を長距離間移動
させ保管、処分するなど自区内処理に比べ作業工
程が長くなることを考慮したものと思われる。
このシナリオ評価の結果を踏まえ環境省は、廃
棄物を安全に処理する基準として放射性セシウム
について8,000bq/kg以下と設定した6。8,000bq/kg
の廃棄物は、従来と同様の方法により安全に焼却、
埋立の処分ができるとしている7。
またさらに、8,000bq/kg以下というこの基準に
ついて、以下の3つの機関・組織の見解を引用す
ることにより説得力の補強を図っている。すなわ
ち、①「8,000bq/kgは、原子力安全委員会及び放
射線審議会の諮問・答申を経て策定されたもので
ある」、②「国際原子力機関（IAEA）から、「放
射性セシウム8,000bk/kg以下の廃棄物を追加的な

加藤　勝

図3　政策プロセスの連接化 

（出所）筆者作成 
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措置なく管理型処分場で埋立を実施することにつ
いて、 既存の国際的な方法論と完全に整合性が
とれている」と評価されている」、③「日本学術
会議からの提言において、「岩手県・宮城県で生
じた災害廃棄物 に含まれている放射性物質濃度
は、多くの場合、十分に小さく、放射性物質汚染
対処特別措置法及び災害廃棄物広域処理推進ガイ
ドラインの処理・処分基準を満たすかぎり健康被
害を引きおこすものではなく、県内処理も広域処
理も可能である」と示されている」との見解であ
る（環境省 2012）。環境省はこれらを「第三者機
関による評価」と位置づけ、啓発用の資料等に引
用している。
ここまでは科学的知見に基づいた理論的な検討
及び判断であるが、さらに環境省では、安全性の
確証を得るべく、排出自治体の仮置場において災
害廃棄物の放射能濃度及び空間放射線量を測定す
るとともに、受入自治体においても処理施設、埋
立処分場において放射能濃度の定期的な実測（モ
ニタリング）を行っている。

（2）安全基準策定のフェーズ
環境省の安全基準をめぐる動きを段階ごとにそ
の目的・機能に着目して整理をすると、まず、原
子力安全委員会の指針を安全基準の設定にあたっ
て目安とした段階は、「準拠設定のフェーズ」で

あったと言える。次いで順に、シナリオ評価の実
施段階については「アセスメントのフェーズ」、
シナリオ評価結果に基づき安全基準を設定した
「意思決定のフェーズ」、災害廃棄物の現状が安全
基準を満たしていることを確認するための「管理
のフェーズ」と理解することができる。
また、さらに各フェーズを「準拠設定のフェー
ズ」はベンチマーク、「アセスメントのフェーズ」
は事前評価、「意思決定のフェーズ」は成果指標
の設定、そして「管理のフェーズ」はモニタリン
グと捉えれば、この過程は計画、実施、評価まで
の一つの政策プロセスと理解することが可能であ
る。
準拠設定から管理まで展開が進むにつれて、住
民の災害廃棄物に対する安心と信頼が高まってい
くことが期待されているのであるが、災害廃棄物
の広域処理が受入自治体の住民の理解を得られな
いのは、東京電力福島原子力発電所の事故直後の
国の対応に対する不信感を背景に、安全基準をめ
ぐるアプローチのそもそもの出発点となる「準拠
設定のフェーズ」に対する信頼が損なわれている
可能性を指摘できる8。つまり出発点がボトルネ
ックとなり、信頼向上のフローが展開していかな
いのである（図5参照）。この点を、前節で述べた
連接するプログラムの議論に引き付けて検討して
みると、「準拠設定のフェーズ」への不信頼が、

東日本大震災における災害廃棄物広域処理政策の
プログラム・セオリー評価

図4　災害廃棄物広域処理の評価シナリオ 

（出所）環境省（2012）「災害廃棄物の広域処理の安全性について」 
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（Ｐ2）の成果向上を直接的に妨げる要因となり、
よって、（Ｐ1）の成果向上を間接的に妨げる要因
となっていると理解することができる。
一部の受入自治体においては、住民や議員に、
排出自治体の災害廃棄物仮置場の放射能濃度測定
現場を視察させることにより、災害廃棄物の受入
に理解を図ろうとしている事例9もあるが、社会
全体へのインパクトは今のところ小さいものであ
る。

（3）問題点克服のための一手法としてのリス
ク・コミュニケーションについての検討

これまでに、「準拠設定のフェーズ」において
安全基準への信頼が得られず、災害廃棄物の広域
処理に対する住民の理解が得られないことを述べ
た。
環境省は、受入自治体の住民の不安を払拭しよ
うと、たとえば広域処理に関する情報を発信する
ウェブサイトを立ち上げたり、広域処理の必要性
についてイラストなどを交えて分かりやすく訴え
るリーフレットを作成・配布するほか、環境大臣
の肉声メッセージをラジオやウェブ上で配信する
などのアプローチをとっているが、こうした行為
は、リスク・コミュニケーション論の知見に従え
ば、「欠如モデル」として理解される。「欠如モデ
ル」とは、住民の反対は不理解にその原因があり、
正しい知識を注入することで翻意を促せるとする
考えである。しかし、「欠如モデル」では住民の
理解が得られることはおろか、むしろ反発を強め
かねないとリスク・コミュニケーション論は指摘
する。
以下では、住民の不安を払拭するための一つの
方法論としてリスク・コミュニケーションについ
て、さらに考察を加える。

リスク・コミュニケーションは「リスク評価や
リスク管理の過程で、その専門家、政策決定者、
消費者、事業者、研究者、その他の関係者の間で
リスクに関する情報、意見を交換し、問題や行為
に関する理解を深め、お互いの信頼のレベルを向
上させることを目的」（平川2011）とする。
災害廃棄物の広域処理をめぐる問題は、科学的
専門性が極めて高い放射能にまつわるものであ
り、また、わが国がかつて経験したことがない原
子力発電所の事故に由来するものであることか
ら、科学的妥当性に基づいて合理的な意思決定が
なされることが期待できるものではない。この意
味において、リスク・コミュニケーションの関心
と重なる問題構造を有している。
科学的知見と集合意思の形成をめぐるコンフリ
クトの解消に向けて、リスク・コミュニケーショ
ンの必要性を説く藤垣は以下のように述べる（藤
垣 2003）。

現代の科学技術をめぐる問題の特性は、不確
実性をふくむため、科学者にも答えられない問
題だが、「今、現在」社会的合意が必要、とい
うものである。科学者にも答えられない問いに
ついては、公共の意思決定の根拠、つまり社会
的合理性が必要である。
科学的合理性は科学者の妥当性境界によって
決まるものであるのに対し、社会的合理性とは、
複数ある公共の妥当性境界の中から、社会的意
思決定において選択を行う合理性である。

また、さらに藤垣は、社会的合理性が担保され
るために必要なこととして以下の3点を挙げてい
る。すなわち、①意思決定の主体の多様性の保証、
②意思決定に必要な情報の開示、選択肢の多様性
の保証、③意思決定のプロセス、合意形成のプロ
セスの透明性、公開性の担保である。
社会的合理性の確保の課題は、先述の安全基準
の策定過程のうちの「意思決定のフェーズ」にお
いて直接的には浮上するが、先に述べたように住
民の不信感が「準拠設定のフェーズ」にまで遡っ
て生じていることに鑑みれば、準拠設定、アセス
メント、管理の各段階において専門家と利害関係
者のコミュニケーションの場を作り出す必要があ
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ろう。

5．むすびにかえて

本稿の目的は、東日本大震災で発生した災害廃
棄物の広域処理という政策課題を題材として取り
上げ、プログラム・セオリーの評価に基づき、本
政策の構造的理解と問題点の析出を試みることで
あった。
まず、災害廃棄物の広域処理が、事務委託を連
鎖させる形で実施されていることにより、政策プ
ロセスの「複線化」と「連接化」を生じさせ、住
民との対話に齟齬を生じさせていることが明らか
になった。
次いで、災害廃棄物の安全基準の策定過程をフ
ェーズに分節化し、「欠如モデル」では信頼の回
復は難しいことを指摘するとともに、リスク・コ
ミュニケーションにその処方箋としての可能性が
あることを指摘した。
しかし、災害廃棄物の広域処理をめぐる問題は、
先に述べたように政策プロセスの連接化や自治体
間の事務委託の連鎖が、リスク・コミュニケーシ
ョンの難易度を上げている。加えて、本件におい
ては復旧・復興事業を迅速に進めるため災害廃棄
物の撤去にもスピードが求められ、多様な利害関
係者による時間をかけた十分な議論を困難なもの
にしている。
限られた時間の中で、複線化・連接化する政策
プロセスにおいて集合意思を形成することは容易
なことではないが、本稿で述べたような問題の構
造的理解に基づいて、一見迂遠のようにも思われ
る多様な利害関係者がコミュニケーションを図る
場を設けることが必要である。
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注釈

1 福島県の災害廃棄物については、国において福島県

内で処理を行う基本的な考え方が示されており、こ

れに沿い、本稿の対象としない。

2 本稿では、特に区別する必要がある場合を除き、災

害廃棄物を排出する市町村と県をまとめて排出自治

体と、受け入れる市町村と都道府県をまとめて受入

自治体と呼ぶこととする。

3 平成24年5月、静岡県島田市が岩手県山田町から受

け入れた災害廃棄物に、協定違反となる約70キロの

コンクリート塊などが混入し、焼却が一時中止とな

り、岩手県側が混入原因を調査するとともに、静岡

県側に謝罪する事態が発生した。

4 受入れに反対をしているのは、住民ばかりではない。

たとえば、新潟県は知事名で環境大臣に対して、広

域処理に反対の立場から、質問書を発出している。

この中には「放射性物質を扱う専門組織及び専門職

員が存在しない市町村に、放射性物質の管理をさせ

ることの妥当性をどう考えているのか」との質問も

ある。

5 「原子力基本法」等に基づき設置されている。経済

産業省、文部科学省等関係行政機関からは独立した

中立的な立場で、国による安全規制についての基本

的な考え方を決定し、行政機関ならびに事業者を指

導する役割を担う。内閣総理大臣を通じた関係行政

機関への勧告権を有するなど、通常の審議会にはな

い強い権限を有している。

6 災害廃棄物処理の安全基準には、ほかに再生利用に

係る安全基準（100Bk/kg以下）もあるが、紙幅の都

合から本稿の考察対象からは外している。

7 なお、8,000bq/kgを超える廃棄物については、別途

「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性

物質による環境の汚染への対処に関する特別措置

法」（平成23年法律第110号）により、国が処理する

こととされている。

8 たとえば、東京都町田市が実施した「宮城県女川町

の災害廃棄物受け入れに関する住民説明会」では、

主な意見として「環境省の示す災害廃棄物の安全性

基準について、信用ができない」と報告がなされて

いる。また、新潟市が実施した｢災害廃棄物の受け

入れに関する住民説明会｣のアンケートに記載され

た主な意見では、「安全基準そのものが疑問。資料

は信用できない」との報告がなされている。

9 たとえば、静岡県浜松市では、平成24年5月に希望

東日本大震災における災害廃棄物広域処理政策の
プログラム・セオリー評価
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する市民とともに岩手県の被災市町村を視察し、実

際に災害廃棄物の空間放射線量率を測定した。市の

ホームページでは、参加した市民の声として「がれ

きの焼却を行うことは賛成であるが、放射能に係る

追跡調査を行ってもらいたい」、「百聞は一見にしか

ず。地域住民が見たものを地域で話をすれば、より

理解が得られるのではないか」といった意見が紹介

されている。
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Abstract

For the reconstruction from The Great East Japan Earthquake, disposal of disaster waste has been an
important subject in the municipalities which suffered a great deal of damage. Although the National Government
is advancing“area-wide disposal”, opposition from the residents of the acceptance side is strong, and it is not
progressing.

This paper describes the operation of law and institutional design for the area-wide disposal of disaster waste,
and considers the process theory and, based on the findings of risk communication theory, considers a solution.
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1．はじめに

現在、日本の地方自治体（以下、「自治体」と
いう）には厳しい財政状況のなかで少子高齢化や
地球温暖化、過疎化の進展といった多種多様な社
会問題への対応が求められている。そのため限ら
れた資源（ヒト、モノ、カネなど）を効果的に配
分し、地域が抱える課題に対して、迅速、かつ的
確に対応しなければならない。
このような状況のなか、1990年代以降、多くの
自治体が欧米諸国で実績を挙げてきたNew Public
Management（以下、「NPM」という）に基づく行
政改革（以下、「NPM改革」という）に活路を見

出そうと考えた。そして、その結果、NPMの考
え方に基づくさまざまな改革手法に取り組むこと
になったのである1。それらの改革手法のなかで
最も強いインパクトを与えた手法が行政評価だっ
た。その証拠に、現在では全自治体の50%以上が
行政評価を導入しており、都道府県、政令指定都
市、中核市及び特例市に限っていえば、その割合
は95%以上にもなっている2。
しかし、日本の行政評価に対する見方は非常に
厳しいものとなっている。例えば田中（2011）は
「行政評価を導入したにもかかわらず、制度の実
施に際してさまざまな問題に直面し、行政評価を
導入した効果を発揮させることができずにいる自

【実践・調査報告】

ベンチマーキングを活用した効果的な評価手法に関する考察
～自治体ベンチマークシステム比べジョーズの事例より～

後藤　好邦
山形市まちづくり推進部都市政策課
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治体は少なくない。」との考えを示しているし、
日本におけるNPM研究の先駆者である大住も否
定的な見解を表明している。これに対して、その
要因及び打開策についてもさまざまな見解が示さ
れているが、それらのなかで、筆者が最も着目し
たポイントが欧米諸国で重視されてきた都市間比
較の問題である
そこで本稿では行政評価における都市間比較の
現状と必要性を整理したうえで、福井市で運営し
ている自治体ベンチマークシステム「比べジョー
ズ」（以下、「比べジョーズ」という）をモデルケ
ースに、ベンチマーキング（以下、「BM」とい
う）手法を用いた都市間比較の効果的な方法論に
ついて論じてみることにする。

2．日本の行政評価における都市間比較の
現状と必要性

（1）英国と比較した都市間比較の現状
大住（1999）は日本のNPM改革が必ずしも順
調に進んでいるとは言い難いとしたうえで、その
要因の1つとして、都市間競争を促すような仕組
みが内在していないことが挙げられる、との見解
を示している。また、熊倉（2011）もNPMの効
果的なツールである行政評価の課題について「各
市が独自に評価方法を採用しているため、他の自
治体との比較・検討が難しく、いわゆるベスト・
プラクティスという行政評価の特性を生かしにく
い。」と指摘している。これらの見解から、日本
では行政評価など自治体経営において、BMのよ
うな都市間で比較分析を行う手法があまり実践さ
れてこなかったために、NPM改革の実効性が低
いものになっているといえるのではないだろう
か。
一方で、NPMの先進国である欧米諸国では、
自治体経営において都市間比較の視点が重要視さ
れてきた。例えば英国では先の労働党政権下にお
けるBest Value政策（以下、「BV」という）や包
括的業績測定（Comprehensive Performance
Assessment）（以下、「CPA」という）のような都
市間比較を行うための制度が充実しており、これ
らの制度のもと、各自治体が業績測定などにおい

て他自治体との比較分析を行い、その結果をマネ
ジメントに活用している。実際、筆者が視察に訪
れたブライトン・ホーブ市やウォルバーハンプト
ン市においても3、生活の質や公共サービスの水準
等に関して、戦略計画や業績管理報告書などに自
らの目標値や実績値と併せて全国平均や他自治体
の実績値などを掲載し、全国平均や他都市との比
較に基づいた業績測定を実施していた。そして、
その結果を予算や人事といった資源配分等に活用
しながら効果的な行政経営を行っていたのである。

（2）日本において都市間比較の視点が重要視さ
れなかった理由

それでは、なぜ日本では行政評価などにおいて
都市間比較の視点が重要視されなかったのだろう
か。その要因は2点あると考えられる。
第1の要因としては、自治体がBMを実践する
ための政策を中央政府が積極的に取り組んでこな
かった点が挙げられる4。日本では英国における
ベストバリュー指標（Best Value Performance
Indicator）（以下、「BVPI」という）のような全国
共通の指標を大々的に設定したこともなく、また
監査システムの導入や全自治体を対象とした指標
値の集約など、中央政府が自治体の業績管理に対
して強制的に介入したこともなかった。そのため、
自治体側とすれば、行政評価などにおいて特に他
自治体との比較分析を重要視する必要性がなかっ
たということである。
第2の要因としては、行政評価が本来の趣旨を
理解されることなく導入されたために（大住、
2003）、都市間比較の視点を重要視する必然性が
なくなってしまったことが挙げられる。行政評価
は業績目標と成果との対比を測定する尺度であ
り、業績や成果を向上させるための手段として活
用される必要がある。そして、行政評価がこの本
来の趣旨を果たすためには、経年比較とともに、
都市間比較を行い、業績目標や成果を正しく判断
する必要がある。しかし、日本では行政評価の意
味や活用方法を理解することなく導入を急いだた
めに（大住、2005）、行政評価が本来の趣旨とは異
なる使われ方をしてしまった。そのために都市間
比較の必要性も低下してしまったと考えられる。
これらの要因により、日本では行政評価など自

後藤　好邦
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治体の活動のなかで都市間比較の視点が重要視さ
れることはなかった。その結果、行政評価に関す
るさまざまな問題があらわれている。

（3）都市間比較の視点を軽視することによるデ
メリット

都市間比較の軽視によるデメリットは4点ある。
まず、第1のデメリットとしては総合計画など、自
治体が策定する戦略計画に設定する数値目標の妥
当性を希薄なものにしてしまうという点が挙げら
れる。この点に関して、大住（2003）が「他の自治
体との比較を通じて、同時に、時系列（経年的）
データの活用が図られることで、個々の業務単位
の業績目標が妥当な水準であるかどうかを確認す
る効果がある。」との見解を示している。この点か
ら他都市との比較に基づき数値目標を設定するか
らこそ、自治体は自らが掲げている数値目標の妥
当性を担保することができるといえるだろう。
第2のデメリットとしては、行政評価などで行
う業績測定の妥当性を希薄なものにしてしまうと
いう点が挙げられる。この点は、第1の問題にも
関連しているが、そもそも数値目標の妥当性が担
保されなければ、数値目標の達成状況を把握する
ために実施する業績測定も妥当性を欠くものにな
ることは当然のことである。
第3のデメリットとしては、政策を実現するた
めのボトムアップの活動である改善活動の非効率
さをもたらすという点が挙げられる。澤井（2003）
は「共通のデータ・フォーマットで計測された各
種の指標は、各都市の事務事業等のパフォーマン
ス実態をあらわしており、その比較・分析により
各都市・指標ごとにベスト･パフォーマンスを見
出す手がかりをうることができる」との見解を示
しているが、これは都市間比較を行うことで、各
サービス分野においてベスト・プラクティスを抽
出することが可能になるということを意図してい
る。他自治体が実践しているベスト・プラクティ
スを自らの取組みに活用することは公共サービス
の質的向上へとつながる有効な方法である。その
点では、都市間比較の軽視は、公共サービスの質
的向上に向けた改善活動を非効率にしてしまう原
因にもなるといえるだろう。
第4のデメリットとしては、住民に対するアカ

ウンタビリティ機能の低下である。筆者が以前実
施した山形市民を対象としたアンケート5による
と、「あなたは、他都市と比較して、山形市がど
のような状況か知りたいと思いますか。」という
問いに対して、83.1%が、「知りたい」と回答し
ている。この状況は、他都市と比較した生活水準
に関する情報提供に対する住民ニーズの高まりを
あらわしていると考えられる。また、同様の事務
を行っている他の団体と比較することにより、住
民は、現在享受しているサービスの優劣を判断す
ることができるようにもなる（監査法人トーマツ、
2004）。これらの点から、NPMにとって重要なフ
ァクターである官民連携を推進していくために
は、住民や利害関係者に対して他都市との比較に
基づいた情報提供を積極的に行っていく必要があ
ると考えられる。
これまで述べてきた4つのデメリットは、「数値
目標」、「業績測定」、「改善活動」、「アカウンタビ
リティ」に関するものであるが、そのどれもが行
政評価に密接な関係があるキーワードになってい
る。このことから都市間比較の視点を軽視するこ
とが行政評価の機能低下に影響を及ぼすといえる
のではないだろうか。なお、英国をはじめとする
欧米諸国ではこのような状況を回避するために、
NPM改革の一環として自治体経営のなかに都市
間比較の視点を重視したさまざまな取組みを実践
している。そして、その効果的な手法として頻繁
に用いられている手法がBMである6。

（4）日本におけるベンチマーキングを活用した
都市間比較の先進事例

日本では前述したとおり欧米諸国に比べて都市
間比較の視点を行政評価など自治体の諸活動で重
要視することは少なかった。しかし、近年徐々に
ではあるが、業績指標や業務プロセスを先進自治
体や近隣自治体と比較分析することで、政策立案
や政策判断、業務改善活動に活用しようとする
BM実践の動きが見られ始めている。（表1参照）。
そして、それらの取組みは中央政府主導の取組み
から自治体連携の取組み、あるいは自治体単独の
取組みまでと実に多様な状況となっている。
このうち、行政評価への活用という点で筆者が
注目している取組みが、比べジョーズ、龍ケ崎モ

「ベンチマーキングを活用した効果的な評価手法に関する考察
～自治体ベンチマークシステム比べジョーズの事例より～」
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デル、そして都市行政評価ネットワーク会議の3
事例である。その理由はこれらの取組みが各種指
標を用いて都市間の比較分析を行いながら、これ
らのBM活動に参加している自治体等の政策形成
への活用を目指しているためである。しかし、各
参加自治体がこれらのシステムを欧米諸国のよう
に使いこなしているかといえばまだまだ課題が多
いと感じている。その点では、今後、各自治体が
これらのBMの取組みをどのように行政評価に活
用し自治体経営へとつなげていくかが鍵となって
くるだろう。そこでまずは龍ケ崎モデルと都市行
政評価ネットワーク会議について次章で考察した
うえで、これらの取組みとの比較分析を行いなが
ら、筆者がこれまで深く関わってきた比べジョー
ズをモデルケースに、行政評価、つまり業績測定
へのBMの活用に関する効果的な方法論について
考察していくことにする。

3．龍ケ崎モデルと都市行政評価ネットワ
ーク会議

本稿は筆者がこれまで深く関わってきた「比べ

ジョーズ」を中心にBMの行政評価への効果的な活
用方法を考察していくことを目的としているが、
モデルケースとなる同取組みのメリット、デメリ
ットを明確にするための比較対象として、同じよ
うに各種指標を用いて都市間の比較分析を行って
いる龍ケ崎モデルと都市行政評価ネットワーク会議
について本章で簡単に触れておくことにする。

（1）龍ケ崎モデル
茨城県龍ケ崎市では独自の取組みとして茨城県
南7市町を対象に単独でBMを行い、都市間比較
を行政評価に活用しようと試みている。この龍ケ
崎市の事例について、同市行政評価担当の岡野氏
へのアンケート調査及び電話による聞取り調査等
を参考にしながら考察していくことにする。
龍ケ崎市では施策評価7（基本計画）で設定し

ている指標のなかから、比較可能な指標を選択し、
それらの指標に関して県南7市町との比較分析を
行っている。この取組みは外部評価を行なう総合
計画審議会から2002年度に出された意見を契機と
して実施されるようになった（中西、2004）。そ
の意見とは「龍ケ崎市の実績値はわかったが、こ
の数値がどのようなものかを判断するためには、

後藤　好邦

表1　日本における都市間比較型BMの取組み事例

（出所）筆者作成
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他に比較するものがないと判断できないのではな
いか。」というものである。この提言に応える形
で、同市では2004年度内にすべての指標から比較
可能な指標を90項目抽出し、近隣でほぼ同規模の
5市（土浦市、石岡市、取手市、牛久市、守谷市）
との比較分析を行なった。さらに、その後、カウ
ンターパートナーとして、同市より規模の大きい
つくば市と、逆に規模の小さい稲敷市、阿見町を
追加し、茨城県南8市町との比較分析へと拡大し
ている。なお、現在は成果指標66項目に関して7
市町との比較分析を行なっている。
龍ケ崎市の岡野氏によれば、同市ではこの取組
みを施策評価の参考資料として捉えており、評価
を行うにあたっての判断材料の1つとして活用し
ているということであった。ただし、現時点では、
この取組みが直接的に政策決定過程や実施計画、
予算編成等に影響を及ぼす仕組みとはなっていな
いとのことである。また、同市では、都市間比較
の結果を、行政評価システムの結果と併せて、広
報誌やホームページ等を利用して住民に公表して
いる。これらの情報提供に関して、市民からの反
響はそれほど多くはなかったものの、議会では公
表した数字を用いた質問もあったということであ
った（中西、2004）。
龍ケ崎モデルは自治体単独の取組みとしてBM
を行政評価に連動させている点が特徴的といえる
が、これにより2つの効果が挙がっている。第1の
効果としては目標値設定の妥当性を判断すること
ができるという点である。この効果について具体
例を用いて説明する。龍ケ崎市では、施策の1つ
である上水道事業の評価結果が100点だった。こ
れは、成果指標の目標値に向けた達成状況が高か
ったことが大きく影響していたためである。しか
し、他都市と比較した結果、当施策の成果指標で
ある上水道普及率が他都市と比較するとかなり低
い水準であることが判明し、外部評価にて目標値
設定の甘さを指摘されることになった。これによ
り龍ケ崎市では上下水道普及率に関して、それま
で以上に高い目標値を設定し更なる上水道の普及
促進に努める必要があることに気付くことになっ
たのである（中西、2004）。なお、同市では、
2007年度からスタートした第5次総合計画前期基
本計画における成果指標の目標値設定に際しても

BMにより把握した他都市の数値を参考としてい
る。
第2の効果としては、新たな政策形成への活用
が図られたという点が挙げられる。この点につい
ても、具体例を用いて説明する。龍ケ崎市では龍
ケ崎モデルを実施することにより、他都市と比較
して自主防災組織の組織化率が極めて高いことが
判明した。さらに、その原因について分析すると、
東京のベッドタウンとして発展してきた龍ケ崎市
では市域内にニュータウン地区を複数抱えてお
り、そのことが自主防災組織の組織化率アップを
引き起こしていたことが判明した。つまり、それ
らの地区ではニュータウンであるがゆえに消防団
が組織化されていないために、逆に自主防災組織
を結成していたのである。このような状況は他都
市と大きく異なっている点であり、このことから
同市特有の地理的条件も踏まえた新たな施策の展
開が必要との方向性が得られたということである
（中西、2004）。この事例のように、龍ケ崎市では
BMを用いて成果向上に向けた新たな政策形成を
実施していけるようになったと考えられる。
一方で、龍ケ崎モデルは、自治体単独の取組み
であるが故にいくつかの課題も抱えている。第1
として業績指標に関する課題が挙げられる。比較
対象となる業績指標は龍ケ崎市が独自に設定して
おり、データ提供の依頼先となる他自治体との協
議により設定した指標とはいえない。岡野氏によ
れば、この課題を解決するために、総合計画に掲
げている指標のなかから比較可能性が高い指標
を選択し、また、照会にあたってはできるだけ算
出の基礎となる算定式や根拠資料を明記するな
ど、同じ基準で比較が可能となるように努めてい
るということであった。第2の課題としては、予
算や政策判断への直接的な活用がない点が挙げら
れる。前述したように、龍ケ崎モデルでは、他市
町との比較を施策評価や総合計画審議会による外
部評価等において同市の業績水準を把握するため
の参考データとして活用している。そして、その
なかで、さまざまな分析を行い、政策判断を行う
ために必要な多くのデータを抽出している。しか
し残念ながら、行政評価への活用の先にある予算
編成などへの直接的な活用は行っていないという
ことであった。以上のことから、今後は龍ケ崎モ
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デルと予算との連動など、同モデルの直接的な活
用も検討する必要があるのではないだろうか。

（2）都市行政評価ネットワーク会議
2005年11月、「NIRA」、「（財）日本都市センタ

ー」、「地方シンクタンク協会」の三者により都市
行政評価ネットワーク会議が発足されることにな
った。そして、その目的は、行政評価システムが
抱える課題8を解決するための打開策をBMに見出
すことにあったといえる。これらの団体がこのよ
うな考えに至った理由は、行政評価のレベルをよ
り一層高めていくためには行政評価に関する情報
が自治体間で流通し、多くのノウハウが共有され
るような仕組みづくりを行なうとともに、自治体
間連携による協働的な取組みを推進していく必要
があると考えたことに起因している。つまり、こ
れらのシンクタンク機関では、このような取組み
を推進していくことにより、自治体が他自治体の
ベスト・プラクティスに着目するようになり、そ
のことで評価結果の有効性をより一層高めること
ができると考えたということである。また、それ
とともに、住民へのアカウンタビリティを向上さ
せるための有効な知見や情報を得ることができ
る、といったような考え方も根底にあった（「都
市行政評価ネットワーク会議設立趣旨」より）。
都市行政評価ネットワーク会議は、15市を発起
人として発足したが、その後参加自治体が増加し、
今では全国各地から80以上の自治体が参加してい
る。これらの自治体の内訳をみると、市区中心で
はあるが、政令指定都市から5万人に満たない自
治体までと実に幅広く、あらゆる人口規模の自治
体が参加している。その点では、さまざまな角度
から多角的な視点で比較分析を行うことが可能だ
といえる。
都市行政評価ネットワーク会議では自治体業務
のバランスを考えて、自治体が法令上持続的に実
施せざるをえない業務を対象に、社会保障（民
生・福祉）系6施策、社会教育系5施策、基盤整備
系5施策、参加・協働系4施策を選び20のベンチマ
ーク・モデル群を作成している9。その際、多く
の自治体が加工せずに比較的簡単に出せる公開デ
ータを基本に据え、議会認定の決算書をベースと
した。コストデータが含まれていることと、誰も

が同じ指標値に至れることが重要と考えたからで
ある（熊倉、2011）。
施策ごとのベンチマーク・モデルは、基本指標、
結果指標、成果指標、コスト指標という4種類の
指標群により構成されている。この取組みは、こ
れらの指標に関する業績データを、各参加自治体
より収集するところから始まっている。次に、各
自治体より収集したこれらの業績データを活用
し、都市間による比較分析を行っている。分析は、
各都市提供データを受けての平均や最大値、最小
値、度数分布を求めるところから出発する。当初
は、定義のばらつきがみられたが、現在では、地
域特性をあぶり出せる度数分布を得られる指標や
偏差値を導入できる指標が増えているということ
である（熊倉、2011）。また、全体分析の年次比
較によって、参加自治体全体としての経年変化が
望ましい方向に進んでいるかどうかも判断できる
ようになった（熊倉、2011）。このことは、1都市が
望ましい経年変化を示したとしても、それが、全
体の枠内なのか、枠を超えたベターな変化なのか
を考えていくうえで重要な判断材料となる。従来、
こうした基準変化がないため、目標値が妥当かど
うかを判断することができなかったといえる。
都市行政評価ネットワーク会議では、これらの
分析に基づき、都市ごとにカルテを作成している。
これは、20の施策ごとに全体分析を踏まえた各市
数値を位置づけ、望ましい方向を明らかにし、参
考・目標となる都市を示唆することが目的となっ
ている（熊倉、2008）。なお、参加自治体のなか
には、当カルテをHP等に掲載し住民等へのアカ
ウンタビリティに活用している事例もみられる10。
このように、都市行政評価ネットワーク会議で
は、20のベンチマーク・モデル群を活用しながら
都市間比較を目指したBMを実施しているが、こ
の取組みに発足当初より関わっている熊倉氏によ
れば11、このベンチマーク・モデル群は、項目
（施策・事務事業）・指標ともに、さまざまな試
行錯誤を繰り返しながら、現在のような形に至っ
ているということである。この過程には、ワーク
ショップや総会などでの意見交換など、多くの自
治体が議論に参加し、数値が出せるかどうかを検
証し合ってきたことが大きく影響している。そし
て、そのことが指標を安定させる要因となってい
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るといえるだろう。ただし、指標に関して、事業
費や職員数の把握など、定義のブレや自治体間で
の扱いの違いなどがあり、幅があることを承知し
た上での比較となっていると熊倉氏は述べるとと
もに、この幅の許容が大切だとの見解を示してい
る12。そして、このような考えが、同取組みを、
自治体のランキングを行う取組みとするのではな
く、全体的なコメントという形での評価形式（各
市カルテ）としている要因となっている。
次に都市行政評価ネットワーク会議の効果及び
課題について述べてみたい。まず効果であるが、
各市カルテとして、参加自治体に対して施策改善
に活用しうる、非常に有益な情報を提供できてい
るという点が挙げられる。都市行政評価ネットワ
ーク会議では、特定の分野を選定しコストと成果
の両面を考慮しながら、より詳細な分析を行って
いる。そのため各施策分野に関して数多くのデー
タ抽出を行うことが可能となり、これにより各参
加自治体の状況に応じた比較分析データの情報提
供やベスト・プラクティスの抽出を行うことがで
きている。また、当ネットワーク会議が、各自治
体に提供している情報は、全国的なトレンドに対
して各自治体がどのような状況なのかを示してお
り、このような情報を住民に提供することは住民
に対するアカウンタビリティの向上にもつながる
と考えられる。
その一方でいくつかの課題も挙げられる。第1
の課題としては、参加自治体増加による基準値の
安定である。現在参加自治体数は市区を中心に80
以上となっているが、市町村全体からみれば1割
にも満たない数字である。統計学的な安定から考
えると、参加自治体数の増加が望まれる。
第2の課題としてはコストの考え方である。熊
倉氏によれば、都市行政評価ネットワーク会議に
おけるコストの算出は決算書を基本としている。
その理由は決算書が議会で認定された都市の正式
な数値であり、かつ、コストの算出にあたり、誰
もが同じ結果にたどりつけるためということであ
った。しかし、自治体間の業績比較をより適正に
実施していこうと考えるのであれば、発生主義会
計に基づいたコスト把握や間接経費も含めたコス
ト算出を行う必要がある。実際、この取組みにお
いても、公益事業の見本ともいえる水道事業に収

益的収支と資本的収支などをモデルとして取り込
み、収益的収支中心としていく方法も視野に入れ
ているということであった。もし、都市行政評価
ネットワーク会議がこのような手法を採用するこ
とになれば、施設管理に関するベスト・プラクテ
ィスの把握が今以上に可能となり、PFIなど、民
間手法を導入する際の政策判断に関して、より一
層活用できるような取組みとなるのではないだろ
うか。

本章では日本におけるBMの先進事例である
「龍ケ崎モデル」と「都市行政評価ネットワーク
会議」について概観した。そこで、次章では行政
評価へのBMの効果的な方法論を論じるうえでの
モデルケースとなる「比べジョーズ」について、
これらの取組みと比較しながら考察していくこと
にする。

4．自治体ベンチマークシステム「比べジ
ョーズ」

平成15年度より福井市が運営している「比べジ
ョーズ」は、参加自治体が38自治体（平成20年4
月1日現在）と同規模程度の自治体が連携して実
施するBMとしては、日本における最大規模の取
組みといえる。なお、筆者自身も、平成17年度よ
り、山形市の担当として同取組みに携わり、それ
以降、福井市の担当者とは頻繁に情報交換を行っ
てきた。そこで、本章では「比べジョーズ」担当
者へのアンケートや同取組みに参加した筆者自身
の経験及び前述した2事例との比較などを踏まえな
がら同システムについて考察していくことにする。

（1）比べジョーズ導入の経緯
平成13年度、福井市では第五次福井市総合計画

「21世紀を拓くふくい創造プラン」を策定し、そ
のなかで、すべての施策に数値目標の設定を行な
った（（財）東京市町村自治調査会、2006）。現在
では、多くの自治体が総合計画において数値目標
を設定しているが、当時としては非常に斬新な取
組みだったといえる。
福井市では当計画の策定に合わせて、施策進行
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管理システムや事務事業評価などを導入し、成果
目標の達成状況に関して客観的な数値データに基
づく定量的な業績測定を実施することになった。
しかし、これらの取組みを進めていく過程で、デ
ータの収集や蓄積されたデータの管理という大き
な課題を抱えるようになったのである（田口、
2005）。具体的には、経年比較の際に必要となる膨
大な数値データをいかに収集し、管理していくの
か、さらに、他都市との比較やアンケート調査か
ら得られるデータをどのようにして収集するのか
といったような問題であった。これらの問題を解
決するために、福井市では行政評価支援システム
「ジョーズ三兄弟」を開発するに至ったのである。
行政評価支援システム「ジョーズ三兄弟」とは、
①市民や職員などに対して、インターネットや庁
内LANを利用してマーケット・リサーチ（市場
調査）を簡易に実施するためのアンケート支援シ
ステム「聞きジョーズ」、②庁内LANを利用し、
数値目標や社会指標等に関する大量のデータを数
年間に渡って集中的に管理するとともに、いつで
も容易に閲覧することができるデータ管理システ
ム｢調べジョーズ｣、そして、③特例市を中心とし
た他自治体とのデータ比較を行うためのBMシス
テム「比べジョーズ」という3つのシステムであ
る。このように、福井市では行政評価を支援する
1ツールとしてBMに取り組むことになったので
ある。

（2）比べジョーズの全体概要
1）比べジョーズの基本フレーム
比べジョーズとは、前述したとおり、福井市が
運営する行政評価支援システムの1つであり、都
市間比較を行うためのデータ管理システムといえ
る。そして、その目的は施策の成果を市民にわか
りやすく示す数値目標の調査研究や他都市との指
標値比較による業績水準の相対的位置の確認、そ
して、ベスト・プラクティスの抽出及び改善改革
への活用にある（（財）東京市町村自治調査会、
2006）。
平成15年4月、比べジョーズは運営する福井市
とその呼びかけに賛同した特例市26自治体の参加
によりスタートを切ることになった。他自治体と
の連携による取組みという点では「龍ケ崎モデル」

と異なっており、また同じ複数自治体が参加する
取組みでも、自治体自身が主体的に取り組んでい
るという点でシンクタンク機関が主導している
「都市行政評価ネットワーク会議」とは異なって
いる
発足以降、比べジョーズの参加自治体は徐々に
増えていき、平成20年には38自治体が参加するま
でに至っている。当初、比べジョーズでは都市間
比較を行う対象として、17分野に135指標の設定
を行った。当時、比べジョーズの担当であった福
井市の牧田氏によれば、「大多数の自治体で調査
可能」、「長期間継続してデータをとれる」といっ
た5つのポイント13を前提に参加自治体に対する指
標登録に関する希望調査等を行い、また併せて各
自治体における数値データの把握可能性等も考慮
したうえで、最終的に135指標の設定を行うこと
になったのである。このように、比べジョーズに
おいても「龍ケ崎モデル」や「都市行政評価ネッ
トワーク会議」と同様に、比較対象となる各種指
標の選定に十分留意しながらスタートを切ったこ
とが分かる。
現在、比べジョーズで用いられている指標は
156指標となっているが、これらの指標に関する
各自治体の数値データに関しては参加自治体の職
員であればWEB上でいつでも容易に閲覧できる
状態となっている。また、それらのデータは容易
にダウンロードすることができるため、参加自治
体にとっては、行政評価等への活用など、マネジ
メント機能を向上させるための多くの有益な情報
を比べジョーズから入手することができる。その
点では、非常に便利で有効的なシステムとなって
いる。
以上のことから、「比べジョーズ」の基本フレ
ームとはITシステムを活用した指標による業績比
較を基本フレームとしたBMと捉えることができ
る。（表2参照）

2）比べジョーズ研究会
平成16年度より、比べジョーズでは指標を用い
た業績比較を行うだけではなく、「都市行政評価
ネットワーク会議」と同じように、システムの利
用促進や指標の見直し、あるいはシステムの課題
等について参加都市間による協議・検討を行うた
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めの研究会を年に1回開催している（（財）東京市
町村自治調査会、2006）。研究会を開催すること
になった経緯について牧田氏は「現在ほど行政評
価が普及していない当時の状況を考えると、ある
程度比べジョーズの利用に関する提案や周知を行
う必要があったし、逆に各自治体における利用方
法を集約し情報の共有化を行うことでより良い利
用方法を探る目的があった。」との見解を示して
いる。これらの点から、研究会は比べジョーズ自
体のベスト・プラクティスを模索するための活動
と捉えることができる。そして、この研究会の開
催により比べジョーズは単なる都市間比較のデー
タ管理を行うための枠組みを超え、参加自治体
個々の業績測定、ひいてはマネジメントに、より
一層活用できるような仕組みづくりへと進化して
いるといえる。

3）電子会議室
「比べジョーズ」では参加都市間の連携強化を
図るためにシステム内に電子会議室を設けてい

る。この電子会議室にはメーリング・リスト（以
下、「ML」という）と各種データのファイルアッ
プという2つの機能がある。MLでは電子メールを
用いて参加都市間の情報交換を常時行うことがで
きる。そのため、MLの導入により、各参加自治
体は自身が抱えるさまざまな行政課題に関して随
時情報交換を行うことができるようになった。ま
た、データのファイルアップについてはMLの情
報交換などで話題となった案件に関する各種デー
タを簡単にファイルアップすることができるた
め、データの受け渡しに関する情報交換も積極的
に行うことが可能になっている。これらの点から、
電子会議室とは昨今の厳しい財政状況等の影響に
より研究会に参加できない自治体をフォローアッ
プするために構築したシステムともなっている
（牧田氏より）。
以上のように、比べジョーズではITシステムを
活用した業績比較という基本フレームを実施する
だけではなく、研究会や電子会議室を通して参加
都市間の情報の共有化や連携強化のための取組み

「ベンチマーキングを活用した効果的な評価手法に関する考察
～自治体ベンチマークシステム比べジョーズの事例より～」

表2　「比べジョーズ」の基本フレーム 

（出所）福井市HP（「比べジョーズ」専用ページ）より抜粋（一部加工）

※名指標名をクリックで指標詳細グラフへ、自治体名をクリックでその自治体のHPが開きます。

□　産業

指標 認定農
業者数

工業事
業所数

工業従
業者数

製造品
出荷額等 事業所数

粗付加
価値額

商業
商店数

シルバー
人材
センター
登録者数

農業産出額
（農業粗生
産額）

単位

1

2

4

3

市

5

6

基準日 H17.3.31 H15.12.31 H16.12.31 H16.12.31 H16.12.31 H16.12.31 H16.6.1 H16.6.1 H17.3.31

市

市

市

市

市

人 人 人百万円 万円 万円箇所 箇所 店

13
－

147
－

370
－

464
－

66
－

95
H17.3.31

（H17.3.31
合併）

2,737
－

8,380
－

14,910
－

16,860
－

－

11,120
H15.12.31

（合併前2市
村の計）

408
－

201
－

536
－

－

－

409
H15.12.31

（合併前2市
村の計）

9,720
－

5,660
－

13,417
H15.12.31

－

－

13,729
H15.12.31

（合併前2市
村の計）

1,152
－

672
－

1,187
－

1,017
－

809
－

1,416
H17.3.31

（H17.3.31
合併）

29,397,169
－

23,454,493
－

24,950,000
H15.12.31

－

－

42,137,720
H15.12.31

（合併前2市
村の計）

－

6,659,738
－

9,611,272
H15.12.31

－

－

14,334,942
H15.12.31

（合併前2市
村の計）

－

15,037
－

14,377
－

15,236
－

12,893
－

11,767
合併前2市
村の計

－

4,101
－

4,372
－

4,225
－

3,958
－

3,860
H14.6.1

（合併前2市
村の計）
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も積極的に行っている。

（3）「比べジョーズ研究会」分科会の開催
1）分科会の全体概要
比べジョーズでは平成17年度より研究会の付属
機関として分科会を年に3、4回程度開催している。
当初、この分科会では業績指標を比較して明らか
になったさまざまな行政課題に関して、その解決
策を探り各参加自治体が活用し得る具体的な取組
みへとつなげていくことを目的としていた（（財）
東京市町村自治調査会、2006）。そこで、平成17
年度と平成18年度の2年間は特定分野を選択し、
比べジョーズに設定されている業績指標やそれに
関連する指標を活用しながら、より詳細な比較分
析を行い具体的な改善方策の企画立案などを行っ
ている。
また、平成19年度以降については、特定の政策
分野に焦点を当てた詳細な比較分析を行うわけで
はなく、比べジョーズで設定している指標の見直
しや英国のBV14における上位25%自治体をイメー
ジした仮想都市「比べジョーズ市」の総合計画策
定及び数値目標の設定など、業績指標の精度を向
上させるための活動を行っている。
このような経緯で進められてきた分科会の取組
みであるが、筆者が直接携わった平成17年度と平
成20年度の活動を中心に分科会の活動内容を考察
していくことにする。

2）特定サービスの比較分析
分科会では平成17年度に保育事業、平成18年度
に清掃事業をテーマとしてポートフォリオ分析
による都市間の比較分析を行っている。ポートフ
ォリオ分析ではサービスの質（アウトカム指標及
びアウトプット指標）とコスト（インプット指標）
に関するさまざまな指標を対比させることで、各
自治体を4つの領域に分類し（図1参照）、その結
果に応じて点数化を行っている。そして、各自治
体の点数の状況をさまざまな視点から分析するこ
とで、高い業績を挙げている自治体及びその成功
要因、つまりベスト・プラクティスの追求に取り
組んだのである。そして、そのことにより、指標
の比較だけでは見えてこないさまざまな課題を抽
出するとともに、課題解決のためのヒントを得る

ことができた。筆者自身も平成17年度に分科会に
参加し保育事業が抱えるさまざまな問題を知るこ
とができたとともに、山形市と他自治体とを比較
することにより、筆者が所属する山形市の現状や
課題に気付くことができたと感じている。なお、
平成17年度の分科会報告書（福井市作成）では、
参加自治体の担当者がそれぞれの自治体の保育事
業の現況について考察しており、筆者自身も山形
市における保育サービスの現況について表3のよう
にまとめている。このように、比べジョーズでは
平成17年度及び平成18年度の活動を通して、「龍ケ
崎市モデル」で同市が実施している都市間による
比較分析や「都市行政評価ネットワーク会議」で
作成している「各都市カルテ」のようなBMを活用
した都市間による比較分析手法を参加自治体に提
示する取組みを実践したといえるだろう。

3）業績指標の精度向上に向けた取組み
平成19年度以降の分科会であるが、それまでの
実施内容とは趣向を変え、特定分野の詳細な分析
を行うのではなく、業績指標の精度向上に向けた
新たな活動に取り組んでいる。まず、平成19年度
には比べジョーズに設定されている指標の見直し
を行い、136指標から156指標へと修正を行ってい
る。これは平成18年度の研究会にて、「当初設定
した136指標のなかには都市間比較を行ううえで
適当な指標ではない指標も含まれているのではな
いか。」、「スタートから4年を経過し、抜本的な指
標の見直しを行う時期にきているのではないか。」
といったような意見が出されたことに対応したも
のである。
また、平成20年度は「仮想都市“比べジョーズ
市”における総合計画の策定」というテーマで分
科会を開催している。この取組みでは参加自治体
の基準となるような政策体系を設定し、それぞれ
の施策ごとに成果を測定するための尺度である成
果指標の設定を行った。そして、指標ごとに比べ
ジョーズ参加自治体の上位25%の位置にある自治
体の数値を目標値として掲げることで、比べジョ
ーズ市の数値目標が比べジョーズ参加全自治体の
業績目標水準として活用されることを目指してい
る。この取組みは英国のBVにおける上位25%自
治体の業績水準を目指した取組みをイメージした

後藤　好邦
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図1　比べジョーズにおけるポートフォリオ分析の考え方 

（出所）『「自治体ベンチマークシステム比べジョーズ研究会」分科会報告書（平成17年度）』より抜粋

山形市では、「一般会計に占める保育事業費の割合」が、事業費ベース、一般財源ベース双方とも、他自治体に比べて著し

く低い。（事業費ベース：平均＝5.22・山形市＝3.10、一般財源ベース：平均＝3.19・山形市＝1.50）このことは、人件費と結

びついている「市立保育園における全職員に対する正規職員の割合の低さ」（平均＝63.3%・山形市＝39.2%）にも現れている。

一方で、「国基準保育料に対する市の保育料の軽減割合」（平均＝48.3%・山形市＝32.0%）や「受益者負担率」（平均＝

20.9%・山形市＝22.0%）からも分かるように保護者への負担は、他の参加自治体と比較して若干高い傾向が見受けられる。

以上のことから、コスト的に分析すると、歳出（事業費ベース・一般財源ベース）、特に一般財源を抑えて、保護者に対して

多少の受益者負担を強いているような状況である。（但し、全国的に見れば、受益者負担の割合が高いと言うわけではない。）

他方、サービス的な視点で分析を行うと、まず量的（アウトプット）指標については、一部の特別保育（一時・夜間・病

後時保育）の実施率や完全給食実施率、子育て相談窓口開設率など、多くの項目が、平均値より低い状況である。また、質

的（アウトカム）指標については、本市の大きな課題である「待機児童数」（264人で18自治体の中で最も多い数字）が大き

く影響し、「保育所　定数充足率（市立+市立以外）」（平均:109.2%・山形市：116.7%)、｢入所児童数に対する待機児童数の割

合」（平均：2.1%・山形市：10.0%）ともに、平均値を大幅に上回るマイナスの要素が現れている。

これらの要素を踏まえて、本市の保育サービスについて総体的に分析すると、行政的な立場から見れば「低コスト低サー

ビス」、市民的な立場から見れば「高負担低サービス」と言う状況である。そのため、「問題児エリア（－1点）」や「負け犬

エリア（－2点）」に分布する項目が多くなっており、その結果が－11点と言う点数的に見れば下から5番目と言う状況となっ

ている。よって、今後、厳しい財政状況の中、従前並みの低コストを維持しながら、病後時保育などの特別保育の実施率や

子育て相談窓口開設率の向上、待機児童数の解消など、市民ニーズを捉えたサービス内容の充実を図り、量的（アウトプッ

ト）及び質的（アウトカム）指標をいかに上昇させていくかが重要な課題となっている。

（出所）『「自治体ベンチマークシステム比べジョーズ研究会」分科会報告書（平成17年度』より抜粋

表3 「比べジョーズ研究会」分科会の分析による山形市の保育サービスに関する現状分析
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ものであり、この取組みについて分科会のアドバ
イザーを務めていた関西学院大学専門職大学院の
石原俊彦教授も「自治体はいずれかの自治体と直
接的に比較されることに対しては抵抗があるが、
このような仮想都市と比較するということであれ
ば、その抵抗感は多少なりとも薄まる。その点で
は比べジョーズ市の業績水準は比べジョーズ参加
自治体の目標水準として有効に機能するのではな
いだろうか。」（2008年度第2回「比べジョーズ研
究会」分科会より）との見解を示し一定の評価を
与えている。
以上のように、分科会では特定分野における詳
細な分析や仮想都市の数値目標の設定など、比べ
ジョーズをより一層進化させていくためのさまざ
まな活動が行われている。

（4）比べジョーズの効果及び課題
1）比べジョーズの効果
比べジョーズは平成24年度で10年目を迎えてい
るが、この間各参加自治体に対してさまざまな効
果をもたらしてきた。それは同システムが自治体
で実施しているサービス分野を幅広くカバーする
とともに、ある程度比較可能性を追求した業績指
標の設定を行なってきたことに起因している。こ
の点を踏まえながら、比べジョーズの効果につい
て以下のとおり考察していくことにする。
第1の効果としては、他自治体との比較による
適正な自己水準の把握が可能になった点が挙げら
れる。比べジョーズに設定されている業績指標を
用いて都市間比較を行うことにより、参加自治体
は自己のどの分野（施策）の水準が高く、どの分
野が低いかを把握することができるようになっ
た。つまり、同システムを利用することにより、
参加自治体は政策分野における自己の業績水準を
正しく把握することが可能になったということで
ある。そして、これらのデータは参加自治体にと
って、今後、どこに力を入れていくことが望まし
いかを検討する際の有益な材料となり、その点で
は同システムが施策の重点化や優先順位付け、あ
るいは資源の効果的配分へと連動することが可能
であることを証明している（（財）東京市町村自
治調査会、2006）。
第2の効果としては、市民に対するアカウンタ

ビリティの向上を図ることができるようになった
という点が挙げられる。参加自治体は同システム
を活用することにより、他都市と比較した業績水
準の情報を住民に対して提供することができる。
そして、住民の立場から考えると、前述したように、
同様の事務を行っている他自治体との比較分析に関
する情報提供を受けることで、現在享受しているサ
ービスの優劣が判断できるようになると考えられる
（（財）東京市町村自治調査会、2006）。このことか
ら、各参加自治体が比べジョーズを有効活用する
ことで、住民へのアカウンタビリティの質を向上
させることができるのではないだろうか15。
第3の効果としては、都市間の連携強化による
業績向上に向けた取組みの推進が挙げられる。
「比べジョーズ」には、前述したとおり、研究会
や分科会、電子会議室など、情報交換を行うため
のさまざまなツールが用意されている。そのため、
参加自治体はこれらのツールを活用することで、
比べジョーズの基本フレームである業績指標の比
較から明らかになった多くの課題や自分たちが抱
える行政課題に関する具体的な解決策を他自治体
との情報交換により明らかにしていくことができ
るようになったのである。

2）比べジョーズの課題
参加自治体に対してさまざまな効果を提供して
いる「比べジョーズ」であるが、一方でいくつか
の課題もある。そして、それらは行政評価に関す
る制度設計が自治体によって異なっており、それ
らの自治体が全国的規模で数多く参加している、
という2点によるところが大きいと考えられる。
その具体的内容については以下のとおりである。
第1の課題としては、業績指標の標準化に対す
る課題が挙げられる。比べジョーズでは英国の
BVのように全国共通の指標を用いてBMを実施し
ているわけではない。そのうえ、各都市が扱って
いる指標の定義は一定ではなく、自治体によって
算出基準や根拠が異なる場合がある。そのため統
一した基準に基づき都市間比較を行うためには、
データの算出基準や根拠の統一化を行う必要があ
り、これに伴い多大な労力を要することになる
（田口、2005）。つまり、比べジョーズにおいて、
適正に都市間比較を行おうとすれば、指標の標準

後藤　好邦
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化という煩雑な作業が継続的に伴うことになると
いうことである。なお、この課題は「龍ケ崎モデ
ル」及び「都市行政評価ネットワーク会議」にも
いえる課題であろう。
第2の課題としては、分科会のあり方に対する
課題が挙げられる。BMの目的が「ベスト・プラ
クティスに学ぶ」ということであれば（高梨、
1994）、分科会は都市間で比較を行うための業績
指標のデータ管理という比べジョーズの基本フレ
ームから「ベスト・プラクティス」を導き出すた
めの補完的な手段であると考えられる。その点で
は、分科会の質を向上させていくことが比べジョ
ーズのBMとしての質をより一層向上させていく
ことになる。しかしながら、昨今の厳しい財政状
況を反映してか、分科会には例年7、8自治体程度
が参加しているに過ぎない状況となっている。そ
のため分科会が多くの参加自治体に影響を与える
ような取組みとなっているかというと疑問を感じ
るところがある。このような状況から、今後は福
井市の牧田氏が提起するように、近隣自治体が連
携して分科会を開催するというような地域別の開
催や電子会議室を利用して分科会を開催するな
ど、多くの自治体が参加しやすい環境を整備し、
分科会がより一層活性化していくための手段を考
えていく必要があるのではないだろうか。また政
策課題が類似した自治体同士が連携し、課題とな
っている政策分野に関して、比べジョーズのデー
タを活用しながらより密度の濃い分析活動を行う
ことにより「都市行政評価ネットワーク会議」の
「各都市カルテ」のようなものを作成できる。こ
ういった活動も比べジョーズの可能性を広げる方
法の1つだと考えられる。
第3の課題としては業績データの一般公開に関
する課題が挙げられる。比べジョーズで管理して
いる各都市の業績データは参加自治体の職員であ
れば誰でも容易に閲覧可能となっている。しかし
その反面、残念ながらデータそのものを一般公開
することは認められてはいない16。そのため、参
加自治体の住民は自由に閲覧することができない
状況となっている。これは「一般公開することで、
数字だけが一人歩きしてしまい、住民に対して不
必要な誤解を招いてしまう」などの理由から一般
公開に消極的な自治体が存在していることが影響

しているためである。これらの状況から比べジョ
ーズに関する住民への情報提供の方法は、現実的
に各参加自治体に委ねられている状況となってい
る。これに対し、英国のCPAでは評価結果等に関
するさまざまな情報を住民に公開しているため、
住民はいつでも他都市と比較した自分たちのまち
の現況を知ることができた。この両取組みを比較
すると、比べジョーズが英国のBMに比べて、依
然として閉鎖的な取組みとなっていることは明ら
かである。このような状況を打開し、比べジョー
ズを各参加自治体の住民に対するアカウンタビリ
ティの向上に活用していくためには、一般公開は
不可欠な要素と考えられる。そのため、公開に対
して積極的な自治体が、公開に対して賛同してい
る自治体の協力を得たうえで、龍ケ崎市が茨城県
南7自治体のデータ開示を行っているようなスタ
イルで徐々に公開の輪を広げていく方法もあるの
ではないだろうか。

5．自治体ベンチマークシステム「比べジ
ョーズ」を活用した効果的な評価手法

前章で述べたとおり、比べジョーズには他国や
国内の先進事例などと比較するとまだまだ改善す
べき点があることは否めない。しかし、日本にお
けるBMの先駆けとして、研究会や分科会などを
通して課題解決に向けた取組みやこれまでにない
斬新な取組みを実践し、システム向上に向けた活
動を継続的に行っていることは充分評価できる。
このことから、比べジョーズが現在抱えているさ
まざまな課題を参加自治体と連携をとりながら解
決していくことで、日本におけるBMのベスト・
プラクティスになりうるのではないだろうか。そ
こで本章では、山形市における「比べジョーズ」
の活用事例を紹介したうえで、これまで実施して
きた比べジョーズの取組みを活用した効果的な評
価手法とはいかなるものか、その方法論について
3つのポイントで論じることにしたい。

（1）山形市における「比べジョーズ」の活用に
ついて

筆者が行政評価を担当していた当時、山形市で

「ベンチマーキングを活用した効果的な評価手法に関する考察
～自治体ベンチマークシステム比べジョーズの事例より～」



40

は事務事業評価と施策評価の2本立てで行政評価
を実施していた。事務事業評価の対象は内部管理
事業や庶務的事業も含めたすべての事業を対象と
しており、一方で、施策評価は総合計画で重点課
題として位置付けられていた6つの施策が対象と
なっていた。このうち山形市では主に事務事業評
価において「比べジョーズ」を活用していたので
ある。
山形市では行政評価データベースシステムとい
う電算システムを用いて評価作業を行っていた。
このうち事務事業評価では、対象、活動、効率、
そして成果という4つの指標を用いて事業分析を
行う定量的分析と評価に関する9つの設問に答え
ていく定性的分析の2本立てで評価を行っていた。
そして、この2つの分析それぞれに比べジョーズ
を活用していたのである。その具体的な活用方法
であるが、まず評価作業開始時に、「比べジョー
ズ」で設定している指標に関して、それぞれの指
標値が参加自治体のなかで、どの程度のポジショ
ンに位置しているかをあらわした一覧表を参考資
料として事業担当課にデータ配信した。そのうえ
で、これらの指標を関連事業の成果指標として設
定すると共に、全国的な水準を意識した目標値設
定を行い、定量的分析にBMの視点を取り入れる
ように指導していた17。また、定性的分析におい
ても、「国や県、他都市と比較すると実施内容は
妥当か」という設問に関して、その妥当性を「比
べジョーズ」を用いて分析するように事業担当課
に対して働きかけていた。これらの点から、定量
的及び定性的分析の両面で比べジョーズの活用を
試みたのである。ただし、実際に「比べジョーズ」
を活用した事業担当課は少なかった。このような
状況からまだまだ他都市との比較分析を重視する
意識を数多くの職員に定着させることができなか
ったと感じている。
一方で施策評価については、経営計画に掲げら
れていた重点6課題の成果指標を、そのまま当該
評価の成果指標としていたため、「比べジョーズ」
と連動することが難しかった。その理由は総合計
画と「比べジョーズ」がまったく連動していなか
ったためである。この点から総合計画など、各種
計画策定の段階から「比べジョーズ」を意識した
目標設定をすることにより、評価の視点として経

年比較と共に都市間比較の観点を取り入れること
ができ、そのことで行政評価の質をより一層高め
られると感じたところである。
以上のとおり、筆者は「比べジョーズ」を活用
した行政評価を実践するため、担当者としていろ
いろと改善策に取り組んだが、必ずしも大きな成
果を挙げることはできなかった。そこで、その経
験も踏まえながら次項以降で比べジョーズをモデ
ルケースとして、行政評価へのBMの活用に関す
る効果的な方法論について論じることにする。

（2）「数値目標」の設定に対する「比べジョーズ」
の活用
昨今、多くの自治体が政策や施策の成果を測る
尺度として、総合計画や事業計画に成果指標を設
定し数値目標を掲げている。しかし、第2章で述
べたように、英国のような全国平均や他自治体の
数値を併記している自治体は決して多いとはいえ
ない。むしろ、ほとんどないと言っても言い過ぎ
ではないと思われる。そのため、各自治体で掲げ
ている数値目標は必ずしも妥当性のあるものとは
いえないであろう。そして、数値目標が妥当性の
低いものであれば、その数値目標に基づき実施す
る業績測定、つまり行政評価も必然的に妥当性の
低いものとなってしまう。このような状況を解決
する方法としてBMの活用が考えられるが、その
具体的な方法を平成20年度の比べジョーズ分科会
の取組みから考えてみたい。
平成20年度、比べジョーズ分科会では各参加自
治体が自らの業績と比較するための目安となるよ
うな基準を示そうと考え、仮想都市「比べジョー
ズ市」の策定に取り組むことになった。これは分
科会に参加した各自治体の総合計画や担当者間に
よる協議を基に、比べジョーズ参加自治体が自ら
の総合計画と比較できるような政策体系を作成す
るものであった。この「比べジョーズ市」の総合
計画には施策ごとに成果指標及びその目標値が設
定されている。この数値目標については、英国の
BVを参考に、比べジョーズ参加自治体の上位
25%の位置にある自治体の業績値を設定した。こ
れは全参加自治体がこの水準を目指して活動して
いくことにより、全体的な業績水準の底上げにつ
ながるのではないか、という考えに基づくもので

後藤　好邦
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あった。
もし各参加自治体がこの仮想比べジョーズ市で
設定された成果指標を共通の指標として総合計画
等に掲げ、比べジョーズ市の目標値をそれぞれの
自治体が掲げる数値目標もしくは目標値設定にお
ける参考値として活用することになれば、業績測
定を行うための根拠となる数値目標の妥当性は格
段に向上するのではないだろうか。なお、このこ
とは筆者がイメージする表4のような総合計画の
モデルケースをみても明らかである。

（3）「業績測定」に対する「比べジョーズ」の活用
行政評価にてBMを活用した業績測定の仕組み
を考えるうえで、以前筆者が訪問した英国ウォル
バーハンプトン市の業績管理システムが非常に参
考になる。同市では全国共通指標であるBVPIと
類似自治体と共に立ち上げたBMグループ18内で
設定したオリジナル指標の双方を活用しながら全
国平均や他自治体の実績値との比較分析を業績測
定のなかで行っていた。そして、その結果を施策
や事務事業の方向性を決定する根拠にするなど、
政策判断の材料として活用していたのである。そ
の仕組みについて現地で担当者から説明を受けた
際に、経年比較と併せて全国平均や類似自治体と
の比較分析を業績測定において実施することは、

その分析結果を非常に妥当性の高いものにすると
感じた。それは、経年的にみれば成果向上してい
るケースでも全国的にみれば大した伸びではない
といったケースも考えられるからである。
しかし、このような仕組みを全国共通指標がな
い日本の自治体で活用するためにはどのような制
度設計をしていけばいいのだろうか。筆者はその
答えが比べジョーズのような全国的規模で行われ
ているBMの活用だと考えている。比べジョーズ
であれば全国各地から40もの自治体が参加してお
り、その点で参加都市間の平均値はある程度全国
平均といえるものだろう。また、前述した「仮想
比べジョーズ市」の取組みなどを活用することに
より、図2のように上位25%や下位25%に位置す
る自治体の数値の動きと比較しながら自らの業績
を測定することが可能になる。
以上のように、比べジョーズを活用し他都市と
自らとの業績を比較することで、龍ケ崎モデルの
ような都市間比較による業績測定が可能になる。
これにより経年比較だけで分析すること以上に自
らの業績がどの程度のレベルなのかをより正確に
把握できるようになるだろう。現在、多くの自治
体で行政評価を導入している状況だが、評価調書
のなかに全国平均や他都市の実績値の欄を設けて
いる自治体は少ないように見受けられる。このよ
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表4　比べジョーズを活用した総合計画の成果指標

（出所）比べジョーズ市総合計画（第5章参照）などを参考に、筆者作成
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うな状況を打開し、自らの業績を的確に把握して
いくためには比べジョーズのような全国規模の
BMを活用しながら都市間の比較分析を業績測定
により一層活用していくことが行政評価の質的向
上には必要なのではないだろうか。

（4）政策決定過程に対する「比べジョーズ」の
活用

行政評価の目的の1つに施策や事務事業の見直
しなど、政策判断への活用を掲げている自治体は
多い。しかし行政評価を政策判断に活用するため
には、業績測定等において都市間比較を行い自分
たちの活動による成果の度合いを的確に把握する
と共に、BMによりベスト・プラクティス自治体
を導き出し、その自治体の成功要因を探ることが
より有効的である。そして、その効果的な方法の
1つとして、比べジョーズの活用がある。
まず、比べジョーズにより参加自治体から業績
データの集約を行い、そのすべてのデータを各参
加自治体にフィードバックする。その結果、各参
加自治体では前項で述べたような業績測定を各々
で行い自らの動きが全国的なトレンドと比べてど
のような状況なのかを確認することができる。そ
して、あくまでも数値的な面での判断とはなるが、

ベスト・プラクティス自治体を抽出することも可
能になる。そのベスト・プラクティス自治体の成
功要因を各参加自治体が探ることで行政評価をよ
り政策判断の材料として活用することができるだ
ろう。さらに、その作業を複数の自治体が連携し
て行うことができれば、より精緻に分析すること
が可能になる。そこで、そのような仕組みを比べ
ジョーズにおける分科会の活動を通して考えてみ
たい。
これまで分科会は比べジョーズの全体的な活動
として毎年1つのテーマを設定し開催していた。
しかし、このような方法ではなく、地域別に分か
れて実施した方が効率的である。なお地域ごとに
開催するメリットとしては、ある程度、気候や風
土、行財政制度等が類似している同一地域内の方
がプロジェクトを効率的に推進でき（大住、2003）、
また、多くの自治体が厳しい財政状況にあるなか
でも集まりやすく、検討会議を比較的容易に開催
することができると考えられるからである。ただ
し、前述したウォルバーハンプトン市が参加して
いるBMグループのように、同じ行政課題を抱え
る自治体がグループを結成し当該分野に関して詳
細な分析を継続的に実施していくという方法も効
果的と考えられる。いずれにしても、複数の自治

後藤　好邦

図2　比べジョーズを活用した待機児童の比較分析

※上位25％は3ヵ年とも「0人」となっている。
（出所）比べジョーズHPより作成
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体が連携しコストやより細かな指標を用いて詳細
な都市間の比較分析を行うことにより、都市行政
評価ネットワーク会議のような取り組みを自治体
主導で行うことが可能になる
以上のように、比べジョーズをさまざまな数値
データを収集するためだけのツールとして捉える
だけではなく、さらに詳細な比較分析を行うため
の場として考えることにより、今まで以上にBM
を行政評価に活用することができ、その評価結果
をさらに自治体経営へと活用できるようになるの
ではないだろうか。

6．おわりに

本論では、自治体経営の諸活動、特に行政評価
において都市間比較を重要視することの意義や有
効性について論じると共に、自治体が都市間比較
に取り組むための有効な手法としてBMを捉え、
その効果的な方法論を福井市で運営している比べ
ジョーズをモデルケースとして考察してきた。
これまで述べてきたように、行政評価のなかで
都市間比較の視点をとり入れることにより、より
一層業績測定の質を向上させることができる。そ
して、その手段としてBMは非常に効果的な手法
である。しかし、日本の自治体におけるBMの取
組みはまだまだ始まったばかりであり、欧米諸国
のように全自治体共通指標の設定や業績指標算出
マニュアルの作成、国から自治体へのインセンテ
ィブ19など、効率的に実施する制度設計が行われ
ているわけでもない。その点で多くの課題がある
ことも事実である。そのため、今後はBM自体が、
NPMの先進国である欧米諸国の取組みとの比較
分析を行いながら、日本の地方自治制度に合った
ベスト・プラクティスを抽出していく必要があ
る。そして、そのことにより、行政評価との連動
がよりスムーズに進められていくことになるので
はないだろうか。また今回モデルケースとした比
べジョーズ以外にもさまざまなBMの取組みが実
践されつつある現状を考えるとBM相互の連携
も、今後、検討していく余地がある。その点につ
いては、これ以降の研究課題として、今後、研究
を進めていきたいと考えている。
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注記

1 行政評価やPFI、指定管理者制度などが挙げられる。

2 「地方公共団体における行政評価の取組状況（平成

22年10月1日現在）」（総務省HP）より

3 筆者は平成18年と平成18年の2回にわたり英国に自

治体視察に赴いている。

4 熊倉（2011）が指摘するように「各市が独自に評価

方法を採用」という状況を考えると、BMだけでな

く、自治体の行政評価全般にわたり、中央政府の関

与が薄いと考えられる。

5 「都市間比較型ベンチマーキングに関する研究

－NPM改革による公益性の向上を目指して－」を

まとめるにあたり、349名の山形市民に山形市政に

関するアンケートを実施した。

6 英国のBVやCPA、米国のICMA（International

City/County Management Association）の業績測定プ

ログラムなどである。

7 龍ケ崎市では施策評価と事務事業評価の2本立てで

行政評価を実施している。

8 各市が、独自に評価方法を採用しているため、他の

自治体との比較・検討が難しく、いわゆるベスト・

プラクティスという行政評価の特性が生かしにくい

といった問題や業務を廃止するためだけの行政評価

イベントが独り歩きし、持続的に実施すべき業務の

効果・効率的な施策改善には役立っていない（熊倉、

2008）といった課題など。

9 発足当初は12の施策から始めてたが、徐々に範囲を

広げていった。

10 新潟県十日市市など。

11 熊倉氏へのアンケート調査（2008年実施）より。

12 熊倉氏へのアンケート調査（2008年実施）より。
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13 ①大多数の自治体が調査可能で、採用を希望した指

標②各都市の状況を見るうえで、基本となる指標③

市民に分かりやすい指標（市民にとって身近なもの、

全体の数値を単位あたりの数値に加工し、比較しや

すくしたもの）④長期間継続してデータの取れる指

標⑤各政策分野の状況を把握できる指標

14 BVではすべての自治体に対して3年以内に上位25%

の自治体の水準まで公共サービスの質を向上させる

ことを求めていた。

15 ただし、実際に活用している自治体は前橋市など、

一部の自治体に限られている。

16 他自治体の数値に関して、どの自治体の数値か特定

できないように各自治体が比べジョーズのデータを

加工することは認められている。

17 強制ではなく、活用するかどうかは各事業担当課に

任されていた。

18 類似自治体によるBMグループはファミリーグルー

プといわれている。

19 英国ではCPAで優秀な評価を受けた自治体などに、

権限委譲や財源移譲のインセンティブを与えていた。
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「ベンチマーキングを活用した効果的な評価手法に関する考察
～自治体ベンチマークシステム比べジョーズの事例より～」

Consideration on the effective evaluation technique utilizing the
benchmarking- from the example of  “Kurabe Jozu”,

a benchmarking system for autonomous bodies.

Yoshikuni Goto

Yamagata City, Urban Development Promotion Section Urban Policy Section 
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Abstract

Recently, local governments are required to deal with various social problems in the severe financial
environment. A number of local autonomies have introduced the administration evaluation system in order to
achieve an effective and efficient management of the autonomies. However, we have not seen as significant
achievements as we had expected. Among the various factors which has been presented to explain the reason, I
focused the matters of intercity comparison.
In this thesis, I will firstly marshal the status quo of the administration evaluation systems in Japan, as well of

the intercity comparison. I will then discuss the effective methodology of benchmarking through‘Kurabe Jozu’, a
benchmarking system for the autonomous bodies which is operated by Fukui City. 
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1．はじめに

盛岡市において2001年度に導入された行政評価
は、施策の優先度や予算の重点配分の決定、総合
計画の進行管理など、マネジメントツールの中核
をなしている。これは、いわゆる業績測定型の行
政評価に分類されるものであるが、担当職員の熱
意と創意工夫により他の地方自治体と比較し、シ
ステムとして使いこなされているものの、山谷
（2006）、山谷編著（2010）などで指摘されている
ように、評価の形骸化など大きな課題を抱えてお
り、盛岡市の行政評価は抜本的な見直しを迫られ
ている。1

また、地方自治体における行政評価と同様に、
いわゆる新公共管理の流れの中で導入された発生

主義会計の考えを用いた地方公会計も地方自治体
の現場ではその活用が進んでいないのが現状であ
る。
本稿の問題意識は、今後の地方自治体における
評価は、業績測定型の行政評価のように、すべて
の事務事業の評価を網羅的・定型的に実施するの
ではなく、施策や事務事業を展開することで、ど
のような経路で成果にたどり着くかをあらかじめ
予測し、評価に当たっては、それぞれの施策や事
務事業に合ったやり方で多面的に評価することが
求められ、それを実践しようとする中で、会計情
報、殊に新地方公会計が提供する会計情報はどの
ような貢献が可能であるかということである。
そこで本稿では、会計情報と評価の現状を踏ま
えつつ、佐藤（2011）「盛岡市における政策分析

【研究論文】

地方自治体における会計情報と評価に関する研究
－新地方公会計を活用した世代間の公平性に関する

実証的研究を中心に－

佐藤　俊治
岩手県立大学　盛岡市まちづくり研究所

sato@policy21.jp

要　約

本稿では、総務省方式改訂モデルを採用する都市自治体等の会計情報を用いた世代間の公平性に関する
分析を通して、ストックとフルコストの情報を包括的に示した会計情報が総体的・中長期的な評価におい
て有用性があり、個別的な評価において技術的な限界があることを確認した上で、評価における新地方公
会計情報の意義と可能性について言及した。
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のための定量的情報の整備と活用－市民経済計
算・産業連関表・貸借対照表からのアプロー
チ－」のうち、貸借対照表等に関する実証的研究
の中で得られた経験をもとに、評価における新地
方公会計を中心とした会計情報の有用性について
検証し、地方自治体における会計情報と評価につ
いて論考する。
具体的には、佐藤（2011）は、盛岡市における
人口減少・少子高齢社会の進行2と就業構造の変
化3に伴い、今後、盛岡市の税収は漸減するとい
う予測のもとに、「選択と集中」という考えにた
ち、限られた財源で行政サービスを安定的に、か
つ過不足なく供給していくためには、盛岡市の各
種施策について、世代間の公平性を含めた長期的
な視点で負担と効果（便益）を的確に見極めてい
くことが一層重要となるなどの問題意識のもと
に、長期的分析4として施策の長期的な効果につ
いて新地方公会計5を用いたアプローチを試みた
ものであり、この分析を掘り下げることで、地方
自治体の評価における新地方公会計情報の有用性
と限界について考察し、その意義と可能性につい
て言及するものである。

2．地方自治体における会計情報と評価の
現状

（1）評価の現状
地方自治体において、評価が導入された背景に
は、新公共管理という大きな流れがあり、新公共
管理の特徴として、規制緩和や民営化の推進によ
る小さな政府、公的部門への競争原理の導入や民
間の経営理念・手法の導入が挙げられる。6

日本の地方自治体において、1996年に三重県が
導入した事務事業評価を皮切りに2000年頃から業
績測定型の行政評価システムが急速に普及した。
行政評価が導入されはじめて10年以上が経過した
現在において、三菱総合研究所（2009）によれば、
システムの成熟ではなく、多くの地方自治体では、
評価結果が予算へ反映されず、「やらされ感」な
どの払拭に苦慮しているなどの課題が指摘されて
いる。

（2）会計情報の現状
新公共管理の流れの中で、取り組まれた1つが
地方自治体会計への発生主義会計、いわゆる企業
会計方式の導入である。これは、現金主義で把握
しきれないストックやコスト情報を会計情報とし
て体系的に把握し開示することで説明責任を果た
す、アカウンタビリティとしてのツールという側
面と、行政経営に活用する、マネジメントとして
のツールという側面を持っていた。
行政評価と同じように新公共管理の流れの中
で、自治省（現在の総務省）が1999年にバランス
シートのモデルを作成し、導入促進を図ったこと
もあり、2000年ごろに一気に全国的に導入が進ん
だ。
しかし、佐藤（2006）によれば、その手法を取
り入れたにも関わらず、地方自治体の財政状況は
改善されず、作成の手間がかかる、精度が低いと
いう批判の中で、積極的に活用されたとはいえな
い状況であった。
このような状況を受けて、2006年には総務省か
ら新モデル（基準モデル）と既存モデル（旧総務
省方式）の改訂版（総務省方式改訂モデル）が示
されている。前者は財務書類の精度向上等を目的
とし、開始貸借対照表を固定資産台帳等に基づき
作成し、ストック・フロー情報を網羅的に公正価
値で把握した上で、個々の取引情報を発生主義に
より複式記帳して作成するもので、後者は決算統
計から貸借対照表や行政コスト計算書等を作成す
るものである。7

2010年度決算の地方公会計における財務書類の
整備状況を表1でみると、都道府県の整備状況は
10割（作成中を含む。）となっており、そのうち9
割近くが総務省方式改訂モデルを採用としてい
る。また、市区町村における整備状況は、9割以
上（作成中を含む。）となっており、そのうち8割
を超える市区町村が総務省方式改訂モデルを採用
している。

佐藤　俊治
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（3）会計情報と評価
神野（2008）によれば、図1で示すとおり行政
における効率性は、2つの側面に分けることがで
きる。1つは、ヒトやモノなど資源の投入とアウ
トプットであるサービスとの間にある効率性（内
部効率性）であり、もう1つは提供されたサービ
スとニーズとの間にある効率性（外部効率性）で
ある。

行政評価において効率性を評価する際に、会計
情報は、施策や事務事業を実施するに当たり、ど
れだけのヒトとモノが投入されたかというインプ
ットの情報を提供する。
また、ハード事業においては、整備された施設
等によりサービスが提供される。この場合、アウ
トプットである施設も会計情報として扱うことが
可能であるため、外部効率性を評価する際にも必
要な情報を提供できることになる。
地域社会のニーズと合致するか、つまり成果を
把握するための情報という観点でみると、会計情
報はもっぱら、行政運営における財政的な結果

（成果）として利用されることとなる。例えば、
盛岡市の事例を挙げれば、41施策の1つである
「健全な財政運営の実現」の成果指標として、経
常収支比率、公債費比率、市税の収納率を採用し
ている。
また、福井市が中心となって実施している2008
年度の自治体ベンチマークシステム「比べジョー
ズ」8の指標のうち財務関係の指標を一覧にまと
めたものが表2である。これでみると、実際の収
支がどうであったか、また、起債をどれだけ抑え
たかのほか、市税の収納率、財政力指数など13項
目となっており、財政部門の事務事業や施策（安
定的な財政運営など）の評価のアウトカム指標と
して利用されていることが推測される。

盛岡市における行政評価の指標や比べジョーズ
における財政関係指標でみると、新地方公会計に
おける会計情報は採用されていないことが分か
る。このことは、これらの都市等に限定されるこ
とではなく、総務省自治財政局財務調査課（2012）
の財務書類の作成済み団体における活用状況調査
結果（表3）から分かるように、財務書類の活用
は、住民等や議会に対する財政状況の説明のほか、
財政状況の分析（他団体との比較・自団体の経年

地方自治体における会計情報と評価に関する研究
－新地方公会計を活用した世代間の公平性に関する実証的研究を中心に－

（ 単位 ： 団体 、 ％） 

45 ( 95 . 7%) 1 , 268 ( 72 . 8%) 18 ( 94 . 7%) 1 , 250 ( 72 . 5%) 623 ( 84 . 8%) 

3 ( 6 . 4%) 165 ( 9 . 5%) 3 ( 15 . 8%) 162 ( 9 . 4%) 82 ( 11 . 2%) 

39 ( 83 . 0%) 1 , 057 ( 60 . 7%) 15 ( 78 . 9%) 1 , 042 ( 60 . 5%) 534 ( 72 . 7%) 

1 ( 2 . 1%) 35 ( 2 . 0%) 0 (     -) 35 ( 2 . 0%) 3 ( 0 . 4%) 

2 ( 4 . 3%) 11 ( 0 . 6%) 0 (     -) 11 ( 0 . 6%) 4 ( 0 . 5%) 

2 ( 4 . 3%) 376 ( 21 . 6%) 1 ( 5 . 3%) 375 ( 21 . 8%) 104 ( 14 . 1%) 

0 (     -) 47 ( 2 7%) 0 (     -) 47 ( 2 . 7%) 14 ( 1 . 9%) 

2 ( 4 . 3%) 320 ( 18 . 4%) 1 ( 5 . 3%) 319 ( 18 . 5%) 89 ( 12 . 1%) 

0 (     -) 3 ( 0 . 2%) 0 (     -) 3 ( 0 . 2%) 1 ( 0 . 1%) 

0 (     -) 6 ( 0 . 3%) 0 (     -) 6 ( 0 . 3%) 0 (     -) 

47 ( 100%) 1 , 644 ( 94 . 4%) 19 ( 100%) 1 , 625 ( 94 . 3%) 727 ( 98 . 9%) 

0 (     -) 98 ( 5 . 6%) 0 (     -) 98 ( 5 . 7%) 8 ( 1 . 1%) 

47 ( 100%) 1 , 742 ( 100%) 19 ( 100%) 1 , 723 ( 100%) 735 ( 100%) 

そ の他の モ デ ル 

着手済（作成済＋作成中） 

未作成 

計 

基準 モ デ ル 

総務省方式改訂 モ デ ル 

旧総務省方式 

旧総務省方式 

そ の他の モ デ ル 

作成中 

作成済 

基準 モ デ ル 

総務省方式改訂 モ デ ル 

都道府県 市区町村 
３ 万人以上の市 指定都市 指定都市 を 除 く 市区町村 

※指定都市・特別区及び 

表1　2010年度決算の財務書類整備状況 

（出所）総務省自治財政局財務調査課（2012a） 

処理過程 
投入：Input 産出：Output 

公共サービス 
地域社会の 
ニーズ 

〈合致するか 
どうか〉 

〈外部効率性〉 

〈内部効率性〉 

物件費 

人件費 

図1　行政における内部効率性と外部効率性 

（出所）神野（2008）:p6

表2　比べジョーズにおける財政関係指標 

（出所）2008年度自治体ベンチマークシステム｢比べジョーズ」
　　　　指標一覧から抜粋 
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比較）が主となっており、行政評価との連携にあ
っては、都道府県においては0%、市区町村にお
いては0.9%とごく少数の活用にとどまっている
ことが指摘できる。
また、この調査における「財政状況の分析（他団
体との比較・自団体の経年比較）」といっても、住
民や議会へ説明する際に行っている中で、定型的な
報告書の数値を毎年入れ替えるだけの形式的な財政
分析が多いと考えられ、アカウンタビリティのツー
ルとしての側面が強く、マネジメントのツールとし
ての側面としては弱いのが現状である。9

3．新地方公会計を活用した世代間の公平
性に関する分析

(1) 分析方法
ここでは、新地方公会計の会計情報の有用性を
検証するため、新地方公会計における特長である、
ストック情報やフルコスト情報に着目し、盛岡市
の世代間の公平性を中心に考察する。具体的には、
多くの地方自治体が採用している総務省方式改訂
モデルで作成する都市自治体等の財務指標の比較
分析及び盛岡市の将来貸借対照表等を用いた時系
列分析を行う。
比較対象とした都市自治体等は、政令市、中核
市、特例市、県庁所在市、東北の主な市、人口が
概ね20万人以上の市のほか地域性を考慮して岩手
県内の市及び盛岡広域の町村（岩手町、葛巻町、

滝沢村、雫石町、矢巾町、紫波町）とした。
盛岡市においては2009年度ベースの連結財務書
類も作成されていたが、比較する都市自治体等の
標本数を多くするため、2008年度で普通会計ベー
スのものを利用している。
以上により収集対象とした都市自治体等は140
団体に対し、比較可能な団体は106団体10となって
いる。
集計対象である106団体間の比較のほかにも制
度的に行政サービスが近い類似団体比較として中
核市、人口規模が近い都市自治体等（人口25万人
以上35万人未満）、そして、市域面積が大きい都
市自治体等（市域面積が上位20位）に限定した比
較分析を行った。11（以下それぞれを「全市等集
計」、「中核市集計」、「人口規模集計」、「面積規模
集計」という。）

（2）主要な財務指標分析12による仮説設定
主な財務指標について盛岡市の偏差値を算出
し、これをレーダーチャートにしたものが図2で
ある。

特徴的なものをあげると、歳入額対資産比率が
55.2と高い。これは2008年度の歳入総額に対する
資産の比率で、これまで形成されたストックとし
ての資産が当該年度の歳入の何年分に相当するか
表しているものであり、他都市と比較して歳入規
模に対し資産が多いことを示している。
資産老朽化比率をみると、44.8と低い。これは土
地を除く有形固定資産の取得額と減価償却累計額

佐藤　俊治

図2　主な財務指標における盛岡市の偏差値

（出所）筆者作成

表3「作成済」団体の財務書類の活用状況 

（出所）総務省自治財政局財務調査課（2012a） 
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から算出したもので、建物等の老朽化の度合いを
表しているものである。他都市と比較して有形固
定資産の老朽化の度合いが低いことを示している。
行政コスト対公共資産比率をみると、43.6と低い。

これはどれだけの資産でどれだけの行政サービス
を提供しているか（資産が効率的に活用されてい
るか）を表しているものである。他都市と比較す
ると資産活用の効率性が低いことを示している。
受益者負担の割合をみると43.8と低い。これは
行政サービスの提供に対する受益者の負担の水準
を表しているものであり、他都市と比較して受益
者負担が低いことを示している。
以上の点を踏まえて、世代間の負担の公平性が
崩れる可能性（以下「世代間負担リスク」という。）
について、本稿では、次のとおり仮説をたて、次
項以降、類似団体との比較や決算統計資料を併せ
て分析しながら、これらについて検証していく。
①過大資産形成リスク
現時点の歳入に対し、資産形成の度合いが高く、
負担を将来世代に先送りしている可能性がある。
②資産老朽化リスク
有形固定資産の老朽化比率の低さは、施設の新
しさを示しており一見優良な数値であるかのよう
にみえるが、普通建設事業が集中的に行われてそ
れほど時間が経過していないだけで、将来の急激
な老朽化のリスクを含んでいる可能性がある。
③資産ニーズの不一致
施設の利用効率が悪く、ニーズに合わない資産
形成が多くなっている。言い換えると、ニーズが
低い資産が形成されており実質的に将来世代に負
担のみが先送りされている可能性がある。
④受益者負担の不適
受益者負担率が低く、受益者から適正な費用負
担を求めていないため、単年度の実質収支が赤字
になった場合に世代間の負担の公平性が崩れる可
能性がある。

（3）都市間比較による仮説検証
ここでは、都市間比較分析の結果13を踏まえな
がら仮説について検証していく。
①過大資産形成リスクと世代間負担リスク

盛岡市の歳入額対資産比率の高さの一因とし
て市域面積（106団体中7番目）の広さが考えられ

る。また、目的別でみると道路、区画整理等の生
活インフラ・国土保全が他都市と比較して高いこ
とが挙げられる。
しかしながら、図3から分かるように盛岡市は
住民1人当たりの資産と負債のバランスは大きく
崩れておらず、ここでは将来世代への過大な負担
の先送りは確認できなかった。

②資産老朽化リスクと世代間負担リスク
資産老朽化比率は低いものの、図4-1、2から分
かるように1人当たりの有形固定資産（土地を除
く。）が高く、生活インフラ・国土保全等の将来
の老朽化リスクは否定できない。ただ、それが直

地方自治体における会計情報と評価に関する研究
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図3　住民1人当たり資産及び負債（全市等集計） 

（出所）筆者作成
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接的に将来世代の負担の公平性を崩すとは考えづ
らく、これについては時系列比較を行った上で再
検証する。
③資産ニーズの不一致と世代間負担リスク
都市間比較分析では、特徴的な傾向を見出すこ
とはできなかった。資産と行政コストにはある程
度の相関関係は認められるものの、その比率だけ
で資産の活用度を判断するのは難しいと考える。
具体的には、行政コストが低いことで比率が低
くなった場合、施設の遊休化によるものなのか、
経営努力によるコスト削減なのかの判断が困難で
ある。つまり、内部効率と外部効率の両者を考察
する必要があるが、施設のアウトカムの測定につ
いては本稿の対象とせず、施設別の財務書類の作
成や決算統計による分析が現時点で難しいと判断
し、これ以上の検証を断念する。
④受益者負担の不適と世代間負担リスク
図5-1、2から分かるように生活インフラ・国土保
全の受益者負担率の低さが指摘できる。これは道
路や区画整理の構成比が高く、これの減価償却費
に起因するものである。前者の場合、技術的に使
用料を徴収することが困難であり、後者について
は減価償却期間とその負担金の徴収時期の不一致
が受益者負担率の低さの要因であると考えられる。
また、図6-1、2から分かるように人口規模集計
において、社会保障費、他会計への支出である移
転的支出にかかるコストの構成費が高いことが指
摘できる。
ただし、社会保障費については他都市と比較し
て低い水準にあったので、ここでは他会計への繰

出金について考察する。また、これについては貸
借対照表から掘り下げるには限界があるため、決
算統計を利用して考察することとした。
行政コスト計算書における当該項目に該当する
項目は、他会計への支出である繰出金と補助金の
一部で構成されている。まず、他会計への支出を
2008年度決算統計でみると、繰出額の大きいのは
下水道会計への繰り出しと民生費への繰り出しで
あった。民生費関係については、時系列比較で再
検証することとし、ここでは下水道特別会計への
繰り出しについて考察する。

一般会計から下水道会計への繰出金の推移につ
いて、図7でみると、1986年度以降増加傾向であ
ったが、2006年度に大きく落ち込んでいるが、こ
れは繰出金規制の改正によるものである。直近で
ある2008年度でも35億円近い繰出金が支出されて
おり、下水道特別会計の一般会計から繰出の大き
さの原因について担当課から聞き取りしたとこ
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図4-2　目的別住民1人当たりの有形固定資産
　　　（面積規模集計） 

（出所）筆者作成

図5-1　目的別受益者負担率（全市等集計） 

（出所）筆者作成

図5-2　目的別受益者負担率（中核市集計） 

（出所）筆者作成
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ろ、盛岡市の場合、昭和28年に菜園排水区の事業
着手を始まりとし、下水道整備を推進してきた経
緯があり、市街化区域に隣接した市街化調整区域
にも下水道を整備している。きめ細かい下水道整
備は、公衆衛生の向上、水質の保全、浸水対策に

寄与する一方で、人口が少ない地域での効率性が
低下していることが1つの要因として考えられる
とのことだった。ただし、繰出金の大部分が雨水
処理などの基準内繰出であるため、ある程度の正
当性が確保されており、繰出金自体が否定される
ものではない。
いずれにしろ下水道特別会計では厳しい財政運
営が続いており、盛岡市では、これに対応するた
め、上水道との組織統合や使用料金の値上げなど
が実施されている。当時はこれらが実施された以
降の決算統計が公表されていないため、まだこの
成果を測ることはできないが受益者負担率にどの
ような影響があるか今後の調査研究に期待したい。
そのほかでみると、環境衛生の受益者負担率が
低い水準にあった。環境衛生に関係するものとし
ては、2010年度の盛岡市の包括外部監査で取り上
げられた家庭ごみ収集の有料化が１つの要因と推
測される。そこで、環境衛生の受益者負担率と家
庭ごみの収集単価の相関係数とみたところ、
0.5010とある程度の相関関係がみられた。盛岡市
では家庭ごみ収集の有料化を実施していないこと
がその低さに影響を与えたとも考えられるが、家
庭ごみ収集の有料化を実施しないことの妥当性に
ついて包括外部監査で肯定的な判断がなされたと
ころでもあるので、ここでは受益と負担に相関性
があったことを指摘するにとどめる。
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図6-1　性質別行政コストの構成比（全市集計） 

（出所）筆者作成

図6-2　性質別行政コストの構成比
　　　（人口規模集計） 

（出所）筆者作成

図7　一般会計から下水道特別会計への繰出金の
　　  推移 

（注）合併時より前のデータには、旧玉山村（2008年）、
　　旧都南村（1992年）分のデータは含まず。

（出所）筆者作成
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（4）時系列比較による仮説検証
前項では都市間比較分析を行ったが、ここから
は当時作成されていた最新の財務書類である2009
年度を基準として2000年度及び2020年度14の貸借
対照表及び行政コスト計算書を作成し、時系列の
変化を考察する。
過去及び将来の財務書類を作成するといっても
財務監査を受けるのではなく、政策形成に必要な
精度で作成することで、今後の作成の継続性を高
めることができると考え、今回は総務省方式改訂
モデルに準拠しながら簡易的な方法15を用いて貸
借対照表及び行政コスト計算書を作成した。
時系列変化の大きさに着目すると、資産合計が
2000年度末の5,028億円から2009年度末は5,025億
円とほぼ横ばいで推移したものの、2020年度末に
は2009年度末を100.0とした場合、89.7となる
4,505億円まで減少している。これの内訳をみる
と構成が90%以上を占める有形固定資産で特徴的
な動きがみられる。減価償却の対象外である土地
は毎年度の用地費の増加により増加傾向にあるの
に対し、道路・建物等については2009年度末の
3,263億円を100.0とした場合、2000年度末には
3,460億円と106.0だったものが、2020年度末には
2,476億円と75.9まで減少している。
負債でみると、構成比が大きい地方債が2000年
度末の1,385億円から減少しており、2009年度末
では1,196億円、2020年度末では1,105億円となっ
ている。純資産でみると、2000年度の3,338億円
から2009年度末は3,503億円と増加したが、2020
年度には3,096億円と減少している。後に詳しく
述べるが、資産の償却期間25～50年に比較して多
くの地方債の償還期間15～30年と減価償却期間よ
り短く、2020年度以前に地方債の償還ピークを迎
えたため、減価償却による資産の減少が直接的に
純資産の減少につながっていることが要因である
と考えられる。
これらを住民1人当たりに置き換えると2000年
度以降人口は減少傾向にあるため、住民1人当た
りの資産は増加傾向にあり、同様の傾向で将来世
代の負担である負債や現役世代の負担である純資
産も増加する傾向にある。
次に行政コスト計算書でみると、経常行政コス
トでは、2009年度の909億円を100.0とした場合、

2020年度では、999億円の110.0と増加傾向にある。
内訳でみると、人にかかるコストが減少傾向にあ
る一方で、その以外のコストは増加傾向にある。
殊に社会保障（扶助費）や他会計に対する支出が
多くを占める移転的支出にかかるコストが2009年
度の446億円を100.0とした場合、2020年度では
533億円の119.5と大きく増加している。使用料や
負担金などの経常収益も減少傾向となっているた
め、純経常行政コストも増加傾向となっている。
また、住民1人当たりの行政コスト計算書も人
口減少の影響を受けて、その増加傾向は強いもの
となっている。
①資産老朽化リスクと世代間負担リスク
都市間比較分析では、資産形成においては、現
役世代から将来世代への負担の先送りはみられな
かった。その要因として、道路・建物等の減価償
却期間が30～50年であるのに対し、地方債の償還
期間が資産の減価償却期間より短い15～30年とな
っているためである。世代間負担の公平化のため
の地方債であるが、その償還期間が道路・建物等
の減価償却期間より大幅に短いことで、将来発生
するであろう便益の分も現役世代が負担している
ことを意味する。本来であれば、便益と負担が一
致していることが望ましいため、極端な表現をす
れば、利子の支払いを含めて、資産の償却期間と
地方債の償還期間を同じ設定にすればよいことに
なるが、こうすることで利子負担が大きく、つま
り投資・財務的収支が悪化することになり、ここ
に負担の公平化のジレンマが発生する。このほか
にも資金を供給する側の都合も考慮すると、地方
債の償還期間を現在より長くすることは現実的で
はないと考える。これらの観点からいえば、将来
世代よりも現役世代の負担が重くならざるを得な
いといえる。
しかしながら、別の視点でみると1つの課題が
浮上する。有形固定資産のうち土地を除く建物等
の老朽化を示したものが図8である。これは各年
度における普通建設事業費をもとに、2009年度末
時点における残存価格と減価償却累計額を目的別
に積み上げたものである。また、減価償却累計額
の合計を折れ線グラフで示しており、2009年度末
のものが実線、2020年度末のものが点線である。
ちなみに棒グラフにおいて、折れ線グラフより上
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にある部分がそれぞれの年度末における目的別の
建物等の簿価の合計額となる。
1992年度から1998年度までの建物等の老朽化の
進行がはっきりと分かる。普通建設事業費が1996
年度に約380億円とピークを迎えて以降、大きく
減少しており、直近では増減はあるもののピーク
時から比較して約4分の1の100億円前後で推移し
ており、財政見通しもその傾向をベースにしてい
る。2020年度末時点で建物等が大きく減少する予
測となったのもこのためである。
このことが分かっていたとしても、今後一層、
人口減少・少子高齢化が進行するであろう社会に
おいて、税収の増加は期待できず、また増加が予
想される扶助費を考慮すると同量の社会インフラ
を整備するための財政見通しを作成することはで
きないであろう。構成比の多くを占める道路、区
画整理、小中学校、社会教育施設などは10年後に

はさらに老朽化が進むことが予想される。まさに
1995年前後に集中的な公共投資で整備された道
路・建物等の社会資本がその役目を終えようとす
る前に何らかの手を打つ必要がある。実際のとこ
ろ道路や区画整理の老朽化が将来の更新コストや
資産形成にどれだけの影響を及ぼすかは不透明で
ある。道路や区画整理については、今まで整備し
てきたものを大規模改修したり、作り直すという
よりは新しい道路や区画整理事業をどう進めるか
が大きな論点となる。その一方で施設の場合、そ
の施設が将来に向けて必要であるという前提にお
いて、大規模改修や建て替えが必要となる。
このような状況にも関わらず、盛岡市の総合計
画でみても、教育施設や福祉施設の新規整備事業
などのハード整備事業が中心であるほか、旧都南
村や旧玉山村との合併時16に策定されている新市
建設計画における新規施設の整備が求められてい
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図8　目的別有形固定資産の簿価（減価償却対象分のみ）と減価償却累計額

（注）棒グラフは2009年度末時点の簿価と減価償却累計額であり、それぞれを合計したものが各年度における普通建設事業費
 　　 （減価償却対象分のみ）となる。
（出所）筆者作成
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る。2012年度から財政部に資産管理活用事務局を
設置し、佐藤（2009）、佐藤（2010）、佐藤（2011）
を踏まえた盛岡市まちづくり研究所の研究報告で
ある上森（2012）の提言である、施設を中心とし
たアセットマネジメントに着手している。ただ、
施設の長寿命化、既存施設の有効活用による複合
化などについて全庁的な取り組みが始まったばか
りであり、組織全体に強い危機感が浸透している
状況とはなっていない。
②受益者負担の不適と世代間負担リスク
住民1人当たりの有形固定資産でみた場合、区
画整理や道路の構成比が高いことが分かる。区画
整理については、その負担が、減価償却期間に合
わせた収入としてとらえる仕組みとなっていない
可能性が高く、また、道路、少なくとも市が整備
する道路については、行政コスト計算書で把握す
る収入の対象になるものはほとんどない。そのた
め、生活インフラ・国土保全の構成比の高い盛岡
市の場合、他都市等と比較すると、これらのこと

が受益者負担率が低くなる要因の1つとして考え
られる。
一方で、先の都市間比較の受益者負担の仮説検
証で社会保障（民生費）にかかる金額が大きいこ
とに触れた。これは、介護保険や国民健康保険な
どに対する繰出金であり、他都市と比較して低い
水準にあったため議論から除外したが、今後増加
が予想される扶助費について軽視することはでき
ないため、ここで、扶助費の推移について考察し
ておく。なお、新地方公会計では、福祉分野の情
報を細分化できなため、決算統計における推移に
ついて考察する。
扶助費、繰出金（社会福祉費及び老人福祉費）
の推移を図9でみると、少子高齢社会や長引く景
気低迷により増え続ける生活保護への対応のた
め、直近のその増加傾向は著しいものがある。こ
れらの費用は盛岡市だけが負担するものではな
く、国や県も負担している。扶助費に関する盛岡
市の負担について折れ線グラフで示したが、数字
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図9　扶助費、繰出金（社会福祉費、老人福祉費）の推移 

（注）合併時より前のデータには、旧玉山村（2008年）、旧都南村（1992年）分のデータは含まず。
（出所）筆者作成
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上でみると扶助費の増加率以上に増加しており、
盛岡市としても重点的な施策として展開している
分野であることが分かる。
総務省方式改訂モデルにおける行政コスト計算
書では、収入は使用料などに限定されており、市
道など負担を使用料として徴収されていないも
の、区画整理事業のように償却期間と負担金の支
払い時期が異なる場合があるほか、応能負担の考
え方から、低所得者に対する医療費助成や少子化
対策など、そもそも受益者負担が馴染まない分野、
企業誘致などの産業振興などの戦略的な施策もあ
るため、事業の必要性の説明責任を果たすことで、
受益者負担率の低さは正当化できる。そのため、
受益者負担については、負担率の低さの改善とい
う観点だけでなく、低いことの正当性も含めて、
議論する必要がある。

（5）世代間の公平性に関する分析のまとめ
盛岡市における新地方公会計を活用した世代間
の公平性に関する分析を試みた。都市間比較では、
政令市、中核市、県庁所在市、県内市町村等の都
市自治体等との比較を通じて、盛岡市の資産形成
や行政コストの特徴を明らかにすることができた。
その一方で、地方債という公平性を確保するため
の制度がその建物等の減価償却期間よりかなり短
い期間で償還されることで将来世代よりも現役世
代の負担が大きい可能性を指摘した。実際のとこ
ろ多くの地方債の償還期間が15年程度というので
あれば、子どもや孫というより自らの利用、つま
り世代内での負担という性格が強いといえる。
整備された社会資本は、早い段階で地方債が償
還されるため、地方債が償還されたあとも一定期
間の間は便益を享受できる。こういった意味にお
いては、関西学院大学の石原俊彦氏の言葉を借り
れば「過去から将来へのプレゼント」17といえる
社会資本が存在することになるが、その社会資本
は未来永劫にわたり利用できるものではない。そ
の社会資本が役目を終えるときに、それと同等の
ものを整備するために地方債を発行するだけの能
力があるかと問われれば、将来の人口構成を考慮
すると、難しいといわざるを得ない。
その一方で、一度整備された社会資本が提供す
る行政サービスは当たり前のものになっており、

道路や上下水道のように人口が比較的少ない地域
まで整備した社会資本を老朽化と財源不足を理由
に廃止することは実質的に難しいであろう。近い
将来訪れるであろう社会資本の高齢化に備え、社
会資本の構成について議論する必要があり、現役
世代から将来世代へ金銭的な負担の先送りはなか
ったものの、別の意味での大きな課題は残されて
いる。
これと併せて大きな課題は、社会資本のコスト
を負担しつつ、現役世代に負担の大きい社会保障
（扶助費）が増えるということである。現役世代
は2つの負担を同時に受けなくてはいけないこと
を意味しており、人口が増え、経済が成長し、年
功序列の日本型雇用が約束されていた時代であれ
ばそれは可能であったかもしれない。人口減少・
少子高齢化が進む中で、現在の雇用が安定しない
状態の20～30歳代が、不安定な職のまま社会の負
担の中核を担う年齢を迎えたらどうなるであろう
か。また、現在の晩婚化がこのまま続くと、今の
子どもの世代では子育ての期間と親の介護の期間
が重複し始めることが予想され、少子化が進む要
因と成り得ることも考えられる。本稿の趣旨から
外れるため、深くは議論しないが、これからの現
役世代が、今後社会的なコストを負担できるだけ
の所得を得ることができるような社会システムを
いかに作るかということも併せて議論する必要性
があろう。

4．評価における新地方公会計情報の有用
性と限界

（1）世代間の公平性に関する分析
ここでは、評価における新地方公会計情報の有
用性と限界について考察するに当たり、世代間の
公平性に関する分析について、公共投資の評価、
財政政策の評価、社会保障政策の評価の３つの観
点で整理する。
①公共投資としての評価
公共投資としての観点からみると、新地方公会
計では、公共投資の結果として形成された資産か
ら減価償却費を差し引いた一定時点におけるスト
ック状況を把握することで、現在の施設など資産
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の老朽化の程度を把握するだけでなく、将来予測
も考察可能であり、迫り来る社会資本の高齢化の
問題を浮き彫りにすることができた。この起点に
なったのは、資産老朽化率であり、まさに発生主
義会計における減価償却という考えが機能したと
いえる。
②財政政策としての評価
財政政策としての観点でみると、公共投資など
の政策が地域経済にどれだけのインパクトを与え
たかを把握する必要がある。佐藤（2011）では、
盛岡市産業連関表を作成し、新規事業の事前評価
において、経済波及効果分析を実施したが、実際
のところ市町村レベルで地域経済への影響を計測
しようする場合、経済統計の未整備などの理由に
より、他地域への波及のもれや外部要因の影響の
計測など、その評価は非常に難しい。
③社会保障政策としての評価
社会保障政策という観点からみると、給付サー
ビスを主とする移転的なコストが大部分を占めて
おり、本稿では目的別支出を把握するために決算
統計により考察を行った。社会保障政策を単独で
評価する場合に限っていえば、現行の現金主義ベ
ースの会計情報から得られる情報に比較して、新
地方公会計が有用性を主張するための根拠となる
データを得ることはできなかった。

（2）新地方公会計情報の有用性と限界
これまでの議論を踏まえて、評価における新地
方公会計情報の有用性と限界について考察する。
前項までの考察により、新地方公会計情報から
公共投資により整備された社会資本について、将
来予測までを含めて定量的に示すことで、今後の
社会資本整備の在り方について問題提起できたこ
とが１つの成果であった。また、分析全体を通し
てみると、新地方公会計では、ストックやフルコ
ストの情報を包括的でコンパクトに示すことがで
きるため、資産形成を伴う事業とそれ以外の事業
を比較することが可能であり、総体的・中長期的
な政策の評価において、一定程度の有用性がある
といえる。
このように全体から俯瞰する形で評価を行った
ことで、一定程度の成果を得ることができたが、
現在、多くの地方自治体が採用している総務省方

式改訂モデルは、現金主義から擬似的に作成され
た形だけの発生主義会計にすぎない。そのため、
評価に必要な情報を抜き出す際には、結局のとこ
ろ既存の決算統計や事業ごとの決算情報に頼らざ
るを得ないことを分析やデータを加工する過程を
通して確認することができた。
そのため、全体から俯瞰する形で評価する場合
で、ストックやフルコストの情報を提供するとい
う意味では有用性が認められるが、施策や事業な
ど特定した分野の評価を行う場合に限界が生ずる。
これは、総務省方式改訂モデルが抱える技術的な
限界であり、地方自治体の行政評価と新地方公会
計の親和性の低さの原因であると考えられる。

5．評価における新地方公会計情報の意義
と可能性

既存の決算統計などにおいて、必要な会計情報
をセグメントごとなどに切りぬくことは可能であ
っても、発生主義会計の要素を持たないため、ス
トックやフルコストの情報としての会計情報の提
供は難しいため、評価にとって十分な情報を提供
できていないというのが現状である。そのため、
現金主義では把握できないコストを把握すること
ができる新地方公会計は、見えないコストを可視
化し、財政活動を包括的に示すことができるため、
現金主義に基づいた決算が持つ重大な欠陥を補う
ものであり、この点において大いに意義があると
いえる。
現行制度が財政民主主義に基づく予算による事
前統制、また、予算を現金主義、単年度主義とす
る立場において、予算に対する評価として、決算
という側面においては予算に対応したものの方が
より重要となる。そのため、新地方公会計の財務
書類は、決算という側面においては、補完的なも
のにならざるを得ない。そのため、新地方公会計
における財務書類は主に財政担当課において作成
され、また、活用が検討されている状況下ではそ
の意義を失ってしまう可能性がある。
包括的な情報という特長を活かすのであれば、
地方自治体では、総合計画のような総花的な政策
を立案する企画部門の方が、新地方公会計情報の

佐藤　俊治



59

有用性が高いと考えられる。具体的には、総合計
画の評価のほか、小林（2008）が提案するアニュ
アルリポートを作成し、財政活動を多面的に評価
することで、新地方公会計情報の可能性に広がり
を持たせることができると考える。
包括的である一方、総務省方式改訂モデルでは、
決算統計から組み替えにより財務書類を作成する
ため、地方自治体の予算区分でいうところの大分
類である「款」に相当する分類ベースでしか作成
されていない。そのため、事務事業はもとより、
総合計画の体系における施策レベルにおいても、
評価に活用することは難しい状況である。
地方自治体において、今後、それぞれの施策や
事務事業ごとにあった評価を実施するのであれ
ば、内部効率性、外部効率性の評価において、ス
トックやフルコストの会計情報は有用性が高く、
新地方公会計はその要求に答える必要がある。そ
のためには、決算統計から組み替える総務省方式
改訂モデルではなく、複式簿記を導入し、随時、
施策や事務事業ごとにストックやフルコスト情報
を把握する仕組みが必要となる。これが可能にな
れば、企業会計でいうところのセグメント会計な
どのような管理会計的なアプローチが可能にな
り、新地方公会計情報の有用性が高まると考えら
れる。
また、財政活動以外の評価において、内部効率
性と外部効率性が存在し、地方自治体にとって会
計情報、これが現金主義であっても発生主義であ
っても、アウトカムの情報ではなく、インプット、
またはアウトプットの情報として利用されること
になる。会計情報だけで、内部効率性を評価する
ことができても、外部効率を評価するためには、
公共サービスのニーズ、つまりサービス提供によ
ってもたらされる便益（アウトカム）については、
別に把握する必要があることを忘れてはならない。

6．結びにかえて

世代間の公平性の分析に当たっては、幸いにも
当市の財政担当者が新地方公会計に理解があり、
筆者が抱える疑問を財務書類や過去の決算統計か
ら時間をかけて読み解く大変な作業を共有してく

れたが、通常であれば、財政担当者は予算査定の
ほか、決算統計や起債計画の作成などに追われ、
満足に会計情報を分析する時間がないというが現
状である。また、現行制度においては、予算と対
比するための決算に係る議会の承認というものが
一義的なものであるため、財政担当課のみならず、
事業担当課においても、新地方公会計の活用に対
しては積極的に取り組むためのインセンティブが
働きづらい環境にある。
このような中で技術的な部分であるが、会計基
準の統一化と作成負担の軽減が待ち望まれてい
る。この２つが解決されることで、その利用も活
性化されることが期待される。このことについて
は、現在、総務省が設置する『今後の新地方公会
計の推進に関する研究会』において議論されてお
り、総務省自治財政局財務調査課（2012b）を見
る限りでは議論も大詰めを迎えており、一定の方
針が示されることを期待したいところである。
評価に利用できる会計情報だけでなく、市民に
とって分かりやすい会計情報を提供することは、
スチュワードシップの観点からも地方自治体にと
って重要な責務であり、現金主義であれ、発生主
義であれ、過去、現在、将来の財政状況をより分
かりやすく伝える必要がある。両者は会計情報と
してそれぞれに長所と短所を持っており、両者が
十分に機能しているとは言い難い。今後はそれら
が、お互いを補完し合い、長所を活かしながら、
市民へ正確な情報を伝え、かつマネジメントツー
ルとして有効に機能させるためにも、会計学と財
政学の分野が協働しながら、最良の策について議
論されることが望まれる。
しかしながら、財政学の観点からすれば、赤字
地方債を原則禁止した単年度主義・現金主義で、
かつ建設地方債も一定ルールのもとに起債する制
度を前提とすれば、通常の決算情報で十分に財政
運営を評価することが可能であり、そもそも行政
は収支計算により金銭的な収益を得ることを目的
としている訳ではないため、発生主義会計は必ず
しも必要ではないという指摘がある。また、必要
があったとしても、現行制度下において、発生主
義会計はあくまでも補助的なものであるという認
識が強い。（発生主義会計のすべてを否定するの
ではなく、内部効率を評価するための管理会計的
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な手法や多様な情報開示としては肯定的な立場を
取っている。）18

財政学の観点に基づいた制度のもとに会計学を
基礎とした発生主義会計を導入することには、両
者はその必要を認めつつも、その摩擦は大きいと
感じている。筆者の推測の域を出ないが、研究活
動の中で得られた印象としては、両者は大きな共
通項を持ちながら、管理の手法やその背景の根本
的な相違から、両者をつなぎ合わせることは、か
なりハードルが高いことだと感じる。
会計情報という視点から評価をみると、どうし
ても先のような議論になるが、評価という視点か
ら会計情報をみると、それは評価のための情報の
1つにすぎずないが、非常に重要な情報の1つであ
り、この観点から評価に必要な情報を提供するた
めの会計情報のあり方について、議論することで
何らかの糸口が見つかるのではないであろうか。
筆者にとっては、新地方公会計と地方財政制度
をつなぎ合わせる1つの機会として、管理を切り
離した評価における可能性の検証が本稿を通して
得られた今後の課題であり、大きな成果でもある。

謝辞

本稿の草稿に対し、査読者の方々から非常に有
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注記

1 盛岡市における行政評価の取り組みや課題について

は、加藤（2008）が詳しい。

2 佐藤（2009）によれば、盛岡市の人口は2005年の

301千人から30年後の2035年には18.5%減少して248

千人となる。問題は単なる人口減少ではなく、年少

人口・生産年齢人口が3～4割近く減少し、老年人口

は5割以上増加するという少子高齢化の進行にある。

また、人口減少の要因は自然減の寄与が大きく、今

後人口が増加し、少子高齢化の進行が止まると予想

することは難しい。

3 佐藤（2009）によれば、盛岡市の常用雇用者につい

て、2001年と2006年を比較すると、第3次産業を中

心に正社員が減少し、非正社員が増加する傾向にあ

り、雇用の不安定化による所得等の低下が懸念され

るところである。

4   佐藤（2011）では、長期的分析のほかに、短期的分

析として、産業施策における経済へのインパクトを

計測することを目的としてマクロ会計である市民経

済計算と産業連関表によるアプローチを試みてい

る。
5 （1984）によれば、会計は国民所得会計、投入

産出会計、資金フロー会計、国際収支会計、国民貸

借対照表のマクロ会計（社会会計）と企業会計（財

務会計・管理会計）、政府会計、その他非営利団体

会計のミクロ会計に大別される。

6    大住（2002）： p28によれば、新公共管理の特徴は、

①専門的なマネジメントシステムの確立、②業績に

ついての明確な基準と測定、③アウトプットのコン

トロールをより重視、④政策の企画・立案部門と執

行部門の分離、⑤市場メカニズムの活用、⑥民間企

業のマネジメント慣行の強調、⑦経営資源の効率的

な使用の7点にまとめられる。

7 東京都のように、複式簿記を導入し、税収を収入と

して計上するなど、自ら設定した会計基準により財

務書類を公表する地方自治体もある。なお、東京都

会計管理局管理部会計企画課（2010）からも分かる

ように、総務省の動きとは別に、独自基準を全国発

信し、普及させようという動きもあり、大阪府もこ

れに同調している。

8 2011年４月現在で、特例市を中心とした34市が参

加している。

9 このような中で、臼杵市、宇城市、倉敷市、習志野

市、浜松市など、マネジメントツールとして積極的

に活用している地方自治体もある。

10 都市自治体等における財務書類4表（2008年度、普

通会計）の作成状況は表4のとおり。

11 盛岡市の市域面積である886.47km2に近似させた集

団とするため、市域面積が大きい順にサンプルを限

定したものである。（限定した都市等の市域面積の

平均896.96 km2）

12 地方公会計整備促進に関するワーキンググループ

（2010）で示されたものを採用した。

13 図の分量が多いため、必要最低限の掲載にとどめた。

詳しくは佐藤（2011）：pp100-112を参照されたい。

14 比較する年度は、住民1人当たりの貸借対照表及び

行政コスト計算書を作成する都合上、次のとおりと
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した。

将来推計人口は、2005年国勢調査人口をもとに5

年ごとにしか推計されていないため、将来の貸借対

照表等は、2009年度の概ね10年後の2020年度とした。

また、過去の貸借対照表等は、国勢調査に基づいた

人口推計がないため、2009年度の概ね10年前の国勢

調査の実施年の2000年度とした。なお、2009年度の

人口は平成2005年国勢調査人口をもとに作成された

盛岡市推計人口を利用した。

15 2000年度分については決算統計により、2020年度分

については盛岡市の財政見通しをもとに、総務省

（2006a）、総務省（2006b）、総務省（2010）、森田祐

司監修、監査法人トーマツ　パブリックセクターグ

ループ編著（2008）を参考に作成した。

16 盛岡市は、旧都南村とは1992年、旧玉山村とは2006

年に合併している。

17 日本経営協会関西本部主催（2010）『地方財政健全

化法・総務省方式改訂モデルを踏まえた地方公会計

の基礎実務講座　－作成済決算書等の活用方法を中

心に－』における発言を引用。

18 例えば、神野（2008）：p17、24、小西（2009）：

pp282-284。
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Abstract

This paper used intergenerational equity analysis to show that the Ministry of Internal Affairs and
Communications reform model accounting system which shows comprehensive information on full cost and stock
and has been adopted by municipalities has utility for evaluation over the medium to long-term.  In addition to
confirming that there are technical limitations in individual evaluations, the paper noted the possibility and
significance of the new mechanism of local government accounting information for evaluation.
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1．はじめに

政策に対する定量的、分析的アプローチの必要
性は古くから指摘されてきた。特に、自治体に対
する行政需要の多様化、高度化の進展とは裏腹に、
人材、財源といったリソースが年々制限されてい
く現状において、政策形成過程における政策分析
の必要性は日々高まっている。
政策分析の必要性を背景に、多くの自治体では、
地域住民を対象に意識調査を実施することで、生
活に対する満足度や政策項目に対する満足度（以
下「生活満足度1」、「政策項目満足度」という）
を把握し、その結果を政策立案や政策評価に反映

させる取り組みを定着させてきた2。しかし、大
規模に、定期的に実施されるこれらの意識調査デ
ータは、政策を定量的視点で検討するための貴重
な資料であるものの、その活用は自治体内部にと
どまり、これらの標本データが研究対象として広
く活用されてきたとは言い難い3。
特に、生活満足度は政策によって変化するとい
う暗黙の理解のもと、意識調査によって把握した
生活満足度の時系列変化や地域間格差が政策的な
課題と位置付けられてきたものの、これらのデー
タを活用し、生活満足度と政策の関係性を定量的
に検証した研究は極めて少ない。数少ない研究の
一つとして、生活満足度と政策項目満足度の因果

【研究論文】

生活満足度の時系列変化や地域間格差に対する政策の影響度
－意識調査データを活用した政策分析－

和川　央
岩手県立大学大学院総合政策研究科

g246g002@s.iwate-pu.ac.jp

要　約

多くの自治体では、意識調査で把握した生活満足度の時系列変化や地域間格差を政策的課題と位置付け
ている。そこで本稿では、岩手県が実施した意識調査結果を対象に、生活満足度の時系列変化や地域間格
差に対する政策項目満足度の影響の有無、その定量的規模について検証した。本稿の分析の結果明らかに
なったことは次のとおり。①生活満足度の時系列変化、地域間格差に対する政策項目満足度の影響度を定
量的に把握することができた。よって、政策により政策項目満足度が変化するならば、生活満足度の向上
や地域間格差は、政策によって操作可能である。②生活満足度の時系列変化や地域間格差は、政策項目満
足度の差だけでなく、住民選好の時系列変化や地域間格差の影響も受ける。よって、生活満足度の時系列
変化、地域間格差の要因を検証する際は、住民選好にも注目する必要がある。
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関係をクラスター分析、グラフィカル・モデリン
グ、構造方程式モデルを活用することで定量的に
モデル化した和川（2011a）の例があるが、その
内容は、生活満足度の因果構造モデルの構築とそ
の活用方法の検討を目的としており、生活満足度
の時系列変化や地域間格差に対する政策の関係性
の把握は行っていない。また、Van Ryzin et al.
（2004）や野田（2007）は、構造方程式モデルを
用いることで「個別の行政サービスの満足度」と
「行政サービス全体に対する満足度」の関係を明
らかにしているが、これらの研究もまた、その分
析目的から、行政サービス全体に対する満足度の
時系列変化や地域間格差の要因の解明まで至って
いない。その他、近年、生活満足度の時系列変化
や地域間格差の要因の解明を試みる研究が散見さ
れるものの、いずれについても政策の影響を明ら
かにした研究は見当たらない4。
仮に、生活満足度の変化に対して政策の影響が
確認できない場合、その時系列変化や地域間格差
は政策的に大きな課題とはならない可能性があ
る。またその場合、政策立案や政策評価のツール
として生活満足度を把握することの意義や、住民
の生活満足度の向上を行政の最終目的として政策
展開することの妥当性自体が大きく損なわれてし
まう懸念すらある。
そこで本稿では、「生活満足度は政策の影響で
変化するのか」との問題意識から、生活満足度の
時系列変化や地域間格差に対する政策の影響の有
無、その定量的規模について検証していく。
具体的には、まず、2節において本稿で使用す
るデータや分析手法について説明した後、3.1節
で生活満足度と政策の影響を把握するためのモデ
ルを構築する。次に、3.2節において生活満足度
等の時系列変化や地域間格差の現状を把握した
後、3.3節で生活満足度の時系列変化や地域間格
差に対する政策の影響を検証し、最後に、4節に
おいて本稿の結論と課題をまとめる。

2．分析方法

2.1. 使用するデータ5

（1）意識調査の概要
本稿では、2008年、2009年に岩手県が実施した

「県の施策に関する県民意識調査」（以下「意識調
査」という）の2ヵ年分の結果を対象に分析を進
めていく。調査の概要は表1のとおりである6。
目的変数となる「生活満足度」は、問1「あな
たは、今の生活全般について、どのように感じて
いますか。」から得られた結果を使用し、説明変
数は、県の施策項目別に設計された40の満足度
（以下「施策項目満足度」という）を使用した7。
選択肢は全ての設問とも、「不満」「やや不満」
「どちらでもない」「やや満足」「満足」の5段階で
満足度を把握しており、それぞれ1から5点を配点
したリッカート尺度を使用する8。

（2）分析対象の属性
本稿は、生活満足度の時系列変化や地域間格差
と政策の関係を検証することが目的であることか
ら、調査年別と居住地別の生活満足度を分析対象
とする。調査年は2008年と2009年とし、居住地は
広域振興圏を分析対象とした9。広域振興圏とは、
生活圏や産業構造など一定の共通性をもとに、岩
手県が県内を県央、県南、沿岸、県北の4つに区
分したものであり、その概要は表2のとおりであ
る。以下では、それぞれの広域振興圏を、県央地
域、県南地域、沿岸地域、県北地域と呼ぶととも
に、生活満足度の時系列変化を時系列差と、地域

和川　央

表1　意識調査の概要 

（出所）設問数から対象者数までは、岩手県総合政策室（2008, 2009）
「平成20～21年県の施策に関する県民意識調査報告書」、
分析対象標本数は筆者が算出した。 
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間格差を地域差と呼ぶ。

2.2. 分析手順
（1）因果構造モデルの構築方法
本稿では、意識調査で把握している施策項目満
足度に影響を与える幾つかの共通原因（構成概念）
を想定し、それを「政策項目満足度」と定義する
10。したがって、生活満足度と政策項目満足度の
関係は、政策項目満足度が他の政策項目満足度と
相互に因果関係を持ちながら生活満足度に影響を
与える、という構造（以下「因果構造モデル」と
いう）を想定している。本稿が目的としている生
活満足度に対する政策の影響度は、この因果構造
モデルから算出されることになる。
因果構造モデルの構築にあたっては、高嶋・和
川（2010）、和川（2011a）の手法に基づき、以下
のとおりStep1として政策項目満足度を設定し、
Step2で政策項目満足度と生活満足度の相互関係
を把握した11。
なお、Step2で得られる因果構造モデルは矢印

（因果方向）を伴わない無向独立グラフである。
Step2にいくつかの仮説を加えることで因果方向
とそのパス係数を求めることが可能であるが、因
果方向を伴わないモデルであっても、後述する手
法により本稿の目的を十分に達成することができ
る。

①設問項目のグループ化（政策項目満足度の設定）
[Step1]
40の観測変数（設問項目＝施策項目満足度）に
対してクラスター分析を適用し、クラスター情報
（因子情報）をもとに検証的因子分析モデルを設
定する12。クラスター数は岩手県の総合計画（希
望創造プラン）の政策体系の数にあわせて7つと
し、得られたクラスターを政策項目満足度とした。

②相互関係の設定（因果構造モデルの構築）
[Step2]
Step1で得られた7つの政策項目満足度の因子得
点に生活満足度を加えた8つの満足度の偏相関係
数行列を算出する。そして、その偏相関係数行列
にグラフィカル・モデリング（共分散選択）を適
用し13、これらの満足度の相互関係を縮約するこ
とで、最も説明力の高い因果関係を選択する。具
体的には、Fullモデルから順番にモデル縮約して
いき、c-AICが最も小さい縮約モデルを生活満足
度の因果構造モデルとして選択した14。

（2）限界生活満足度の算出方法
(1)の手法で、生活満足度と政策項目満足度の
定量的因果関係が明らかになったことで、各政策
項目満足度の変化が直接的、間接的に与える生活
満足度への総合的な影響度（以下「限界生活満足
度」という）を定量的に計測することができる。
この限界生活満足度は、政策項目満足度が変化し

生活満足度の時系列変化や地域間格差に対する政策の影響度
－意識調査データを活用した政策分析－

表2　4広域振興圏の概要 

% % % %

（出所）岩手県総合政策室（2009）「平成21年岩手県人口移動報告年報」、岩手県政策地域部（2012）「平成21年度岩手県の市町村民所得推計」 
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た際に生活満足度に与える影響度であることか
ら、この値が大きい政策項目満足度ほど生活満足
度向上に対してより効果的な政策項目満足度であ
ると考えることができる15。
この限界生活満足度は、高嶋・和川（2012）に

よると以下の手順で算出することができる。
具体的には、まず、p個の分析データxを生活満

足度に関するp
a
個のデータx

a
と、政策項目満足度

に関するp
b
個のデータx

b
に分割する。本稿では、

生活満足度は1つ、政策項目満足度は7つであるこ
とから、p

a
=1、p

b
=7となる。

ここで、λ
a
λ

b
はそれぞれx

a
x

b
の平均値、σ

ab
は

x
a
とx

b
の共分散、Σ

bb
はx

b
の共分散行列とし、x

b

（政策項目満足度）がλ
b
からλ

b
＋Δλ

b
に変化し

たことでx
a
（生活満足度）がλ

a
＋Δλ

a
と変化し

たと考えると、巻末補論から、Δλ
a
は次のとお

り記述できる。
Δλ

a
＝σ

ab
Σ

bb
－1Δλ

b

これは、Δλ
a
の要因分解としての意義を持ち、

σ
ab
Σ

bb
－1部分はx

b
の変化がx

a
に与える影響度すなわ

ち限界生活満足度を意味する。

3．分析結果

3.1. 因果構造モデルの構築
（1）岩手県の因果構造モデルの構築
Step1の手順により40の設問項目をグループ化
した結果得られた、7つの政策項目満足度（因子）
と施策項目満足度（設問項目）の関係は、表3の
とおりである。表3から、Step1で得られた政策項
目満足度と岩手県が「希望創造プラン」の中で設
定した政策体系は概ね一致しているといえる16。
得られた7つの政策項目満足度の因子得点に生
活満足度を加えた因子間偏相関行列（8×8行列）
を作成し、グラフィカル・モデリングによってモ
デル縮約した結果得られた因果構造モデルは表4、
図のとおりである17。表4、図から、生活満足度と
直接パスがつながっている政策項目満足度、すな
わち生活満足度に直接影響を与える政策項目満足
度は「5.保健医療福祉」「3.基盤整備」「2.産業活
性化」「6.防災治安」であることがわかる。また、
生活満足度に直接パスがつながっていない「1.教

育」「4.地域の魅力」「7.自然環境」は、生活満足
度に対し直接的な影響が確認できなかったことを
意味する。

（2）限界生活満足度の算出
(1)から因果構造モデルが表4、図として得られ
たことから、2.2.(2)節の手法により限界生活満足
度を算出することができるが、ここでは、政策項
目満足度間の相互関係の強さ（偏相関係数）は時
系列、地域別で差があると考え、限界生活満足度
を時系列別、地域別に算出する。
全データ、時系列別データ（2008、2009年）、
地域別データ（県央、県南、沿岸、県北地域）で
それぞれ限界生活満足度を算出した結果が表5で
ある。表5は、生活満足度に対する各政策項目満
足度の最終的な影響度を示している。例えば、係
数が最も大きかった「保健医療福祉の充実」の満
足度は、それが2008年であれば生活満足度に
0.069の影響度を、それが県央地域であれば0.071
の影響度をそれぞれ与え、平均では0.070の影響
度を与えることを意味している。
この結果から、生活満足度に最も影響を与える
政策項目満足度は「保健医療福祉の充実」であり、
次いで「防災の充実と治安の確保」「基盤整備の

和川　央

図　生活満足度と政策項目満足度の因果構造モデル 

（出所）筆者作成 
注1）生活満足度とのパスと偏相関係数が0.2以上のパスを実線 
　　  とし、それ以外は破線とした。 
注2）表現を簡潔にするため、偏相関係数の表記は省略した。 
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表3　設問項目（施策項目満足度）と政策項目満足度の関係 

（出所）筆者作成 
注1）表現を簡単にするため、設問項目は、岩手県総合政策室（2008, 2009）「平成20～21年県の施策に関する県民意識調査報告書」の中で 
　　使用されている簡潔な表現を使用した。 
注2）政策項目満足度の名称は、含まれる設問項目から筆者が任意に付した。 
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充実」「産業の活性化」と続くことがわかる。こ
のことから、生活満足度を向上させるという目的
で政策を実施するならば、「保健医療福祉の充実」
の政策を展開し、その政策項目満足度を向上させ
ることが最も効果的であるということになる。対
して、「教育の充実」「地域の魅力づくり」「自然
環境の保全」の各政策項目満足度は、生活満足度
に対する影響を確認することができなかった。し
かし、この結果は、必ずしも生活満足度の向上に
対して、これらの政策が全く寄与しないことを意
味するわけではない。因果構造モデルや限界生活
満足度が性別、年齢別等の属性で差がある場合、

それらが平均化されることで生活満足度に対する
最終的な影響度が相殺された可能性があるからで
ある。

3.2. 生活満足度、政策項目満足度の時系列差と地
域差
生活満足度と政策項目満足度の関係を検証する
前に、生活満足度、政策項目満足度の平均値の時
系列差、地域差を確認する。これは、一般的なア
ンケート集計で行われる二次元クロス集計と同義
である。意識調査結果を単純集計し、生活満足度
と政策項目満足度の時系列差、地域差を算出した

表4　生活満足度と政策項目満足度の偏相関係数行列（共分散選択後） 

（出所）筆者作成 
（注）“－”は条件付き独立となった箇所を示す。 

表5　限界生活満足度 

（出所）筆者作成 
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ものが表6である18。
表6から、時系列での生活満足度は、2008年か
ら2009年にかけて0.177上昇している。また、政
策項目満足度の時系列差は、上昇の規模が大きか
った順に「自然環境」「防災治安」「教育」「保健
医療福祉」「地域の魅力」となっているのに対し、
「産業活性化」「基盤整備」は低下している。
地域別の生活満足度は、県央地域が最も高く、
次いで県南地域、沿岸地域と続き、県北地域が最
も低い。また、政策項目満足度の地域差は、「基
盤整備」の差が最も大きく、次いで、「産業活性
化」の差が大きい。

3.3. 生活満足度に対する政策項目満足度の影響度
（1）影響度の算出方法
3.1節で限界生活満足度が算出されたことから、
この限界生活満足度と政策項目満足度を用いるこ
とで、本稿の目的である生活満足度の時系列差、
地域差に対する政策の影響度を定量的に把握する
ことができる。
具体的には、政策項目満足度が生活満足度に与
える総合的な影響度は、政策項目満足度に限界生
活満足度を掛け合わせることで得られる。
そこで、政策iの限界生活満足度をα

i
、政策iの

政策項目満足度の平均値をP
i
、時系列別、地域別

などの属性をa、b（時系列別であれば、aは2009
年、bは2008年など）とすると、属性aと属性bの
生活満足度の差に対する各政策項目満足度の影響
度の合計、すなわち政策要因は以下の式で算出で
きる。

（2）生活満足度の時系列差に対する政策要因
(1)の算出方法から、生活満足度の時系列差、
地域差に対する政策要因を算出したものが表7で
ある。
前節の表6では、「生活満足度」の時系列差は
0.177であったのに対し、表7では、政策項目満足
度が生活満足度の時系列差に対して与えた影響、
すなわち政策要因は0.086であった。このことは、
生活満足度の時系列差の48.5%（0.086／0.177）
が政策要因であったことを意味する。また、生活
満足度の時系列差に与えた各政策項目満足度の影
響を検証すると、「基盤整備」の影響が0.046と最
も大きく、生活満足度の時系列差の25 . 8%
（0.046/0.177）を説明しており、次いで「防災治
安（11.5%）」「産業活性化（7.1%）」「保健医療福
祉（4.1%）」と続いている。
このことから、2008年から2009年にかけて上昇
した生活満足度の48.5%は政策項目満足度で説明
することが可能であり、その中でも「基盤整備」
の影響が最も強かったと考えることができる。な
お、表7によれば、「教育」「地域の魅力」「自然環
境」の政策項目満足度は生活満足度の上昇に寄与
していない。これは、表5で算出した限界生活満
足度が0であったため、それぞれの時系列差が生
活満足度に対して影響を与えなかったことによ
る。
また、表6では2008年から2009年にかけて「基
盤整備」「産業活性化」の満足度が低下している
にもかかわらず、生活満足度の上昇に寄与してい
たことは興味深い。これは、表5で算出した限界
生活満足度の上昇が、表6で算出した政策項目満
足度の低下を大きく上回ったからである。したが

表6　生活満足度、政策項目満足度の時系列差、地域差 

（出所）筆者作成 
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って、この間の生活満足度の上昇の48.5%は政策
要因で説明することができるものの、それは政策
項目満足度の変化だけではなく、政策項目満足度
が生活満足度に与える影響度の変化にも大きく影
響を受けていたことになる19。

（3）生活満足度の地域差に対する政策要因
表6では、生活満足度の県央地域と県北地域の
差は0.139であったのに対し、表7の政策要因は
0.172となり、政策要因は生活満足度の地域差を
上回った20。すなわち、県央地域と県北地域の生
活満足度は、意識調査で実際に計測された差より
も、政策項目満足度で説明できる差の方が大きか
ったということになる。言い換えれば、政策項目
満足度は県北地域に比べて県央地域の生活満足度
を押し上げていたものの、政策以外の要因は県央
地域に比べて県北地域の生活満足度を押し上げて
いたことになる。
また、県央地域と県北地域の生活満足度の差に
与えた政策項目満足度は、「基盤整備」が75.5%
（0.105／0.139）と最も高く、次いで「産業活性化」
が31.7%（0.044／0.139）となっている。事実、
県央地域は道路、上下水道、各種施設などが県内
で最も整備された地域であるのに対し、県北地域
はいずれの整備も県央地域に比べて遅れている。
また、経済規模を示す一人当たり市町村民所得
（SNA所得）は、県央地域が県内で最も高い地域
であるのに対し県北地域は最も低い地域である。
このように、岩手県では、比較的都市化の進んだ
県央地域や県南地域と、比較的過疎化、高齢化の

進んだ県北地域、沿岸地域の格差縮小が行政課題
の一つとなっているが、意識レベルの生活満足度
もまた、それらの環境の差と一致した結論が得ら
れた。
なお、県北地域が他の地域に比べて政策項目満
足度が高かった「地域の魅力」「自然環境」とい
った非経済的項目や非物質的項目は、生活満足度
に対してほとんど影響を与えていないことが判明
した。このことは、過疎地域の地域づくり政策と
して、スローライフや自然保護などの概念に基づ
いた、経済性や利便性以外の価値を高める政策展
開の必要性が指摘されているものの、それらの政
策に対する満足度の上昇は、地域住民の生活満足
度の向上にはほとんど寄与しない可能性を示唆す
る。

（4）まとめ
以上の結論から、実際の政策によって政策項目
満足度が変化するとするならば、生活満足度の時
系列差、地域差に対して、政策は一定程度影響を
与えていると推測でき、生活満足度の向上や地域
差は、政策によって操作可能であると考えること
ができる。冒頭でも指摘したとおり、これまで行
政では、政策によって生活満足度が変化すること
を前提に政策を立案、展開してきたが、その関係
性についてはほとんど明らかにされてこなかっ
た。本稿の分析により、生活満足度の時系列差や
地域差に対する政策の影響度を定量的に把握でき
たことは、今後、政策立案過程や政策評価過程に
おいて意識調査情報を活用する可能性を拡大させ

表7　生活満足度の時系列差、地域差に対する政策要因 

（出所）筆者作成 
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る成果として意義が大きい。
同時に、生活満足度は、政策項目満足度の変化
だけでなく、政策項目満足度の変化が生活満足度
に与える影響度（限界生活満足度）にも左右され
ることが判明した。限界生活満足度の変化は住民
選好の変化と考えることができることから、生活
満足度と政策の関係を検証する場合、それぞれの
政策項目満足度だけでなく、住民選好の変化に対
しても注目する必要があることを意味している。
住民ニーズ対応した政策展開の必要性は改めて強
調するまでもないが、住民選好の変化が生活満足
度の時系列差や地域差に与える影響度を定量的に
得られたことは、生活満足度の規定要因の解明や
それらに基づいた政策立案、政策評価への展開に
可能性を与える成果であると考えられる。
なお、生活満足度の時系列差、地域差に対する
政策要因が100%ではなかった背景には、生活満
足度は、政策によってもたらされる社会の環境変
化だけでなく、結婚、就職など回答者個人のライ
フステージの変化や、友人関係、職場環境などの
回答者の個人的な生活環境の影響を受けたことに
よる可能性が考えられる21。特に、調査年や地域
別で回答者の性別、年齢、職業などの構成比が異
なることから、生活満足度が属性の影響を受ける
場合、属性差が分析結果に与える影響が大きい可
能性も否定できない22。このことから、今後は、
因果構造モデルや限界生活満足度に対する属性差
の影響の検証が検討課題として残される。

4．おわりに

ここまで、「生活満足度は政策の影響で変化す
るのか」との問題意識から、2008年と2009年に岩
手県が実施した「県の施策に関する県民意識調査」
を対象に、生活満足度の時系列差や地域差に対す
る政策項目満足度の影響の有無、その定量的規模
について検証してきた。
本稿の分析から明らかになったことは、次のと
おりである。
①　各政策項目満足度の変化が生活満足度に直接
的、間接的に与える総合的な影響度（限界生活
満足度）を算出することができた。限界生活満

足度が大きい政策項目満足度は、順に「保健医
療福祉の充実」「防災の充実と治安の確保」「基
盤整備の充実」「産業の活性化」であった。
②　生活満足度の時系列差、地域差に対する政策
項目満足度の影響度を定量的に把握すること
で、政策項目満足度がこれらに対して一定程度
影響を与えていることが推測できた。このこと
から、政策項目満足度が政策によって変化する
ならば、生活満足度の向上や地域差は、政策に
よって操作可能であると考えることができる。
③　生活満足度の時系列差や地域差は、政策項目
満足度の差だけでなく、限界生活満足度の差す
なわち住民選好の差の影響も受けることが明ら
かになった。このことから、生活満足度の時系
列差や地域差の要因を検証する際は、住民選好
にも注目する必要がある。

最後に、これまでの分析では明らかにならなか
った本稿の課題を、次のとおり指摘する。
①　限界生活満足度の算出から、「教育」「地域の
魅力」「自然環境」など生活満足度への影響を
確認できない政策項目満足度が明らかになっ
た。行政にとって、生活満足度に対する影響が
確認できない政策項目満足度はその政策を実施
する意義の根幹に関わることから、今後は、そ
の要因を明らかにする必要がある23。

②　生活満足度の時系列差や地域差は、属性の時
系列差や地域偏在の影響を受けている可能性が
あることから、今後は、因果構造モデルや限界
生活満足度の属性差を検証するとともに、属性
の影響を除去した上での政策要因の算出を検討
する必要がある24。
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巻末補論：生活満足度に対する政策項目
満足度の影響度の算出

生活満足度に対する政策項目満足度の影響度の
算出方法を、高嶋・和川（2012）の手法に順じて
以下のとおり補足する。
生活満足度、政策満足度を合計したp個の変数

の多変量正規分布の同時分布の密度関数は、以下
のように記述される。

ここで、μは母平均ベクトル、Σは母共分散行
列である。
また、積率母関数は、以下のように記述され
る。

ここで、Xが以下のように、a（例えば、生活
満足度）b（例えば、政策項目満足度）の二つの
部分に分けられるとすると、以下のとおりとなる。
ただし、それぞれの変数の数をp

a
＋p

b
＝pとする。

このとき、Σ
ab
＝Σ

ba
＝Oならば、X

a
とX

b
は独立

となり、積率母関数は以下のとおりとなる。

X
a
の周辺分布の積率母関数はZ

b
＝Oを代入する

ことに得られ、結果的にφ
a
に一致する。

X
b
が与えられた時のX

a
の条件付き分布の密度関

数は、ベイズの定理を用いて、以下のとおり記述
できる。

ただし

ここで、ln f－ln f
b
を項別に計算すると、第1項

は次のとおりとなる。

第2項について、以下のシュール補行列(Schur

complement) C を導入する25。

すると、第2項は次のとおりとなる。

第3項について、以下のとおりとする26。

λ＝μ
a
＋Σ

ab
Σ

bb

－1 (x
b
－μ

b
)

すると、第3項は次のとおりとなる。

以上、第1項から第3項の式をまとめると、X
b
が

与えられたときのX
a
の条件付分布は、平均λ、共

分散Cの多変量正規分布となることから、政策項
目満足度変数x

b
が与えられたときの、生活満足度

の平均、分散の予測式 x^
a
、σ^

a
2は以下のとおりと

なる。

ただし、共分散行列Cと平均λが次のようにブ
ロック化されているものとする。

ここで、x
b
がλ

b
からλ

b
＋Δλ

b
に変化したこと

でx
a
がλ

a
＋Δλ

a
と変化したと考えると、(1)から

Δλ
a
は次のとおり記述できる。
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注記

1 「生活満足度（life satisfaction）」は生活全般に対す

る主観的満足度として近年頻繁に使用されている表

現であるものの、主観的な概念であるため統一的な

定義が存在しているわけではない。「生活満足度」

と類似した概念として「（主観的）幸福度

（happiness, subjective well-being）」が挙げられるが、

現段階では両者の関係に明確な峻別はなされていな

いことから、本稿では「生活満足度」と「（主観的）

幸福度」は同一であるとして議論を進めていく。

2 都道府県における意識調査の実施状況については、

和川（2008）を参照のこと。

3 和川（2011a）によれば、自治体が実施した意識調

査結果を活用し、住民の意識構造を分析した研究は

非常に少ない。

4 生活満足度の時系列変化や地域差に対する、政策以

外の要因に関する研究については、和川（2011b）

を参照のこと。

5 意識調査で得られた満足度データの信頼性に対する

批判は少なくないが、本稿では、意識調査で得られ

た結果は住民意識を反映しているとして議論を進め

ていく。なお、でたらめの回答やヒューリスティッ

クな回答のために満足度データは不安定であるとの

指摘（Kahneman and Krueger 2006）があるが、これ

らの回答はランダムに発生する限り、本稿のような

横断的分析には影響を与えない。また、フライ・ス

タッツァー（2005）は、各国の膨大な満足度調査に

関する研究をレビューすることで、回答者は一貫性

を持って満足度を表明でき、得られたデータの信頼

性は高いと判断している。

6 和川（2008）によれば、意識調査はほぼ全ての都道

府県で実施されており、その中で岩手県は最もサン

プル数の大きい調査を実施していることから、多く

の説明変数を用いた本稿の分析に最も適した対象で

あると判断した。なお、「県の施策に関する県民意

識調査」データの使用に当たっては、岩手県調査統

計課に多大なる支援をいただいた。

7 Kelly and Swindell(2002)によれば、意識調査で得ら

れた行政サービスの満足度は、評価対象の行政サー

ビスが国、県、市町村のどの機関でなされているの

か判断できないという「帰属の誤認」（errors of

attribution）や、住民はそもそも行政サービス全体

を正確に把握できないという「評価の誤認」

（assessment error）の影響を受ける。しかし、これ

らの誤認は、行政サービスに対する満足度（政策に

満足しているか）を把握する場合には深刻な問題を

引き起こす懸念があるものの、政策に対する現状の

満足度（状況に満足しているか）を把握する場合に

は、行政サービスの提供主体や提供内容は大きな課

題とならない。

8 意識調査では、施策項目満足度のほかに同一の施策

項目に対する重要度も把握しているが、本稿の分析

では使用しない。なお、重要度や期待度は満足度に

対してマイナスの影響を与えるとの指摘（野田

2007など）があるが、この関係が全ての政策に共通

するならば、重要度情報はそれぞれの政策項目満足

度に共通して含まれていると考えられることから、

横断的な分析の場合大きな課題とはならない。

9 通勤、通学等の生活圏域は居住市町村だけでなく近

隣市町村にも及ぶことが多いため、分析対象を市町

村単位とした場合、居住地要因を反映した区分とは

ならない。そこで、居住地要因を反映した地域区分

として、一定の共通性によって区分された生活圏が

望ましいと判断した。なお、岩手県では、この4広

域振興圏を行政区域の一つとみなし、圏域に応じた

計画策定、出先機関配置などを行うことで、地域特

性に対応した施策展開をしている。

10 本稿で得られた政策項目満足度は、意識調査結果か

ら統計的に把握したものであるため、自治体が実際

に展開している政策とは概念が異なる。なお、後述

するように、本稿で得られた政策項目満足度のくく

りは、岩手県が設定している政策体系のくくりとか

なり近い。

11 この分析手順は本稿で取り扱った調査データに固有

のものではなく、同様の目的で収集された同種のデ

ータに対しても適用可能である。すなわち、例えば

他の自治体等が、全体的満足度（目的変数）とそれ

を構成する複数の部分満足度（説明変数）を同様の

枠組みで調査している場合、この分析手順を経るこ

とで因果構造モデルを得ることができる。

12 多数の変数をクラスターに分類する方法には様々な

ものが考えられるが、ここでは実績のある方法とし

てSAS/STATのVarclusプロシジャを用いた。

13 社団法人日本品質管理学会テクノメトリックス研究

会のフリーウェアG-GMを用いた。システムの詳細
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は、マニュアル又は廣野（2002）を参照のこと。

14 モデルの簡潔さとデータとの適合度のバランスを取

りながら最適なモデルを選択する基準としては、

AIC（赤池の情報量基準）が広く採用されているこ

とから、本稿でもこれを採用する。したがって、

AICの値が小さいモデルほど、より良いモデルであ

ると判断できる。なお、標本数nに対してパラメー

タ数qは経験的にq < 2√nまたはq <n / 2を満たすべき

とされている（坂元他 1983）ことから、本稿では、

データが多変量正規分布に従うという仮定の下で、

「有限修正済みAIC」（c-AIC）を使用する。c-AICの

計算式は次のとおりである。

ただし、n － q －1 > 0であり、n → ∞で通常のAIC

に一致する。

15 限界生活満足度の概念、その活用可能性については、

和川（2011a）を参照のこと。

16 岩手県が「いわて希望創造プラン」の中で設定した

政策体系では、一次産業の振興政策が独立した政策

項目とされているが、クラスター分析では「2.産業

の活性化」に含まれた。岩手県は一次産業が盛んな

地域であり、県の組織として農林水産部が設置され

ていることから、県の計画では独立した政策項目と

して設定されたものと思われる。

17 因果構造モデルを、全データで構築したモデルの他

に「調査年別」（2008年、2009年モデルの2モデル）、

「地域別」（県央、県南、沿岸、県北モデルの4モデ

ル）に構築し、それぞれでc-AICを算出したところ、

全データによるモデルのc-AICは、調査年別モデル

や地域別モデルのc-AICよりも小さい値であった。

このことから、因果構造モデルは、調査年や地域別

で差は確認できず、全データによるモデルで共通で

あると考えられる。

18 生活満足度の時系列差は1%水準で、生活満足度の

県央地域と県北地域の差は10%水準で有意であった

ものの、県南地域や沿岸地域との差は有意ではなか

った。

19「基盤整備」の限界生活満足度が上昇した背景とし

て、2008年6月14日に内陸南部でマグニチュード7.2

の地震（岩手・宮城内陸地震）が、7月24日に沿岸

北部でマグニチュード6.8の地震が連続して発生し

たことで、県内の社会基盤が甚大な被害を受けたた

め、生活満足度に対する基盤整備の影響度が変化し

た可能性が挙げられる。

20 県南地域と県北地域の生活満足度の差は政策要因で

70.2%（0.057／0.082）を説明でき、沿岸地域と県

北地域の生活満足度の差は政策要因で7 . 2％

（0.005／0.070）を説明できるが、これらの差は統計

的に有意ではなかったことから、ここでは検討の対

象としない。

21 個人属性と生活満足の関係については、和川

（2011b）を参照のこと。

22 和川（2011b）によれば、岩手県の生活満足度に最

も影響を与える生物学的属性は年齢であり、70歳以

上の年齢層が最も生活満足度が高い。また、男性に

比べて女性の生活満足度が高いことも広く理解され

ている。2008年に比べて2009年は、女性の割合

（2008年40.4%→2009年44.0%）、70歳以上の割合

（同15.7%→18.3%）ともに高い。同様に、県央地域

に比べて県北地域は、女性の割合（県央地域42.5%

→県北地域44.9%）、70歳以上の割合（同12.5%→

14.1%）がともに高い。したがって、政策要因が

100%でなかった理由の一つとして、これらの影響

が考えられる。

23 限界生活満足度が0であることは直感的にも違和感

があることから、別な計算方法の検討など限界生活

満足度の算出方法を検証する必要がある。また、他

の年、他の地域の調査データで分析を重ねることで、

分析データが特殊であった可能性を検証することも

考えられる。

24 例えば、因果構造モデルや限界生活満足度を属性別

に算出するなどしてそれらの属性差の有無を検証す

るとともに、属性偏在を調整した上での生活満足度

の時系列差、地域差に対する政策項目満足度の影響

度を検証することなどが考えられる。

25 Petersen and Pedersen (2008)、Zi-zong(2009)を参照の

こと。

26 Zhang, Fuzhen.(2005)、Petersen and Pedersen (2008)を

参照のこと。
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Influence of Policies to the Regional and Annual Differences of 
People’s Life-Satisfaction

− Policy Analysis Based on the Public Opinion Poll −

Hiroshi Wagawa

Graduate School of Policy Studies ,Iwate Prefectural University
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Abstract

Many policy makers in local governments think the regional and annual differences of people,s life-
satisfaction (PLS) indices have the great significance in the policy evaluation and the policy making process. For
example, they always try to find whether the certain programs cause PLS,s change or not, and how much
influences each programs and projects have on PLS. This paper aims to develop the methodology to find the
influence of policies on the regional and annual differences of PLS quantitatively. The main results of this analysis
are as follows.
1. We show the method to evaluate the total influence of the variance of a policy satisfaction level on the regional
and annual differences of PLS.
2. We find that, the shift of people,s preference also affect the regional and annual differences of PLS, even
without any policy satisfaction changes.

Keywords

Public Opinion Poll, Life-Satisfaction, Policy Satisfaction, Policy Making, Policy Evaluation 
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1．はじめに

（1）問題意識
国内の地方自治体では行政評価の導入が着実に
進んでいる。総務省の調査結果（総務省 2011）
によると、行政評価を導入している地方自治体は
国内の全ての地方自治体の半数を超える977団体
で、導入率は54.4%となっている。
しかし近年では、地方自治体における行政評価
は導入が進む一方で、評価表の作成など評価の作
業を担当する職員が、評価作業にやらされ感や負
担感を感じているという問題が指摘されるように
なっている。例えば窪田は事務事業評価について、

自治体職員が現在の採用・研修体系の中で社会調
査や統計などの知見に基づいて政策の効果やコス
トを分析することは困難であり、たとえできたと
しても日常の業務の他にそのような調査・研究を
行う時間的余裕や予算の捻出は不可能であるとし
て、職員の能力や負担可能なコストを無視してい
ると指摘している（窪田 2010）。また、田中は行
政評価の課題として、業績測定型の現在の行政評
価における成果指標や目標値の設定の難しさ、評
価の有効性に対する不信と並んで作業負担や運用
コストの大きさを指摘している。そして、自治体
の中にはこうした状況を打開するために、従来の
行政評価制度の大幅な改定や評価対象の拡大によ

【研究ノート】

事務事業評価の有効性に関する考察
－地方自治体職員の職務遂行の視点から－

渡邊　智裕
特定非営利活動法人　政策21
tomo.watanabe@policy21.jp

要　約

行政評価について、評価作業を担う職員がやらされ感や負担感を感じているという課題が指摘されてい
るが、これへの対策を検討する際には、評価結果の活用の主体である地方自治体の職員にとって、評価が
有効なものと感じられているかという視点を持つことも必要であると思われる。本論では、地方自治体の
職員の職務遂行上の特徴を説明するものとして第一線職員研究に、行政評価の目的や仕組みのモデルケー
スとして事務事業評価にそれぞれ着目し、両者の特徴や仕組みを対比させることで、前述の視点から評価
の有効性について理論上の検討を試みる。この検討により、事務事業評価が地方自治体の職員の職務遂行
の特徴を必ずしも正確に把握できておらず、それゆえに地方自治体の職員にとって評価が有効とは感じら
れない可能性があることについて理論上の仮説を提示する。

キーワード

第一線職員、市民との直接相互作用、裁量、事務事業評価

日本評価学会『日本評価研究』第12巻第3号、2013年、pp.77-89
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る有効性の向上を狙う動きがみられるものの、十
分に成果を上げているといえる状況にはないと述
べている（田中 2008）。また、田渕は行政評価の
課題として、評価結果の活用、行政のみの評価か
らの脱却と並んで職員のやらされ感、作業の負担
感の払拭を挙げている。そして、やらされ感、負
担感の解消のためには職員の間で意識の共有、評
価スキルの向上を図る必要があると述べている
（田渕 2010）。これらの指摘の通り、行政評価の
実施にあたって職員の間に存在するやらされ感や
負担感を解消することが求められている。
では、職員の間に存在するとされるやらされ感
や負担感を解消するために、どのような検討を行
えばよいであろうか。この点を考える上で、「“作
業負担”は個々の職員の意識に起因している。役
に立つことはいくら負荷が大きくても負担を感じ
ることはなく、逆にどんなに些細なことでもムダ
なことは負担と感じる。また、評価の必要性を認
識できない職員にはその取り組みは強制となり、
そこに“やらされ感”が生まれる（田渕 2010、
p.43）」という田渕の指摘は示唆に富むものであ
る。なぜならばこの指摘は、逆説的には評価作業
を担う職員が行政評価をムダなものと感じていた
り、必要性を認識できずにいる可能性が存在する
ことを示唆しているからである。したがって、職
員の間に存在するやらされ感や負担感の解消につ
いて検討するならば、そうした可能性が事実であ
るかを検証することが、まずもって必要となる。
本稿は、以上のような問題意識に基づいて、地方
自治体の職員が行政評価をムダなものと感じてい
たり、必要性を認識できなかったりするという可
能性の存在を検討しようとするものである。

（2）本論における検討の枠組み
しかし、この検討にはかなりの困難が伴う。第
一に、検討にあたって地方自治体で行われている
行政評価がどのようなものなのかを定義する必要
がある。しかし行政評価の仕組みは各地方自治体
によって異なる部分があり、その中で行政評価の
内容についての定義づけをどのように行うかとい
う課題がある。第二に、評価作業を担う職員の意
識をアンケート調査などで把握する必要がある。
しかし、異なる複数の分野（教育、土木、福祉な

ど）で業務を行う地方自治体の職員からアンケー
トの対象者をどのような基準で選定するか、得ら
れた結果をどのように一般化するかなど、検討し
なければいけない課題が多く存在する。このため、
行政評価の全体と地方自治体の職員全体を対象と
した包括的な検討は、かなり困難であると言わざ
るを得ない。
しかしながら、行政評価についてはその導入目
的や評価の視点などについて、本稿でも取り上げ
るものを含め先行研究が数多く存在し、地方自治
体に対する実態調査も行われているなど1、研究
成果の蓄積がある。こうした調査結果から、行政
評価の仕組みの一部として、その導入目的や評価
の視点など一定の部分について理論上のモデルケ
ースを設定することは可能であると考える。そこ
で、本稿ではこうしたアンケートや先行研究の中
で評価の目的や仕組みについて研究の蓄積がある
ものとして事務事業評価を取り上げ、これについ
てモデルケースを設定して検討の対象とする。
また、地方自治体の職員の意識の把握について
であるが、本稿では公共サービスの現場で活動す
る職員の行動を理論化した第一線職員研究に着目
したい。後述する通り、この研究で対象とされて
いる行政職員の職種の一部は、地方自治体で実際
に各種サービスの供給を行う職員の職種の一部と
一致する。地方自治体の職員全体を説明している
理論ではないが2、地方自治体は政策の実施主体
として住民へのサービス供給を行う事務事業を少
なからず担っている点を考慮すれば、一定程度の
職員の職務遂行における特徴の一部を第一線職員
研究によって理論上説明することも可能と考えら
れる。
このように、本論では上述の問題意識に対する
検討にできる限り近づくために、検討の対象を限
定的に定義する。すなわち、行政評価に関する先
行研究から理論上指摘しうる範囲において、事務
事業評価の目的及び仕組みを定義する。また地方
自治体の職員全体の意識を直接説明するものに代
えて、地方自治体の第一線職員の職務遂行上の特
徴を先行研究から理論上指摘しうる範囲で定義す
る。以上のように、理論上の検討対象を定義する
ことで、両者について論理的な検討が可能となる。
そこで、地方自治体の第一線職員の職務遂行の特
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徴を事務事業評価の仕組みが的確に把握できてい
るかという視点から定義した両者を対比させて検
討し、理論上、後者が前者を把握する仕組みが有
効に機能しないという指摘が可能となる余地が存
在するかどうか、検討を試みたい。この検討は、
言い換えれば、地方自治体の第一線職員が事務事
業評価を有効なものと認識できるかどうか、理論
上の検討を行おうとするものである。職員の意識
を直接検討の俎上に載せるものではなく、また検
討の対象も限定的に定義されているため、当初の
問題意識に対する検討内容としては限定されたも
のとなるが、職員が評価に対して感じているやら
され感や負担感の解消について検討する上では、
有益な視点を提供できるものと考える。
以下、2において地方自治体の第一線職員の職
務遂行上の特徴について、第一線職員研究におけ
る先行研究を踏まえた理論上の整理を行い、3に
おいて事務事業評価の目的及び仕組みについて先
行研究をもとに理論上の整理を行う。4において
地方自治体の第一線職員の職務遂行の特徴を事務
事業評価の仕組みが的確に把握できているかとい
う視点から定義した両者を対比させて検討し、そ
の結果を提示する。5においてまとめと今後の検
討課題について述べる。

2．地方自治体の第一線職員の職務遂行に
おける特徴

（1）第一線職員研究における職種と地方自治体の
第一線職員の職種

第一線職員研究は、抽象的には「公共サービス
の現場で働く職員の行動を理論化したもの」とい
える。アメリカの政治学者であるM・リプスキー
が第一人者とされ、後述する通り国内にもいくつ
かの先行研究が存在する。
しかし、公共サービスの種類は多様であり、携
わる職員の職種も千差万別である。第一線職員研
究は、そのような多様な現場で働く職員の職務遂
行に一定の共通する要素が見られるとするもので
あるが、具体的にどのような職種を研究の対象と
するかは研究者によって大きく異なっている。例
えばリプスキーの研究はアメリカで公共サービス
に携わる職員を対象としており、研究対象として
いる職種も警官、教師、ケースワーカーなどで、
リプスキーの研究内容が日本の地方自治体の職員
の職務遂行上の特徴を説明していると直ちに指摘
することはできないであろう。
一方で、国内の第一線職員研究のうち、地方自
治体の職員の職務と関係があると思われるものに
ついて、その研究対象とする職種を見ると表1の
通りである。
この表において、比較的最近の研究となる真渕
や田尾の研究では、第一線職員の職種の定義はか

事務事業評価の有効性に関する考察
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表1　先行研究において例示されている職種 

（出所）伊藤（大）（1980）、畠山（1989）、西尾（2001）、真淵（2009）、田尾（2010）より筆者作成 
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なり広くなっている。田尾は、第一線職員が持つ
とされる現場裁量に着目し、公共サービスに従事
する職員を広く第一線職員であると捉えている3

（田尾 2010）。真渕は、リプスキーの定義と自ら
の定義を比較しつつ、第一線職員を定義する上で
の重要な特徴として相当程度の裁量を持ちながら
対象者と直接接触する点を指摘している（真渕
2009）。
また、伊藤慎弐は、我が国において第一線職員
の職種の定義は一致していないとしつつ、第一線
職員を市民との直接相互作用を持つものとみなす
点においては見解が一致していると指摘している
（伊藤（慎）2006）。
すなわち、第一線職員研究においては、近年、
共通する職務遂行上の特徴の中でも特に市民との
直接相互作用と裁量の行使という2点が注目され、
それとともに研究対象となる職種が公共サービス
を提供する者全体に広がってきた経緯があるとい
える。
先行研究におけるこうした経緯を踏まえ、本稿
では、表1に挙げた第一線職員研究において述べ
られている職務遂行上の特徴のうち、以前はもと
より比較的最近の研究までにおいて共通して指摘
されている職務遂行上の特徴を、地方自治体の第
一線職員に理論上当てはまるものとして次で整理
する。

（2）地方自治体の第一線職員の職務遂行に共通す
る特徴

①目標の多義性
地方自治体の第一線職員は職務上の目標として
いくつかの、時に矛盾する目標を持つことがある。
例えば生活保護においては、生活の保障と自立の
助長の二つが目標として掲げられているが、実際
には受給世帯を経済的に支援すれば受給世帯は生
活保護への依存を強め、自立に向けた動機付けが
弱くなることが考えられ、異なる目標をどのよう
に実現するかというジレンマが存在する。
こうした目標のジレンマは、政策の目標がそも
そも理念的で実際の組織の活動を規定できる具体
的なものではないことに起因する。そのため、理
念的な目標を実際の職務遂行に落とし込む、すな
わち第一線職員が実際に職務を遂行する段階で、

具体的な目標設定の必要が生じる。第一線職員研
究においては、畠山がこの例として少年審判の審
理と判定を挙げている。すなわち、少年審判では
少年法第一条に定めがある少年の健全な育成がそ
の目的であると解釈されておりこの目的自体は争
われることがないが、実際の審判にあたっては、
将来の更生可能性に配慮した福祉的、教育的な側
面を重視するか、非行事実を重視して実体的・手
続的な面を重視するかという競合があるという例
である。畠山はこのような競合を「公式目標と作
業目標の分化（畠山 1989、p.123）」と表現してい
る。公式目標は誰もが概ねその通りであると認め
るような政策の理念を示すもので、社会的に認知
され支持が与えられるものであるのに対し、作業
目標は第一線職員や第一線職員が属する組織が具
体的にどのような活動でその理念を実現するかに
ついて、第一線職員やその組織が自ら生み出す目
標であるといえる。
また、畠山は、この作業目標がさらに、組織に
対してどういう機能を果たしているかという視点
から、他動的目標と再帰的目標に分けることがで
きるとする。前者は環境に対して組織が与えよう
とするインパクトを示すもので、「施策と意図さ
れた結果との間に目的‐手段の明確な関係を設定
できるほどの特定性と具体性をもち（畠山 1989、
p.123）」、後者は組織成員を組織活動へと動機付
ける誘因や資源の内部的分配を定めるものとされ
る（畠山 1989）。いわば、政策の成果という行政
機関にとっては対外的な目標と、予算や人員の獲
得といった組織の自己維持という内向きの目標と
を示すものといえる。この畠山の議論を図示する
と図1の通りである。
伊藤大一は、青色申告制度の下での税務職員の
職務において、青色申告制度の導入前の権威的な
税務行政と異なる民主的な税務行政を実効性ある
ものとするために納税者とのコミュニケーション
や相互理解を推し進めることと、そのような信頼
が高まったとしてもその信頼に応えて納税者が完
全な申告をするという保証はなく、こういった面
からすると税務職員は納税者とのコミュニケーシ
ョンを絶ち、権力的な作用として徴収業務を進め
ることが必要となるという、目標の二面性を指摘
している（伊藤（大） 1980）。
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西尾は、規制行政について対象者である違反者
にはさまざまの類型があり、類型によっては直ち
に処罰することが最善の執行戦略とはならないと
して、違反者の類型に応じ、周知戦略、制止戦略、
制裁戦略、適応戦略という四つの戦略を使い分け
る必要性があることを指摘している（西尾 2001）
が、これは、職員の職務の目標が規制の周知にお
かれるのか、厳密な処罰の執行におかれるのかな
ど、相手によって目標が変わりうる場合があるこ
とを意味する。
真渕は第一線職員の目標について、そもそも公
共の福祉という公務員が奉仕すべき目標を一義的
に定めるのは困難であり、目標の曖昧さは公務員
全体に当てはまるとしつつ、より問題となるのは
両立しがたい目標が掲げられていることにあると
して、先に挙げた生活保護の例や、西尾の研究に
ある法執行と秩序維持の例などを挙げる（真淵
2009）。
このように、第一線職員研究の多くにおいて、
第一線職員の職務遂行上の特徴として目標の多義
性が指摘されている。
また、目標が多義的であるということは業績評
価基準を設定することも困難であることを意味す
る。目標それぞれが矛盾していれば、業績評価基
準を設定しても、その両方を予定された水準まで
達成するということは難しい。また、第一線職員

はその裁量の存在ゆえに、業務量をある程度自分
で振り分けることが可能となっているため、業績
評価基準が設定されると、意図的に業績評価基準
の達成に直結する業務を優先的にこなそうとする
ようになるとされる（真淵 2009）。
②資源の不足
第一線職員は職務遂行に必要な資源を十分に持
たないという点も、第一線職員研究では共通して
指摘されており、地方自治体の第一線職員の職務
遂行上の特徴の一つと位置づけることができる。
畠山によれば、第一線職員の職務環境における
資源の不足の第一は、第一線職員一人当たりの対
象者の数や件数の問題である。すなわち、職員一
人当たりの担当件数が多く、第一線職員の個人的
能力の限界を超えるために十分な職務遂行がおろ
そかになるということである。第二が時間の問題
で、第一線職員一人当たりがこなさなくてはなら
ない職務の量が多すぎるために、慎重な意思決定
を行う時間的な余裕がないということである。
さらに、畠山は、仮に職員数や一件当たりの処
理時間が増加したとしても、それは直ちに第一線
職員にとっての資源の不足の解消にはつながらな
いとし、その理由として以下の三点を指摘してい
る。第一に、第一線職員の数が大幅に増員される
ことは見込みにくく、多少の漸増では業務量の根
本的な解消につながらないこと、第二に、増加し
た資源が質的改善よりは量的拡張に結びつきやす
いこと、第三に、公共サービスの特質として、あ
るサービスの提供は潜在需要の顕在化とみなさ
れ、それが更なるサービスの要求を生むきっかけ
となることである（畠山 1989）。
また、田尾は、急患が次々と運ばれてきた場合
の医師の例を挙げ、第一線職員のサービスを必要
とする状況は予告もなしに生じ、臨機応変に対応
する必要があることを示す。また、生活保護の例
を挙げながら、サービスを必要とする対象者が第
一線職員が保有する資源に比較して著しく多いこ
とを指摘している（田尾 2010）。真淵も、第一線
職員の資源が不足する原因としてサービスの供給
を増やすと市民からの需要も増加する傾向がある
という、行政サービス固有の特徴を指摘している。
公立図書館の蔵書が増えると利用したい人が増加
するというように、サービスの供給を増やすと需
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図1　目標競合の概念図 

（出所）畠山（1989）より筆者作成 
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要そのものも増えることで、依然として満たされ
ない需要が残るという構図であるために、行政サ
ービスは恒常的に不足しているように見えるとし
ている。このために、第一線職員は資源の慢性的
な不足状態から抜けられないということになる
（真淵 2009）。
西尾は規制行政について、違反行為を皆無にす
ることはまずもって不可能なことであり、違反行
為をある程度以下の水準まで有効に抑止し取り締
まれるような仕組みを設計することが必要である
とするが、この制度設計にあたり、すべての行政
活動においてその資源が「限られた職員数と予算
の範囲内」にあることを指摘している。そしてこ
の職員数や予算の水準の決定にあたって規制担当
部局が取り締まり効果の向上を狙い多くの予算や
人員を要求するのに対し、査定部局は一定の取り
締まり効果の発現を前提にそれに見合う予算や人
員による活動を求めるとし、このような査定交渉
を経て決定された一定の資源の枠組みの中で取り
締まり活動が行われることを指摘している（西尾
2001）。
このように、第一線職員の職務遂行においては、
ある一時点において処理するべき件数に対して人
員が不足するという処理時間や人員の不足があ
り、さらに時間や人員を補っても、供給が増える
と新たな需要が顕在化するという公共サービスの
特性が存在するために資源の不足が解消しないと
いう性質がある。以上の通り、第一線職員は業務
量に対して資源が不足している状態で業務を行っ
ているとされている。
③対象者の非自発性・非準拠性
地方自治体の第一線職員の職務遂行には、サー
ビスの受給の相手方となる対象者が存在する。第
一線職員研究では、この対象者の存在が第一線職
員の職務遂行を特徴づける要因の一つと位置づけ
られている。
例えば真淵は、第一線職員と対象者の関係につ
いて以下のように指摘している。第一線職員が提
供するサービスは、例えば住民票の発行などのよ
うに、対象者にとって第一線職員からしか受給す
ることができないものがある。このような場合に、
対象者は好むと好まざるとに関わらず第一線職員
からしかサービスを受給できないために、非自発

的な属性を持つことになる。
また、第一線職員が提供するサービスは公的な
性格をもつために、生活に必要不可欠な場合が多
く、特に貧困層にその傾向が強い。彼らにとって
は、仮に第一線職員以外が同種のサービスの提供
主体となっていたとしても、第一線職員が提供す
るサービスがその公的性格から無料ないし低コス
トで提供されているために、事実上唯一のサービ
スとなることもある。すなわち、非自発的に第一
線職員と接触する機会は増えることになるとされ
る（真淵 2009）。
また、西尾が研究対象としている規制というサ
ービスは、対象者が自ら進んで取り締まられるこ
とを希望するサービスではないが、対象者はサー
ビスの受給を自らの意思で回避することはできな
い4。伊藤大一の研究対象である税務行政にして
も、対象者に納税を逃れたり、税務署によらない
方法で納税するという選択肢はない。
このように、対象者にとっては、第一線職員は
サービスの唯一の提供主体であり、かつそのサー
ビスが公的な性格を持つなどの理由で自発的にサ
ービスの受給から退出するということが困難であ
る。このため、地方自治体の第一線職員の職務遂
行において対象者の非自発性が日常的に存在する
可能性が極めて高くなるといえる。
また、このように対象者の非自発性が日常的に
存在する状態の下では、第一線職員は対象者から
の評価に無頓着になる。これが、対象者の非準拠
性という特徴につながる。「自分の業績評価にプ
ラスにならない市民の相手を、真面目にしないこ
ともできる（真淵 2009、p.509）」し、極端な例と
しては対象者に対して無視、手荒い態度、不便を
かけるなどの行動をとって、サービスの受給に対
して非金銭的なコストを課すことすら可能となる
とされる（畠山 1989）。
④対象者の類型化
地方自治体の第一線職員がサービスを提供する
対象者は、個々に異なる事情、属性を持って第一
線職員のところへやってくる。しかし地方自治体
の第一線職員の側からすると、目標の多義性や資
源の不足という職務遂行上の特徴の中で、対象者
個々の事情を十分に反映させて職務を遂行するこ
とはおのずと困難になってしまう。このため、地
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方自治体の第一線職員は自らの職務を円滑に遂行
させるために、対象者を一定の基準に基づいて類
型化することになる。
例えば畠山は、第一線職員が提供するサービス
について高度に人間的判断が必要であるとし、機
械などでは代替できず、それゆえにある程度の人
数の職員が必要になるとする。そして第一線職員
の業務について、「対象市民を官僚制的に有意な
属性の集合へと変換する作業（畠山 1989、p.90）」
であるとする。この作業においては、対象者の属
性について、第一線職員が提供している公共サー
ビスに関連する範囲に限定して情報の収集と検討
が行われ、その対象者が公共サービスを受給する
資格を持つかどうかが決定される。この作業を畠
山は「クライアント・カテゴリー化」と呼んでい
る5。田尾も、第一線職員が対象者にサービスの
受給を応諾させる手法について分析する中で、一
人ひとり異なる属性を持つ対象者に対処しようと
していては、サービス資源が拡散して何もできな
くなることさえあるとして、対象者を特定の属性
に応じて類型化するという第一線職員の行動を指
摘している（田尾 2010）。
西尾の研究では、規制行政の対象者を第一線職
員に対する反応の種類によって「善意の違反者」
「悪意の違反者」「異議申し立て者」「反抗者」の
四つに類型化しているが、この類型化は対象者の
事情によって行われるものではなく第一線職員が
判断するものであり、ここに第一線職員の裁量が
働く余地があると指摘している（西尾 2001）。伊
藤大一の研究でも、納税者がいわゆる「篤農型」
であるかどうかという属人的な評価によって、税
務職員が納税者の扱いに差をつけることがあると
いう事例が指摘されている（伊藤（大） 1980）。
このような第一線職員による対象者の類型化
は、第一線職員が提供するサービスが対象者個人
の生活に大きな影響を与えるという特性を持つこ
とを考えるときに重要な意味を持つ。すなわち、
第一線職員はその業務を通じて、対象者個人に対
し直接的に給付や規制といったサービスを供給す
るが、そのサービスは対象者の立場からすると、
供給の有無によって自らの生活が大きな影響を受
けるものである。端的な例は生活保護を受給でき
るかできないか、あるいはスピード違反の取り締

まりを受けるか受けないかといった例である。先
に対象者の非自発性・非準拠性について述べた際
に指摘した通り、対象者にとっては第一線職員は
サービスの唯一の提供主体であり、かつそのサー
ビスが公的な性格を持つなどの理由で自発的にサ
ービスの受給から退出するということが困難であ
るために、この類型化の作業を通じて自らがサー
ビスの対象者と位置付けられるかどうかは、対象
者にとって生活を左右しかねない非常に重要な問
題である。そしてその基準は上述の通り、対象者
自らのニーズに沿ってというよりは、第一線職員
や第一線職員が属する組織によって規定されてい
ることになる。

以上、第一線職員研究をもとに、地方自治体の
第一線職員の職務遂行上の特徴として、目標の多
義性、資源の不足、対象者の非自発性や非準拠性、
対象者の類型化という四点を整理した。

3．事務事業評価の目的と仕組み

（1）事務事業評価の目的
地方自治体に評価が導入された背景としては、
行政改革による事業の見直しの必要性やアカウン
タビリティの確保が挙げられることが多い。例え
ば古川と北大路は、地方自治体に評価が導入され
た背景として以下の三点を指摘している。第一に、
公共部門の効率化の必要性からそれまで公共部門
が担っていた仕事が民営化などの形で外部化され
るようになり、外部化した業務が適正に遂行され
ているか確認する必要が生じたこと、第二に、経
済の低迷により増分的な予算配分が困難となり、
既存の政策の見直しや現状の活動の点検を行った
うえで、計画の策定や予算編成を行う必要が生じ
たこと、第三に、企業経営と行政経営が近接化し、
行政にも民間企業と同様に業務の質や業績、アカ
ウンタビリティといった概念を取り込んだ運営が
求められるようになったことである。こうした背
景から、評価は、公共部門が外部化した仕事の評
価、政策の見直しや事業の現状の点検、マネジメ
ントやガバナンス、アカウンタビリティに対応す
るツールという三つの役割を持って地方自治体に
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導入されることになった（古川・北大路2001）。
実際に評価を導入した地方自治体においても、
導入目的は上記の三つの役割を意識していること
が多い。例えば、行政評価の導入状況に関する総
務省の調査結果によれば、「予算要求や査定」と
「事務事業の見直し」を導入目的に挙げる地方自
治体が多い（総務省 2011）。また、都市自治体の
行政評価の導入目的を調査した田中の調査でも
「事務事業の有効性向上」「事務事業の効率性向上」
「説明責任の確保」を導入目的として掲げる地方
自治体が多くなっている（田中 2008）。そして、
上述の通りこうした調査で導入目的に多く挙げら
れている項目は直接的もしくは間接的に地方自治
体の実際の行政活動である事務事業に関係するも
のであり、その意味では事務事業評価の導入の目
的であるということもできるだろう。
また、地方自治体で最初に事務事業評価を導入
した三重県では、事務事業評価が生活者起点の行
政運営という改革の基本目標を実現するために職
員の意識改革を主な目的とし、目的・成果志向で
の事務事業の見直し体制の確立、政策に反映され
る事務事業の評価システムの確立、先進県として
の行政目標挑戦体制の確立の三段階の展開を想定
したものであったとされている（梅田 2008）。小
規模自治体における行政評価の導入事例を研究し
た内田も、事務事業評価が職員の意識を成果志向、
住民志向へ改革する意図を持って導入されている
ことを指摘している（内田 2008）。こうした指摘
から、事務事業評価の導入目的の一つに職員の意
識改革も位置付けることができる。
ここではこうした先行研究や調査結果を踏ま
え、事務事業評価の導入目的として、事務事業の
現状についての点検や見直し、行政活動のマネジ
メントの確立、アカウンタビリティの確保、職員
の意識改革という四点を挙げておきたい。

（2）事務事業評価の仕組み
上述の目的を達成するために、事務事業評価で
は、評価の視点として事業の妥当性、事業の有効
性、事業の効率性という三つの視点が設定される6。
事業の妥当性は、上位施策の目的を達成するた
めに評価対象の事務事業が必要か、事業の対象や
内容は妥当であるか、実施主体は現状のままで適

切か、といった観点から検討される。この検討に
おいては、上位の施策目的との整合性の観点から
目標が設定され、その達成度が数値によって測定
される。これによって上位の施策との目的-手段
の因果関係を意識した目標の可視化、また成果指
標による達成度の可視化が行われる。
事業の有効性は、事務事業の目標をどれくらい
達成できたかについて、事務事業ごとに設定され
ている成果指標の実績値や達成度などを検証する
ことで検討される。この際、単年度の実績だけで
なく過年度からの成果指標の実績値や達成度の推
移、中長期的な目標達成の予測などについて検討
されることもある。
事業の効率性は、事業費の増減要因や実施方法
の変更などによってコストを削減する余地がある
かという視点から検討が行われる。この検討にあ
たって、事業費の推移や単位当たりのコストの推
移が可視化される。
事務事業評価はこのように三つの視点が設定さ
れることで、目標と達成度の可視化、効率化の可
視化、成果指標の実績値や達成度の検証が行われ
る仕組みとなっている。
また、特に職員の意識改革という目的に照らし
て、事務事業評価によって事務事業の実績が可視
化され、職員がその結果や次年度の方向性につい
て客観的に検討する機会が設定されることで、職
員が成果志向、住民志向での事務事業の実施を考
えるという意識改革のきっかけを与える仕組みも
持っている。事務事業評価は、先に挙げた四つの
目的を達成するために以上のような仕組みを持つ
ものと、ここでは整理しておく。

4．事務事業評価に対する地方自治体の第
一線職員の認識についての考察

さて、3で整理した事務事業評価の仕組みは、
地方自治体の第一線職員の職務遂行を評価すると
いうその目的に照らして、有効に機能しうるので
あろうか。この点について、3において整理した
事務事業評価の仕組みと、2において整理した地
方自治体の第一線職員の職務遂行上の特徴を対比
させる形で考察を試みたい。
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（1）地方自治体の第一線職員の職務遂行と事務
事業評価の仕組み

①目標や達成度の可視化と目標の多義性
3において、事務事業評価は、事務事業の目標
とその達成度を可視化すること、可視化の手法と
して数値を用いる場合が多いこと、目標は政策体
系における目的-手段の因果関係に沿って、上位
の目標の達成に貢献するように設定されること、
この三点を指摘した。このように政策体系におけ
る目的-手段の因果関係を念頭に目標設定される
という意味で、事務事業評価における目標設定は
一義的であるといえる。
先の図1で示せば、この図の上に位置する組織
目標は実現するべき政策の目標があてはまる部分
であり、事務事業評価における目標設定では上位
の施策の目標にあたる部分である。地方自治体の
第一線職員の職務遂行上の特徴として、この段階
ですでに目標の競合が起きる場合があることを2
において指摘した。生活保護における生活の保障
と自立の助長、取締活動における法執行と秩序維
持といった例である。これに対して、事務事業評
価における目的-手段の因果関係を念頭に置いた
目標設定では、このような競合する目標を満たす
手段として事務事業の目標設定を行うことは難し
い。生活保護の例でいえば、生活の保障は給付に
よって、自立の助長は職業訓練や職業紹介などに
よってもたらされるものであり、目標の実現には
異なる手段が必要である。政策の目標、理念レベ
ルで目標の競合が生じている場合、事務事業評価
が想定する一義的な目標設定の考え方では、地方
自治体の第一線職員の職務遂行においては政策目
的実現のための手段としての目標を立てられない
状況が生じると考えられる。
では、組織目標のレベルでは目標の競合がなく、
単一の目標が設定できている場合はどうだろう
か。この場合でも、地方自治体の第一線職員が実
際の職務遂行にあたって設定する作業目標のレベ
ルで、競合が生じることを指摘した。図1で示し
ている、他動的目標と再帰的目標の競合である。
このうち他動的目標は施策の成果の実現を目指す
という意味の目標であり、事務事業評価における
目標設定の考え方と一致する。一方、再帰的目標
は組織の資源管理や職員の職務への動機づけな

ど、組織の自己維持の面からの目標設定で、いう
なれば職員や組織自身のために設定される目標で
ある。
すなわち、上位の施策との目的-手段の因果関
係を意識した事務事業評価における目標設定で
は、図1における他動的目標については可視化す
ることができるが、その他の目標については可視
化することができない。
このように、事務事業評価が地方自治体の第一
線職員の職務遂行における多義的な目標の一部し
か可視化できないということは、成果指標などで
可視化されている事務事業の目標に対する達成度
も、多義的な目標の一部しか把握できないという
ことになる。地方自治体の第一線職員の職務遂行
の成果は、時に競合することもある多義的な目標
の中から生み出されているが、事務事業評価にお
ける達成度の把握は事務事業の成果が上位の目標
達成にどの程度貢献したか、という視点からのみ
行われているということになるからである。
さらに、地方自治体の職員にとっての職務遂行
上の目標の一部だけが可視化され、その情報をも
とに事務事業の達成度が検討される場合に、地方
自治体の第一線職員が可視化された目標の達成度
を上げることを念頭に活動してしまう懸念もあ
る。すなわち、先に2において述べた通り、地方
自治体の第一線職員には業務の遂行において一定
程度の裁量が存在するために、事務事業の達成度
を上げることだけを優先した業務遂行も可能だか
らである。この結果、再帰的目的として定義した
組織の自己維持につながる予算や人員の確保、業
務遂行体制の維持という目的がおそろかになった
り、対象者のニーズが十分に汲み取られなかった
りといった事態が生じる可能性も考えられる。
このように、事務事業評価の仕組みとしての業
務の目標と達成度の可視化は、地方自治体の第一
線職員が職務を遂行する際に持っている目標や達
成度の一部しか可視化できず、これをもって事務
事業の目標や達成度を可視化したというには十分
ではないといえる。
②効率化の可視化と資源の不足、対象者の類型化
事務事業評価は、コスト削減や業務改善など、
費用対効果の高い効率的な業務遂行を行っている
かという点を可視化する仕組みを持っている。こ
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の仕組みと関連する地方自治体の第一線職員の職
務遂行における特徴として、資源の不足を挙げる
ことができる。2において指摘した通り、大量の
業務を迅速に処理することを求められている地方
自治体の第一線職員は、もともと業務遂行に必要
な時間や人員などの資源が不足している。また、
公共サービスは供給が増えるとその分需要も増え
ていく性質を持っており、仮に地方自治体の第一
線職員が持つ業務遂行上の資源を増やしたとして
も、サービスへの需要もその分増加してしまうた
めに資源の不足は根本的には解消されないという
特徴があった。
そして、これも2で指摘した通り、地方自治体
の第一線職員は目標の多義性や資源の不足を所与
として職務を遂行しサービスの供給を維持してい
くために、対象者の類型化を行っている。このよ
うな地方自治体の第一線職員の職務遂行における
特徴は、効率化という視点からみれば、資源の不
足を所与として、対象者の類型化によってこれに
対処しようとする効率化の志向がすでに備わって
いるとみることができる。すなわち、理論上無限
に近いとされる潜在的なサービス需要に対して自
らが保有する資源の効率的な利用を行おうとして
いるといえる。
これに対して事務事業評価における効率化の可
視化は、事務事業の実施にあたって与えられてい
る予算や人員、時間といった資源を所与として、
これをさらに費用対効果の高い状態で使うことを
求める。いわば顕在化している需要への対処を求
めているということになる。
このように、事務事業評価における効率化と、
地方自治体の第一線職員の職務遂行に見られる効
率化は、その内容が異なる部分が存在する。地方
自治体の第一線職員の職務遂行において、現在保
有する資源をできるだけ高い費用対効果で用いる
こと、すなわち事務事業評価が可視化する効率化
の視点は必要である。しかし地方自治体の第一線
職員の活動においては潜在的なサービス需要に対
応するという意味での効率化も必要である。その
ために対象者の類型化という、効率化に向けた対
応を行っているのであるが、事務事業評価の仕組
みではこの潜在的需要に対する効率化は把握でき
ない。

このように、事務事業評価における効率化の可
視化も、地方自治体の第一線職員の職務遂行にお
ける効率化の一部しか可視化できず、十分なもの
ではないといえる。
③職員の意識改革と目標の多義性、対象者の非自
発性・非準拠性、対象者の類型化
事務事業評価は、評価作業を行う職員が作業を
通じて自らの事業を振り返り、改善案を考えるこ
とを通じて、職員の意識改革のきっかけをつくる
という仕組みも持っている。この仕組みと関連す
る地方自治体の第一線職員の職務遂行における特
徴として、目標の多義性と対象者の類型化、対象
者の非自発性・非準拠性という特徴が挙げられ
る。
2において指摘した通り、地方自治体の第一線
職員は多義的な目標の中で職務を遂行しており、
その中からどれか一つだけを満たすような職務遂
行を行うことは困難である。すなわち、顧客志
向・住民志向を念頭に置くとしても、それを多義
的な目標の中でどのように実現していくかという
問題が生じる。
また、地方自治体の第一線職員の職務遂行上の
特徴である対象者の類型化という作業は、個々に
異なる事情を抱えて職員のもとにやってきた住民
を「一般化してしまったクライエント（筆者註：
本稿でいう対象者）につくり変える（田尾 2010、
p.285）」作業である。しかし、この類型化は対象
者個々の要求を完全に満たす仕組みではない。な
ぜなら、類型化はあくまでも地方自治体の第一線
職員の側が、目標の多義性や資源の不足といった
職務遂行上の特徴を前提に、業務を遂行する体制
を維持するために行っているものであり、対象者
のニーズを満たすことが優先されているわけでは
ないからである。
これに加えて、類型化の対象となる対象者には、
2で指摘した通り非自発性や非準拠性という特徴
がある。地方自治体の第一線職員が顧客志向・住
民志向で職務を遂行するためには、住民ニーズの
把握が不可欠となるが、対象者が非自発的かつ非
準拠的であるということは、対象者の側から積極
的なニーズや満足・不満足の表明が望みにくいと
いうことである。地方自治体の第一線職員にとっ
ては、このように対象者のニーズを把握すること

渡邊　智裕
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も難しいということができる。
以上のように、地方自治体の第一線職員は顧客
志向・住民志向を念頭に職務を遂行することがで
きない要因を職務遂行上の特徴として持ってい
る。このため、顧客志向・住民志向を念頭におい
て職務を遂行するためにはこうした要因を解消す
る必要があるが、意識改革のきっかけづくりとい
う事務事業評価の仕組みは、こうした要因の解消
の直接的な手段となることは想定されていない。
このため、事務事業評価を実施することで職員の
意識改革のきっかけをつくろうという仕組みも、
十分には機能しない可能性があると考えられる。

（2）事務事業評価の有効性に関する考察
ここまで検討した通り、事務事業評価の仕組み
として先に整理した三点である目標や達成度の可
視化、効率化の可視化、職員の意識改革に向けた
きっかけづくりは、いずれも地方自治体の第一線
職員の職務遂行上の特徴に照らして十分に機能す
るとは言い切れない面がある。すなわち、地方自
治体の第一線職員の職務遂行を基準として考えた
場合、事務事業評価の仕組みが有効に機能すると
は断定できず、機能不全を疑う余地が生じるとい
うことである。
この指摘はあくまでも理論上の可能性に止まる
ものではあるが、仮にこの指摘の通り事務事業評
価の仕組みが有効に機能しないとすれば、事務事
業評価がこの仕組みを通じて達成しようとしてい
る、3で整理した四つの目的も達成できない可能
性が存在する。
すなわち、事務事業の点検や見直しについては、
点検や見直しの前提となる事務事業の評価結果
が、事務事業の成果やその達成要因を正確に把握
できていない可能性が存在することになる。行政
活動におけるPDCAサイクルの確立についても、
チェック機能としての評価結果が正確に析出され
ていないのであれば、サイクルの有効性に疑義が
生じてくる。評価結果の公表によるアカウンタビ
リティの確保も、評価結果が事務事業の成果やそ
の達成要因を正確に把握できていなければ、その
目的を達成できていると直ちに断言することは難
しい。職員の意識改革については、そのきっかけ
づくりの仕組みの部分がうまく機能しないことか

ら、その目的の達成は難しくなるだろう。
本稿におけるここまでの検討から、地方自治体
の第一線職員の職務遂行の結果の評価において、
事務事業評価の仕組みが有効に機能せず、それゆ
え事務事業評価は本来意図された目的を達成でき
ない、という理論上の仮説を提示することができ
る。

５．まとめ

本稿では、地方自治体の職員が行政評価に対し
てムダなものと感じていたり、必要性を認識でき
ずにいる可能性の存在を検討する必要があるとい
う問題意識のもとに、この問題を検討する一つの
視点を提供する目的で、地方自治体の第一線職員
の職務遂行上の特徴と事務事業評価の目的、仕組
みについて理論上の整理と対比検討を行った。そ
の結果、地方自治体の第一線職員の職務遂行を基
準として考えると事務事業評価の仕組みは有効に
機能せず、その目的を達成できない可能性が存在
することを指摘した。この指摘はあくまでも理論
上の仮説であり、また冒頭述べたとおり検討の対
象となる行政評価と地方自治体の職員をそれぞれ
限定的に定義したことから、この指摘を持って地
方自治体の行政評価の有効性に直ちに疑念を示す
ことはできない。しかし、地方自治体の職員が行
政評価に対してムダなものと感じていたり、必要
性を認識できない可能性の存在について検討する
という本稿の問題意識に照らせば、その可能性の
存在を示唆するものとして有益な視点を提示する
ことができたと考える。
しかしながら、本稿の内容については今後検討
が必要な課題も存在する。まず、本稿が検討の対
象としてきた地方自治体の第一線職員や事務事業
評価について、理論上の定義自体をさらに厳密に
検討する余地がある。地方自治体の第一線職員と
はどのような業務に従事する職員を指すのか、現
在の地方自治体の職員の職務の実情を踏まえた検
討も必要であろう。また行政評価についても、地
方自治体の職員の全員が評価の作業に関与してい
るのか、評価の手法はどのようなものかなど、よ
り厳密な視点からその目的や仕組みを定義してい
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く余地が残されている。そしてそれらを踏まえて
理論上の仮説の精度を高めた上で、その実証に向
けた検討を行う必要がある。
このように多くの課題があるものの、前述の通
り行政評価について職員が感じているやらされ感
や負担感を減少させ、評価を日常の業務において
より有用なものとしていくことは今後必要なこと
と考えられる。さらに研究を深めていく必要があ
ると考えている。
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注記

1 地方自治体の実態調査の事例としては、本稿でも取

り上げているものとして総務省が毎年度全国の地方

自治体を対象に実施しているアンケート調査（総務

省 2011）や田中による都市自治体に対するアンケ

ート調査（田中 2008）のほか、三菱総合研究所が

2009年まで全国の地方自治体を対象に実施していた

アンケート調査がある。三菱総合研究所のアンケー

ト調査結果は、本論で取り上げている田渕の研究

（田渕 2010）にその概要が掲載されている。

2 第一線職員研究において検討の対象とされている職

員は、大衆としての市民ではなく、個人としての対

象者と日常的に直接接触することが業務上不可欠の

要素となっている。この趣旨に照らせば、地方自治

体において人事、財務、会計、文書管理などを担う

ような、いわゆる官房系の部署に属する職員は第一

線職員とはみなされない。これらの職員は、その業

務の実施において対象者としての市民と直接接触す

ることは日常的ではなく、むしろ組織内部の職員や

国や県などの関係機関とのやり取りが業務の主たる

部分を占めるからである。

3 ただし、田尾はこのように第一線職員をとらえるこ

とには異論もあると述べている（田尾 2010、p.278）。

4 実際には、規制行政では規制をかいくぐって違反行

為を続けようとしたり、法令上の抜け道を探し出し

て合法的に規制を回避しようとする対象者が存在す

る。ここでの趣旨は、対象者に対して自発的、積極

的にサービスの受給から退出したり、受給を拒否す

る権利が与えられていないということである。

5 この「クライアント・カテゴリー化」について、畠

山は対象者からの要求の総量規制や対象者の資格認

定手続きや対象者の処遇におけるルール操作などの

具体的な特徴を挙げて詳細な分析を加えている（畠

山 1989、p.295-p.422）

6 主に稲継（2008）の整理によった。評価の視点につ

いては内田（2008）にも同様の指摘がある。
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Consideration on the Effectiveness of Project Evaluation
- From the perspective of the duties of local government officers -
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Abstract

One issue with administrative evaluation is that it can feel like a burden and duty to officials. When we
consider this issue, I believe that whether local government officials feel that the evaluation is to be effective is a
necessary perspective. In this study, I focus on the theory of street-level bureaucracy in order to explain the
features in the execution of the duties of officials of local governments. In addition, I focus on project evaluation
as one model of administrative evaluation. This is because there is an accumulation of research on project
evaluation.

By comparing the features of the work of street-level bureaucrats and functions of project evaluation, this
paper attempts to examine the effectiveness of project evaluation from the perspective of the duties of local
government officers. The paper proposes a hypothesis that evaluation does not work effectively from the
perspective of the duties of local government officers.

Keywords
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1．はじめに

2015年に予定されている国連ミレニアム開発目
標（Millennium Development Goals：MDGs）の達
成年限まで残り3年となり、2007年にはMDG
Achievement Fund（MDGIF）が創設されるなど、
「開発」をどう評価するのかという点に世界の関
心が集まっている（The World Bank 2010）。「開発」
に対する包括的な評価指数として、1990年以降、
一層の注目を集めているのが、人間開発指数
（Human Development Index：HDI）である。HDI
は、従来の経済開発指数に代わる包括的な開発指
数として、国際的にひろく用いられている複合指

数である。従来型の開発指数とは異なり、経済指
標（一人当たりGNI）のみならず、保健指標（出
生時平均余命）と教育指標（平均就学年数と期待
就学年数）も加味した複合指数である点にその特
徴がある1。国別のデータに基づいて、各国ごと
に単一の指数値として算出されるHDIは、その数
値の高低で開発のレベルを測る指数として、国際
比較を行う際の新たな視点となり、学術・実践を
問わず、様々な分野で活用されている。2000年代
以降は特に、開発途上国政府の政策対応を引き出
すための政治的ツールとしてもその影響力を発揮
しており、例えばシンガポールでは、HDIのラン
キング情報が政府の政策形成に影響を与えた例が

【研究論文】

人間開発指数再考：包括的な開発評価への試み

米原　あき
明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科

yonehara@meiji.ac.jp
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開発レベルを測るランキング指数として認知されているが、HDIの理論根拠である人間開発論に鑑みれば、
HDIをランキング指数として活用する方法が最善の方法であるとは言い難い。
したがって本稿では、人間開発論の考え方に則り、国家ランキングによる評価にとどまらない、各国の

「開発バランス」を評価するための新たな方法を提案することを目的とする。必要なデータが入手できた
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よって、より包括的な開発評価に向けたHDIの応用を試みる。
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報告されている（UNDP 2010, p.14）。
開発指数に包括的な視点を導入したHDIの意
義、そしてHDIの思想根拠となっているSen
（1981; 1987; 1992; 1997; 1999a; 1999b; 2000; 2002）
の人間開発論の価値は、国際的にも高く評価され
ており、多くの先行研究や開発関連の報告書など
において、HDIが活用されている。しかしながら、
従来の経済指数に比してより包括的な視点からの
ランキングが可能にはなるものの、HDIの思想根
拠である人間開発論の論旨に鑑みれば、HDIをラ
ンキング指数として活用する方法が最善の方法で
あるとは言い難い。絵所（1997）はこの点を次の
ように鋭く指摘している。

センの発想を生かす方法は、少なくとも人間開発
指数を作成して各国を序列づけることにはない。
（中略）そうではなく、国、地域、社会階層、性
差、それぞれのレヴェルで、どのような潜在能力
が欠如しているのかを具体的に分析することにあ
り、その原因はどこにあるのかを探求することに
ある。開発政策への道筋が開けるのは、この方法
である。（p.216）

したがって本稿では、人間開発論の発想を尊重
し、国家ランキングによる評価にとどまらない、
各国の「開発バランス」を評価するための新たな
方法の提案を試みる。すなわち、現行のHDIの役
割とその有用性を尊重しつつ、より包括的な開発
評価のためのHDIの活用方法を探求し、より人間
開発論の理念に則った、開発評価の方法論に関す
る提案を行うことを目的とする。
具体的には、以下の手続き及び方法によって分
析・考察を行う。はじめにHDIの定義と特性を明
らかにしたうえで、現行の応用方法の問題点を指
摘し（2節）、世界141か国のHDIデータを主成分
分析によって分解して得られた成分行列を基に、
「開発バランスチャート」を作成・提案する（3節）。
最後に、これら141の「開発バランスチャート」
の類型化を通じて、従来のHDIによるランキング
情報との相互補完性について検討する（4節）。

2．HDIの限界と課題

（1）HDIとは
戦後の国際開発の歴史の中で、「開発」という
概念は、「経済開発」とほぼ同義に理解されてき
た。Meier（2000）の定義によれば、コロンボプ
ラン（Colombo Plan for Cooperative Economic and
Social Development in Asia and the Pacific）に始ま
るとされる国際開発の歴史は、1950年から1975年
ごろまでの第一世代と、1975年から2000年ごろま
での第二世代とに分けられる。開発の第一世代が、
「グランドセオリーに基づくマクロ経済開発アプ
ローチによる開発戦略」2を展開してきたのに対
し、第二世代は、「新古典派経済学に基づくミク
ロ経済開発アプローチによる開発戦略」3を推し進
めてきた。マクロかミクロかというアプローチ上
の違いはあったものの、開発の第一世代・第二世
代は、ともに「経済開発としての開発」に取り組
んできたといえる。これに対して、開発の第三世
代ともいうべき新たな開発思想が、1998年にノー
ベル経済学賞を受賞したSen（1981; 1987; 1992;
1997; 1999a; 1999b; 2000; 2002）の人間開発論で
ある。Sen（2000）によれば、

開発とは、人々が享受する本質的自由を増大させ
るプロセスであると見ることができる。（中略）
人間の自由に焦点を当てる開発論は、開発をGNP
の成長・個人所得の増加・工業化・技術の進歩・
社会の近代化などと同一視する狭い開発論とは対
照的である。（p.3）

Senは、「GNPで開発のレベルを判断しようとす
る狭い開発論」を批判して、開発に対するより包
括的な視点を提供している（Yonehara 2009,
pp.35-52）。Senによれば、開発の究極的な目的は
「本質的自由（constitutive freedom）」―すなわち、
個人が実現したいと願う生の在り方（Sen 1992;
1999a; 2002などを参照）を実際的に実現する自由
―にあり、「経済成長」や「経済的な豊かさ」は
開発の手段のひとつとして位置付けられる。この
ような観点からすると、GNPやGDP、GNIなどの
経済指標のみを用いて一国の開発のレベルを測ろ
うとする従来のアプローチは不十分なものである

米原　あき
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ことになる。そこで国連開発計画（Un i t e d
Nations Development Program：UNDP）は、従来
の経済指標を超えるより包括的な開発指標として
「人間開発指数（Human Development Index：HDI）」
を考案した。Senの開発論を反映したHDIは、
1990年から発行されているUNDPの年刊報告書
「人間開発報告書（Human Development Report：
HDR）」に報告されており、HDRには、HDIによ
る国ランキングおよび国分類（HDI低位国群、中
位国群、高位国群、最高位国群4）が掲載されて
いる。
HDIの定義は、HDRのテクニカルノートに詳し
い（UNDP 2010、pp.215-219）5。概説すると、
HDIは、3つのディメンション―健康的な生活
（Long and healthy life）、知識（Knowledge）、適正
な生活水準（A decent standard of living）―に応じ
て選定された4つの指標―出生時平均余命、平均
就学年数、期待就学年数、一人当たりGNI（PPP
US$）―に基づいて作成された3つのインデック
ス―平均余命、教育、GNI―の幾何平均として算
出される複合指数である（表1参照）。
Jolly（2002）は、わずか4種類の指標で人間開
発指数を定義することに疑問を呈しつつも、人間
開発の概念に統計的な指数の考え方を導入するこ
とについて、「統計学者は、統計は（人権問題に
対して）ほとんど貢献できない、といった誤った
一般認識を捨て去らなければならない。統計は、
人々の気づきを促進し、行動に向けてのプレッシ
ャーを生成するという重要な役割を果たすことが
できるのである。（p.266）」と述べ、HDIの意義を
認めている。

（2）HDIの応用
では、HDIは、現実の事例に対してどのように
応用されているのだろうか。1990年にHDIが発表
されて以来、HDIは、開発に対する包括的な視点
を提供する新たなツールとしてひろく活用される
ところとなった6。たとえば、Haq（2000）は、
HDIを用いて南アジア諸国における人間開発のレ
ベルを比較検討している。また、Ahsan（2004）
は、イスラム諸国における人間開発の条件につい
て、HDI比較による分析を行っている。さらに、
ランキングとは異なる応用例として、HDRの国
別レポートや国別分析にみられるHDIの活用事例
を挙げることができる。国別HDRは、世界各国
のUNDP現地事務所が、主としてHDIの3項目に関
する情報をもとに、人間開発の視点から各国の開
発課題を指摘したものである（UNDP 2012a）。こ
のレポートから、国ごとに異なるその年のテーマ
について、その国の現状と課題をより具体的に理
解することができる。また、UNDPのウエブサイ
トは、HDIの基となったデータを公表し、各国の
トレンドや各指標の状況を様々なグラフ、チャー
トを通じて把握することができるようなシステム
を提供している（UNDP 2012b）。加えて、HDIの
情報を国ごとに分析した事例も見られる。たとえ
ば、コスタリカ、キューバ、スリランカの3か国
は、これら3か国と同程度の経済状態の国よりも
人間開発指数が高いことが報告されており
（UNDP 2010, pp.49-50）、経済開発と人間開発が
必ずしも軌を一にするとは限らないという点が確
認されている。
以上のように、HDIの登場によって、経済的な
側面にとどまらない人間生活の諸側面に対して、
より包括的な議論が形成されるようになったと言
えよう。しかしながら、HDIが国際比較のための
ランキング評価のツールとして活用されるケース
が多い現状に鑑みると、冒頭の絵所（1997）の引
用に指摘されている問題点が解決されたとは言い
難い。上述のとおり、ランキングとは異なる応用
例もみられるが、各国独自の「開発のバランス」
そのものを評価の対象とするような、「開発の包
括性」自体に主たる関心を寄せた評価手法は、管
見の限り、見当たらない。
さらに、HDIに対する批判の多くは、指数とし
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表１　人間開発指数の定義 

（出所）UNDP（2010）より筆者作成 
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ての緻密性―指標を構成する変数の選定や計算の
方法など―に関するものが多く、それらの批判に
こたえて、UNDPは、人間貧困指数（Human
Poverty Index: HPI）、ジェンダー不平等開発指数
（Gender Inequality Index: GII）、そして複合貧困指
数（Multiple Poverty Index: MPI）など、様々な開
発指数を提案している。さらにHDI自体を改良す
る技術的な努力も積み重ねられている（Panigrahi
& Sivramkrishna 2000; Herrero et. al. 2010）。しかし
ながら、いずれの指数も、複合指数という形態を
とっているものの、単一の数値で対象を評価しよ
うとするものであることには変わりがない。
Senの人間開発論の真の目的は、「国家の序列化」
ではなく、開発というテーマの複雑性や多面性に
ついて注意を喚起し、より包括的な視点から開発
政策に取り組むための方向性を示すことにあると
考えられる7。したがって次節では、人間開発論
の真意をより正確に反映した開発評価手法の提案
を目的として、ランキング指数にとどまらない、
HDIの新たな可能性について検討する。

3．「ランキング指数」から「開発バラン
スチャート」へ

（1）「バランスチャート」の考え方
上述のとおり、従来のHDIが、「3つのインデッ

クスからHDIを算出し、その数値の高低によって
国々を序列化する」という方向で活用されること
が多いのに対し（図1参照）、本研究では、「3つの
インデックスの構造（インデックス間のバランス）
に注目し、各国の開発政策上の課題（人間開発政
策上のアンバランスポイント）を明らかにする」
という方向でHDIを活用する方法を提案する（図
2参照）8。開発バランスの良し悪しを多面的に評
価するモデルを提案することにより、Senの人間
開発論が目指す「開発に対する包括的な視点」を
反映することができるのではないかと考える9。
インデックス間のバランスに注目した先行研究
として、Hidalgo（2010）のHDI TreeやDespotis
（2005）の包絡分析がある。Hidalgo（2010）は、
各国のHDIを「一本の木」になぞらえ、HDIの値
が幹の大きさを、3つのインデックスがそれぞれ

幹から伸びる3本の枝ぶりをあらわす、HDIの視
覚的な表現方法を提案している。HDI Treeは、統
計学に詳しくない一般読者にも直感的に分かりや
すく、親しみやすいプレゼンテーションではある
が、この方法では、本稿で後述するような「類型
化」を行うことができず、より踏み込んだ分析に
発展させることが困難である。本稿で提案する
「バランスチャート」は、HDI Treeの特徴を備え
つつ、複数のチャートの類型化が可能である点に
優位性がある。
また、Despot is（2005）の包絡分析（Data
Envelop Analysis：DAE）は、HDIの包括性に注目
し、指数値による単純なランキングではなく、3
つのインデックスが生み出す「効率性（efficiency）」
に基づく国際比較を行う新たなモデルを提案して
いる。Despotisの研究は、「指数値による単純なラ
ンキング」というHDIの活用方法に対する疑問を
出発点にしており、この点において本研究と問題
意識を共有している。しかしながら、多角的な視
点から投資効率の最大化を図るという経営学生ま
れのDAEモデルのもとでは（刀根 1993）、
Despotis自身も述べているとおり、構成要素間の
バランスそのものを評価の対象とするというより
も、「効率性」という視点からHDIを再考すると
いうアプローチをとることになり、本研究が目指
す「バランス評価」とは異なる点に帰着している。
次節に詳述するように、本稿では主成分分析を
用いて、HDIの3つのインデックス間の「バラン
ス」を包括的に評価する方法を提案する。この方
法によって、どの分野に政策的プライオリティー
を置くべきかといった、人間開発政策上の議論の
たたき台を提供することができる。また、後述の
ようにバランスチャートを類型化することで、ラ
ンキングとは異なる視点からの国際比較も可能に
なる。これらの点に本研究の独自性がある。

（2）分析方法
HDIの構造（3つのインデックス間のバランス）
を明らかにするにあたって、主成分分析を活用す
る（Tabachnick & Fidell 2001、Grimm & Yarnold
2004）。主成分分析によって、その国のHDIを構
成する主要な成分（第一主成分、即ち、その国の
人間開発の傾向を示す固有ベクトル）が抽出され、
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さらに、その第一主成分に対する3つのインデッ
クスの影響の程度（第一主成分に対する影響力、
即ち、その国の人間開発ベクトルに対する各イン
デックスの寄与度）が、成分行列として析出され
る。この成分行列に示された3つの成分に注目し
て、その国の人間開発に関する開発バランスの良
し悪しを検討する。
3つのインデックスのバランスを考察するにあ
たって、各インデックスの値を直接用いずに、主
成分分析によって得られた第一主成分の成分行列
を用いる理由は、以下のとおりである。すなわち、
それぞれのインデックスの大小を個別に比較する
ことが主要な目的なのではなく、あくまで、その
国の「人間開発」に対する影響力として、各イン
デックスのバランスを考察したいためである。主
成分分析の成分行列は、主成分に対する各要素の
相関を示す。換言すれば、各要素（本分析の場合、

3つの各インデックス）が、どの程度、主成分
（本分析の場合、各国の人間開発の傾向を示す固
有ベクトル）に寄与しているかを分析することが
できる。主成分分析を行わず、直接各インデック
スの値（データ対象期間の平均値）を用いてバラ
ンスチャートを作成した場合との違いについて
は、次項の分析結果において具体的に検討する。
分析に用いるデータは、2007年に発行された人
間開発報告書2007/2008年度版（UNDP 2007）の
HDIランキングにリストされている177カ国より、
分析に必要なデータを備えた141カ国（18低位国、
59中位国、31高位国、33最高位国）から収集した10。
各国の3つのインデックスについてのパネルデー
タ（1970－2010年：推定値を含む）を用い、141
カ国それぞれについて主成分分析を行った。
本分析の結果を解釈する際の留意点として、こ
の分析は相対評価の道具にはならないという点に

人間開発指数再考：包括的な開発評価への試み

図1　従来のHDIの発想 

（出所）筆者作成 

図2　HDIの応用可能性 

（出所）筆者作成 
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注意しなければならない。つまり、成分行列の3
つの要素がいずれも高い値を示している、即ち、
開発バランスが良好であるとしても、それがすな
わち各指標の「元の値」が高いということを意味
しない、ということである。開発バランスが良好
であっても、平均余命やGDPなどの個別の指標値
は低い「低位安定」というケースや、逆に、開発
バランスの悪い国の方が相対的なHDIランクは高
いというケースもあり得る。したがって、本分析
によって得られる開発バランスのモデルは、従来
のHDIの代替物ではなく、HDIランキングによっ
て得られる情報を違う角度から補完するものとし
て理解される必要がある。後述のとおり、従来の
「HDIランキング」と本稿の「開発バランス」を
並列することで、より有効な開発評価の可能性を
開くことを目的としている。

（3）分析結果
紙幅の都合上、141の分析結果の詳細をすべて
挙げることはできないが、典型的な例として、ラ
テンアメリカ、中央アジア、東アフリカの各地域
から3カ国の分析結果（第一主成分の成分行列）
を示す（表3参照）。成分行列の値は、第一主成分
（各国の「人間開発」の傾向を示す固有ベクトル）
に対する各成分（LEX、EDU、GDP）の寄与度を
表している。また、二段目カッコ内のインデック

ス値は、主成分分析を行う前のローデータから、
各成分の経年データ（1970－2010年）の平均値を
算出したものである。
主成分分析の結果について、いずれの国におい
ても、第一主成分の説明力（% of Variance）は70
～90%を超えており、それぞれの第一主成分が各
国の「人間開発」の傾向の大部分を説明している
と解釈することができる。これら3カ国のHDI成
分バランスをレーダーチャートに示すと、図3の
ようになる。
これらのレーダーチャートは、それぞれの国の

「人間開発」の傾向（第一主成分としてあらわさ
れる固有ベクトル）に対する3つのインデックス
の寄与の程度を可視化したものである。このよう
なモデル化を行うことで、単一の指数としてHDI
の高低を見るだけではなく、各国のHDIの構成要
素がどのようなバランスを示しているのかを考察
することが可能となる。理想的には、HDIの値が
高いだけではなく、HDIを構成する3つの要素が
バランスよくその国の「人間開発」に寄与してい
ることが望まれる。構成要素のバランスに著しい
「アンバランス」が見られる場合には、その国の
人間開発政策に何らかの改善が必要であると考え
られる。続いて、主成分分析を行わずに直接各イ
ンデックスの平均値を用いてレーダーチャートを
作成した場合の結果を図4に示す。
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表3　分析結果：HDI成分行列 （注1） 

（注1）SPSS ver.11.5 使用。 
（注2）インデックスの略号は下記のとおり。 
　　　　LEX＝Life Expectancy at Birth（平均余命インデックス） 
　　　　EDU＝Education（教育インデックス） 
　　　　GDP＝Gross Domestic Products（GDPインデックス） 
（注3）% of Varianceは第一主成分の説明力を示す。 
（出所）筆者作成 
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図4のチャートは、図3と比較すると、3カ国の
チャートの形状に類似した傾向が見られ、各国の
特徴が明確にあらわれていないことが分かる。各
インデックスの値は、ゴールポスト値によって標
準化された、0.00から1.00の間の相対的な位置付
けをあらわす、いわゆる「偏差値」のような性格
を持った値なので、各インデックスのローデータ
の値が近似した国は、近似したインデックスを得
ることになり、結果として類似したチャートが描
かれることとなる。また、図4に示されたチャー
トは、各インデックスの平均値が独立に記された
ものであり、「人間開発」という、各インデック
スを包摂する上位概念はどこにもあらわれていな
い。
これに対して、図3のチャートは、「人間開発」

という上位概念を第一主成分として抽出した際

の、各インデックスと「人間開発」という固有ベ
クトルとの関係をあらわしている。各インデック
スのローデータの値の大小ではなく、3つのイン
デックスが全体としてどのようにその国の「人間
開発」という第一主成分に寄与しているのか、そ
の寄与度の強弱が図3のチャートにあらわされて
いる。「人間開発」の評価モデルとしては、「人間
開発」を定義する指標を成分として分析を行い、
そのバランスの良し悪しを評価の材料とする、図
3のチャートの方が適当であると考えられる。
図3のチャートに注目すると、ブラジルはバラ
ンスのとれた人間開発の様相を呈している。他方、
ウズベキスタンとタンザニアのレーダーチャート
には「アンバランス」が見られる。ウズベキスタ
ンにおいては教育インデックス、すなわち、「知
識」という人間開発のディメンションにおいて

人間開発指数再考：包括的な開発評価への試み

図3　分析結果：HDIバランスチャート 

（出所）筆者作成 

図4　分析結果：HDI平均値バランスチャート 

（出所）筆者作成 
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「開発のアンバランス」が見られ、タンザニアに
おいては平均余命インデックス、すなわち、「健
康的な生活」という人間開発のディメンションに
おいて「開発のアンバランス」が見られることが
分かる。両国における人間開発政策を考える際に
は、両国の現状にこのような「アンバランス」が
存在することを念頭に置いて政策立案がなされる
必要があるといえよう。
また、基本的に「アンバランス」は何らかの問
題状況を示唆するサインとして理解される必要が
あるが、「アンバランス」が析出されても、それ
がその社会にとって重要度の低いものであると判
断された場合には、「アンバランスの存在を認識
したうえで許容する」という決定がなされること
も現実にはあり得るだろう。重要なことは、「あ

る分野にアンバランスがある」という事実を、政
策形成者および一般市民が共通に認識し、適切な
政策対応や公共の議論が展開されることである11。
本稿のバランスチャートに期待される役割は、そ
のきっかけを提供することにある。

4．考察

（1）バランスチャートの4類型
上述のとおり、必要な情報を備えた141カ国の
データを分析し、141の「開発バランスチャート」
について、以下のような類型化を試みた（付録1
も参照）。
II型については、EDUが0.8未満のものをII-1型

米原　あき

表4　「開発バランスチャート」の4類型 

（注1）UNDPによるHDIランキングでは、HDIが0.8以上の国をHDI高位国と定義している。 
（注2）2010年度以前の版報告書では、GNIではなくGDP（per capita, PPP US$）が用いられている。 
（出所）筆者作成 
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（教育アンバランス型）、LEXが0.8未満のものを
II-2型（保健アンバランス型）、GDPが0.8未満の
ものをII-3型（経済アンバランス型）とし、III型
については、EDUがネガティブなものをIII-1型
（教育逸脱型）、LEXがネガティブなものをIII-2型
（保健逸脱型）、GDPがネガティブなものをIII-3型
（経済逸脱型）、ネガティブ項目と0.8未満項目が
併存するものをIII-4型（複合逸脱型）とするサブ
類型も行った（表5、付録1参照）。以上の類型に
従って分析結果を整理し、HDIランキングとの対
照を一覧にまとめたものが表5である。
表5の対照表のセルI-LowとI-Mediumは「低位
安定型」の国々を含んでおり、セルI-HighとI-
Very Highは「安定型」の国々を含んでいると理
解できる（表5下段参照）。HDIランクの最上位国
群のほぼすべてが「安定型」に類型されているこ
とが分かる。最上位国群の例外であるクウェート
（KWT）とアラブ首長国連邦（ARE）は「経済逸
脱型（III-3）」に類型されている。
HDIランクの低位国群に注目すると、半数以上
の国（18か国中10か国：約56%）が「逸脱型」に
類型されており、中位国群の「逸脱型」（59か国
中16か国：約27%）、高位国群の「逸脱型」（31か

国中3か国：約10%）と比べても明らかに割合が
高い。これは、過去約40年の間に人間開発に関す
る3つのディメンションのいずれかに後退現象が
起きていることを示唆している。表5のIIIのサブ
類型（III-1～4）から、該当国それぞれのどの要
素に「逸脱」が起こっているかを一目で読み取る
ことができる。それぞれの「逸脱分野」への政策
的対応が求められる。
HDIランクの中位国群は、アンバランスを抱え
ている国も多い（59か国中17か国：29%）。59か
国中16か国（約27%）が「逸脱型」であることを
考慮すると、中位国群の半数以上が人間開発上の
「不安定（アンバランス、逸脱）」を抱えているこ
とが分かる。ここでも、II型、III型のサブ類型か
ら、該当国それぞれのどの要素に「不安定」が見
られるかを一目で読み取ることができる。それぞ
れの「不安定要素」への政策的対応が求められる。
HDIランクの上位国群は、多くが「安定型」に
類型されているが、「不安定型（アンバランス型、
逸脱型）」に類型されている国々の大半が「経済
不安定型（II-3、III-3）」を示しているという特徴
が読み取れる。
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表5　HDIバランス類型-HDIランキング対照表 

（注1）国名の略号はHDRに準じる。国名については付録1参照。 
（出所）筆者作成 
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（2）HDIランキングとの相互補完性
以上の分析により、「バランス」に注目するこ
とで、「ランキング」では見えなかった、各国の
開発課題について言及できることが示され、「ラ
ンキング」の情報だけでは看過しがちな「ランク
内の多様性」を可視化することができた。しかし
ながら、表5の解釈に示されたとおり、バランス
チャートの考え方は、従来のHDIランキングの意
義を否定するものではなく、むしろ、「バランス
とランキングの相互補完性」の強化を目指すもの
である。
バランスチャートは相対評価の道具にはならな
いという点については、既に指摘した。即ち、開
発バランスが良好であっても、各インデックスを
構成する指標の値は低いという「低位安定型」の
例などを誤解釈しないために、HDIによるランキ
ング情報の併用が有効である。同時に、バランス
チャートによる評価は、ランキング値が高くても、
「開発バランスがよく、かつランキングも高いの
か」、あるいは、「ランキングは高くても、開発バ
ランスには問題があるのか」といった視点で、ラ
ンキング情報を批判的かつ補完的に検討する材料
となる。

（3）バランスチャートの限界と課題
このバランスチャートが有効性を十分に発揮す
るためには、さらに取り組まなければならない課
題が残されている。まず、「包括的評価」を目指
しながらも、HDIとの相互補完性を確保するため
に、バランスの視点を3つのインデックスに限ら
ざるを得なかったという限界を認めなければなら
ない。絵所が指摘するような、また、Senが想定
するような「包括性」を備えたバランス評価モデ
ルを構築するためには、現行のHDIの制約を超え
た、多様なインデックスを用いた分析を行う必要
があろう。
次に、レーダーチャートの解釈と利用に関して、

どのような基準で「適正バランス」あるいは「ア
ンバランス」と判断するのか、また、「アンバラ
ンス」や「逸脱」の程度をどのように解釈して開
発評価を行うのか、という問いにも答えなければ
ならない。本研究においては、暫定的に「HDI＝
0.8」という値を採用したが、評価基準の一般性

を高める必要がある。
最後に、本稿ではチャートの形状をもとに、I
型からIV型の4つの型を基本とした類型化を行っ
たが、この類型方法は十分に合理的と言えるか、
さらに考察を深める必要がある。特にチャートの
形状が三角形以上の多角形になった場合には、
「不安定型（アンバランス型、逸脱型）」の類型が
より複雑になることが予想される。より適切な類
型方法を適用することにより、より妥当性の高い
分析・提言を行うことができるはずである。

5．おわりに

本稿では、HDIの3つの構成要素をレーダーチ
ャートに可視化し、「バランス」という観点から
開発評価を行うためのモデルの提案を試みた。冒
頭に挙げた絵所（1997）の引用に指摘されるよう
に、「国、地域、社会階層、性差」といった多様
な生の側面すべてを評価の対象とするには遠く及
ばなかったが、少なくとも、本稿で提案する評価
方法は、ランキングよる評価には見られない、包
括的な評価の視点を提供している。このような評
価手法によって、HDIランキングだけでは見えて
こなかった、国ごとの「開発バランス」の良し悪
しが可視化され、「バランスのとれた人間開発政
策」を形成するための政策的関心を喚起すること
ができるのではないかと考える。
また、「バランス」という視点を尊重する評価
のフレームワークは、MDGsの評価をはじめとす
る「包括的評価」を行う際に有効なツールになり
得る。今後、本研究のアプローチを、MDGsなど
の多角的な評価モデルにも応用・拡張していきた
い。

米原　あき
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付録1 HDIランキングとHDIバランスの相互補完性



102 米原　あき



103

注記

1 2010年の報告書においてHDIを構成する3つの指標

のうち、経済指標と教育指標の定義が改変され、従

来、GDPによって定義されていた経済指標がGNIに

替わり、就学率と識字率によって定義されていた教

育指標が就学年数に替わった（UNDP 2010）。

2 Nurkse（1953）の「貧困の悪循環理論」、Rostow

（1960）の「発展段階論」、Chenery（1979）の「ふ

たつのギャップ理論」をはじめ、Hirschman（1958）、

Gershenkron（1966）、Bauer（1971）などによって多

くのグランドセオリーが打ち出された。

3 Shultz（1971）やBecker（1967）の「人的資本論」

と、経済学的なアプローチの中でも人道主義的立場

を強調するStreeten （1981）の「ベーシック・ヒュ

ーマン・ニーズ・アプローチ（Basic Human Needs

Approach：BHN）」などが主流となった。

4 世界各国のHDI値の向上を受けて、2009年の報告書

から、従来の「HDI低位国群（HDI=0.500未満）、中

位国群（0.500～0.799）、高位国群（0.800～0.899）」

に加えて、「最高位国群（0.900以上）」が定義され

た（UNDP 2009）。

5 2010年のレポートにおいてHDIの定義や算出方法が

大幅に改変された。本節では最新の定義に則って

HDIの解説を行うが、後段のデータ分析では旧定義

のもとで収集されたデータを用いて分析を行う。旧

定義の詳細については2009年報告書のテクニカルノ

ートを参照されたい。

6 一方で、HDIは、わずか4つの指標で人間開発のレ

ベルを測ろうとする指数であることから、その精度

については多くの議論を呼んでいる（Jolly 2002な

ど）。また、ゴールポスト値の設定の仕方によって

はランキングが変動する可能性があることから、

HDIの定義の技術的な点についても議論がある。た

とえば、Panigrahi & Sivramkrishna（2000）は、ゴー

ルポストに左右されない調整条件を加えたHDIの算

出法を考案し、“Adjusted HDI（AHDI）”として提

示している。さらにUNDP（2010）は、社会的不平

等の程度を指数に反映させた“Inequality-adjusted

HDI（IHDI）”を発表した。

7 Senは、経済開発にとどまらない、包括的な開発の

視点が重要であることを繰り返し強調している

（Sen 2000など）。また、Senが当初、HDIのような

「荒削りなインデックス（a crude index）」を作成す

ることに抵抗感を持っていたと告白していることか

ら（Sen 1999b, p.23）、単一の指数値で開発の評価を

行うことは、Senの本意ではないことが分かる。本

稿の試みは、「開発バランス」に注目することによ

って、より包括的な視点からの開発評価を可能にし、

Senの人間開発論が重視している「包括的な開発」

へのアプローチを、「評価」の文脈で実現しようと

するものである。

8 本稿ではHDIの定義（3つのインデックス）に則っ

て考察・分析を行う。HDIの限界を指摘しながらも

HDIの定義を踏襲する理由について、2点挙げられ

る。まず、後述のとおり、本稿の「バランスチャー

ト」は、従来のHDIの補完情報として活用されるこ

とを前提としているためである。次に、インデック

ス選定の問題は、恣意的にならざるを得ない側面と、

現実的に利用可能な国際二次データの限界という側

面に挟まれており、「よりよいインデックス」につ

いての議論は非現実的なレベルで空転する傾向が強

いためである。

9 本稿で提案する「開発バランスチャート」に反映さ

れる「包括性」は、あくまでHDIの定義に準じるも

のである。したがって、HDIの構成要素に改良が加

えられれば、開発バランスチャートのインデックス

もその改良に準じることとなる。現状では3つのイ

ンデックスに基づいて三角形のチャートを作成する

が、今後、インデックスの追加に伴って、チャート

の形状が四角形、五角形等へと変化することも十分

にあり得る。

10 高位国群の増加を受けて、2009年度の報告書

（UNDP 2009 ）より、「最高位国群」の定義が追加

された（HDI 0.9以上）。ここでは2009年度報告書の

分類に従った。

11 政策的意思決定における、公共的討議と民主主義の

重要性については、Sen（2000）Ch.6あるいはSen

（2009）Chs.15～18などを参照されたい。
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Rethinking the Human Development Index: 
Toward a comprehensive evaluation for international development

Aki Yonehara

Graduate School of Governance Studies, Meiji University
yonehara@meiji.ac.jp

Abstract

The Human Development Index (HDI) is one of the most internationally recognized development indices.
Unlike the conventional economic indices, HDI considers not only economic but also educational and health
aspects. HDI is often used as a“ranking index”to assess the level of development of a nation. However, the
theoretical foundation of HDI, Human Development Theory, does not aim at proposing a“ranking index;”rather,
it provides a perspective for comprehensive evaluation to clarify the problems that each nation needs to tackle for
its national development.

Therefore, reflecting the original idea of Human Development Theory, this paper tries to develop a new
method of development evaluation to assess the“balance”of development of each nation, rather than“ranking”
them. 141 nations which have the necessary data for statistical analyses are sampled, and Principal Component
Analysis is used to decompose each of the 141 HDIs according to education, health and economic factors. The
decomposed factors draw a chart of“development balance”and these 141 charts are categorized and utilized for a
more comprehensive evaluation of development.

Keywords

Human Development Index, Human Development Theory, development evaluation, 
charts of development balance, Principal Component Analysis
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日本評価学会春季第9回全国大会
「人材育成・活用と評価」開催の報告とお礼

2012年6月30日開催（於：文教大学）の日本評価学会春季第9回全国大会には96名の方々にご出席いただ
き誠にありがとうございました。会員各位の日頃の研究や実践活動の報告を基に、評価研究者、実務者の
間の経験、情報、知識を共有化する場として、皆様にとって有益な機会となりましたら幸甚に存じます。
多くの方のご尽力により本大会を開催することができましたこと、心より感謝申し上げます。今後とも当
学会の活動にご高配賜りますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。

実行委員長　林　　薫（文教大学）
プログラム委員長　牟田博光（東京工業大学）
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9：45-10：15

午前の部
10：15-12：15

共通論題１

外資系企業の人事管理評価

（廣野良吉）
Rm.6105

共通論題 4

学校評価人材の育成と活用の在
り方について～新設・学校専門
評価士養成講座を考える～

（橋本昭彦）
Rm.6108

自由論題 1

評価手法

（和田義郎）
Rm.6107

受　付

2012年6月30日（土）

午後の部Ⅰ
13:30-15:30

お昼休み
12：15-13：30

お昼休み
（理事会 12：20-13：25）Rm.6102

共通論題 2

外国人材受け入れによる地域
活性化とその評価

（佐藤由利子）
Rm.6105

共通論題 3

政策評価と施設評価の
考察～人材育成のミス

マッチ～

（山谷清志）
Rm.6105

共通論題 6

CSR活動における社会
投資収益率法（SROI）
を用いた評価

（伊藤健／佐々木亮）
Rm.6108

自由論題 3

人材育成／能力強化

（源由理子）
Rm.6107

RTD

もっと政策デザインの
評価を！―セオリー評
価の必要性と可能性―

（田辺智子）
Rm.6109

共通論題 5

評価と評価者

（三好皓一）
Rm.6108

自由論題 2

学校評価／教育評価

（高千穂安長）
Rm.6107

午後の部Ⅱ
15：45-17：45

懇親会
18：00-19：30 文教大学湘南校舎学生食堂2階

（ ）は座長です。
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日本評価学会春季第9回全国大会
「人材育成・活用と評価」プログラム詳細

共通論題１　外資系企業の人事管理評価 座長　廣野　良吉　成蹊大学 Rm.6105

6月30日（土）午前の部　10：15-12：15

ユニカ（株）
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株）
アジア開発銀行

K1-1
K1-2
K1-3

合弁企業ISUZUの人事管理政策の評価
米国多国籍企業100％子会社P＆Gの人事管理政策の評価
アジア開発銀行におけるグローバル人材の活用

ロナルド・マックファーランド
丸谷　奈都子
松波　克次

国立教育政策研究所
東京都板橋区立志村第一中学校

国立教育政策研究所

K4-1
K4-2

K4-3

提案：学校専門評価士資格の創設と今後の展望
学校専門評価士養成講座への期待と注文～公立学校現場の
学校評価のために～
学校専門評価士養成講座のカリキュラムについて～英国の
評価者養成と比較して～

橋本　昭彦
福田　洋一

植田　みどり

共通論題 4  学校評価人材の育成と活用の在り方について
～新設・学校専門評価士養成講座を考える～ 座長　橋本　昭彦　国立教育政策研究所

Rm.6108

（株）ワード研究所・幸せ度調査館
（株）国際開発アソシエイツ
（独）国立国際医療研究センター
北里大学大学院
QED Systems（株）
北里大学大学院

J1-1
J1-2

J1-3

幸せ度評価による地域間比較・国際比較の可能性
ラオス国保健セクターにおける“セクターワイド調整メカニズ
ムの進展に伴うセクター事業共通管理ツール改訂の意義と課題”
第二報WHO健康再定義と持続可能な発展の理念
－環境生態学視点からの検討と評価－

大島　章嘉
間宮　志のぶ
岩本　あづさ
梅内　拓生
岡本　純典
正木　朋也

○

○

自由論題 1 評価手法 座長　和田　義郎　国際協力機構 Rm.6107

6月30日（土）お昼休み　12：15-13：30 （理事会　12：20～13：25）Rm.6102

共通論題 2 外国人材受け入れによる地域活性化とその評価 座長　佐藤　由利子　東京工業大学

コメンテータ　水畑　順作　　文部科学省

Rm.6105

6月30日（土）午後の部Ⅰ　13：30-15：30

評価士・元校長
大学評価・学位授与機構
バークレー・ポリシー・アソシエイツ

東京大学
青山学院大学

J2-1
J2-2
J2-3

J2-4

教育委員会が有すべき学校評価システムに関する考察
評価制度から捉えた国立大学法人制度の課題

米国における教育プログラムの実験モデル評価研究の現場
から学ぶこと
小学生によるＣＭ作品の相互評価

石田　楓軒
田中　弥生
阿部　康代

吉田　暁生
朝川　哲司

○

明治大学
岩手県立大学

北里大学大学院

立命館アジア太平洋大学

K5-1
K5-2

K5-3

K5-4

評価者とは誰か～その機能と役割を再考する
評価者は存在するのか
－地方自治体の評価システムを中心に－

評価者の位置づけと役割
－Evidence-based Medicine発案者らの議論から－

評価者と評価専門性の整合性について：地域開発評価に焦
点をあてて

源　由理子
西出　順郎

正木　朋也

三好　皓一

自由論題 2 学校評価／教育評価 座長　高千穂　安長　玉川大学

コメンテータ　西村　邦雄　（株）アイコンズ／学校専門評価士

Rm.6108

九州経済産業局
立命館アジア太平洋大学

観光開発プランナー
Jeonbuk Development Institute
洗足こども短期大学
東京工業大学

K2-1
K2-2

K2-3
K2-4

K2-5

九州における留学生等グローバル人材の活用について
立命館アジア太平洋大学と別府市･大分県:新大学設置と地
域社会の国際化について
温泉観光地別府市の観光開発における留学生受け入れの効用
韓国・全羅北道における留学生受入れの取組み

留学生等外国人材受入れによる地域活性化の取組みの横断
的比較と評価の課題

松谷　昭一
篠崎　裕二

堀　桂子
Kim, Mi Hee
長島　万里子
佐藤　由利子

○

共通論題 5 評価と評価者 座長　三好　皓一　立命館アジア太平洋大学

Rm.6107

6月30日（土）受付　　9：45-10：15



109

6月30日（土）午後の部Ⅱ 15：45-17：45

お茶の水女子大学
国立女性教育会館
同志社大学
国立女性教育会館

同志社大学

K3-1

K3-2

K3-3

施設評価の面から政策評価を論じる－男女共同参画拠点施
設にみる政策のPDCAとの関連、PDCAの担い手と体制

「男女共同参画政策」の評価と行政評価のミスマッチ
－質問紙調査結果から－
施設評価と政策評価－名古屋市を事例として

内藤　和美
高橋　由紀
山谷　清志
高橋　由紀

林　やすこ

○

共通論題 3 政策評価と施設評価の考察～人材育成のミスマッチ～ 座長　山谷　清志　同志社大学

コメンテータ　桂　容子　　日本女性学研究会
コメンテータ　渋谷　典子 NPO参画プラネット

Rm.6105

共通論題 6 CSR活動における社会投資収益率法（SROI）を用いた評価 座長　伊藤　健　　慶應義塾大学

座長　佐々木　亮　国際開発センター／立教大学

Rm.6108

慶應義塾大学
慶應義塾大学
国際開発センター／立教大学
早稲田大学大学院

K6-1

K6-2
K6-3

社会投資収益率（SROI）の特徴とCSR評価への適用可能性
－社会的期待の可視化・定量化手法の開発に向けて－
SROI評価の事例を論じる1
SROI評価の事例を論じる2

伊藤　健
玉村　雅敏
佐々木　亮
大沢　望

○

自由論題 3 人材育成／能力強化 座長　源　由理子　明治大学

コメンテータ　和田　義郎　国際協力機構

Rm.6107

Rm.6109

茨城大学

東京大学大学院

北陸先端科学技術大学院大学
OPMAC（株）

J3-1

J3-2

J3-3
J3-4

途上国のM&E制度の強化に関する一考察
－ガーナ国M&E能力強化支援プロジェクトの教訓－
地方議会における議員活動の自己評価に関する事例研究
－福島町議会に着目して－
ナレッジマネジメントの観点から見たプロジェクト評価体系
「評価者倫理・スタンダード」の構成及び基本原則の国際
比較

三輪　徳子

本田　正美

大迫　正弘
小林　信行

RTD もっと政策デザインの評価を！－セオリー評価の必要性と可能性－ 座長　田辺　智子　国立国会図書館

岩手県立大学
京都府立大学
総務省
静岡文化芸術大学

セオリー評価の理論と手法
セオリー評価の意義と必要性
国の政策評価とセオリー評価
セオリー評価の実践と課題

西出　順郎
窪田　好男
小島　卓弥
田中　啓
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共通論題セッション１「外資系企業の人事評価・管理」
座長　廣野良吉（成蹊大学）

司会：　　廣野良吉　成蹊大学名誉教授
報告者：　ロナルド・マックファーランド氏　ユニカ株式会社 執行役員 海外営業部長、（元いすず自動車

株式会社販売促進担当）
報告題目：合弁企業ISUZUの人事管理政策の評価
丸谷奈都子氏　プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社、シニアマネージャーヒ
ューマンリソース研究開発本部
報告題目：米国多国籍企業100%子会社P＆Gの人事
松波克次氏　アジア開発銀行駐日代表
報告仮題：アジア開発銀行におけるグローバル人材の活用

経済のグローバル化の中で、企業間の国際競争は益々熾烈となってきている。特に1973年2月の固定相
場制から変動相場制への移行後の円高傾向の定着に伴い、我が国企業は、国内での企業間の競争に加えて、
海外市場でも欧米諸国の多国籍企業との競争はもちろん、途上国の現地企業との競争にも晒されている。
これらの企業間競争を乗り切るためには、土地・労働コスト等割安の海外諸国への進出、国内外における
技術革新による生産性向上、生産コストの削減、現存製品の品質向上、新製品の開発、新規市場の開拓、
競争力ある国内外企業の買収・合併等に真剣に取り組んできた。これらの企業戦略の策定、経営合理化に
は、質の高い、意欲に燃えた、多様な人材が不可欠であり、特に海外生産・販売の度合いが高くなってい
る多国籍企業では、国際的に通用する人材の導入が不可欠となっている。かかる人材の採用・技術・技能
訓練、管理者教育等社員教育の強化、適材適所への配置転換等適切な人事管理が、今日最も重要な経営管
理要件となってきていると言っても過言ではない。世界至るところで国際競争に直面し、企業の社会的責
任や環境配慮が重視されている今日では、能力、意識、経験面でも多種多様な人材が求められており、正に
「企業は人なり」である。このことは、民間企業のみならず、健全財政、社会安定のためにマクロ経済社会の
効率的な運営を期待されている政府や地方自治体、公益企業、国際金融機関でも同様である。
このような国内・国際環境の下で開催された本共通論題セッションでは、厳しい国際競争下において長
年組織の人事管理責任を担ってきた米国、日本の多国籍企業とアジア開発銀行の上級管理者をスピーカー
として迎え、それぞれの企業、組織における長年の国際的な経験に基づき、各パネリストに自社の人事管
理／評価の特徴を披露していただくと共に、日本という欧米とは異なった価値観・文化環境にある国にお
ける能力主義的人事管理の問題点について、率直に語っていただいた。3人の報告者は、予めお願いして
あった主要論点に則して人事管理・評価について熱心に開陳していただいた。
発表者3人が所属している多国籍企業では、いずれの組織においても、新しい人事管理体制が導入され
ていた。すなわち、採用、給与、配置転換、昇給、昇進等で、能力主義原則が社内で共有されているが、
能力主義原則は全社的に採用されているというよりも、管理職、専門技術職を対象に採用されており、事
務職、労務職の場合には、伝統的な日本企業に共通な人事管理・評価制度が広汎にみられた。能力評価基
準には、客観的基準と判断必要基準と両面があるが、客観的基準に基づく社員の人事評価では、従来通り

共通論題セッション報告
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学歴、年齢等社員の個人的属性に基づく基準と、遅刻、早退、欠勤、超過勤務時間数、勤続年数、管理職
就任年限等一般勤務状況に基づく基準、さらに職種によっては、販売クオータ達成指数（いすず自動車）、
所期目標達成度指数（P＆G、アジア開発銀行）、査読論文採択件数（アジア開発銀行研究調査部）等、組
織の優先政策に基づく特殊勤務条件に基づく客観的基準が採用されていた。さらに、判断必要基準に基づ
く社員の人事評価では、上位管理者による評価と並んで同僚評価と部下評価の重要性も、近年ますます増
えていることが確認できた。これらの能力評価基準の採用度合い、優先度合い等は、能力主義原則に基づ
く社員の人事評価の要である。けだし、能力主義原則の最大メリットは、社員個々人の企業経営・組織運
営への積極的参加を通じて能力を最大限に引き出し、その貢献に対する会社の認証・表彰・報酬で透明性
と公正性を担保することにあるからである。
今回発表された外資系企業および国際機関管理者による報告とそれに基づいて積極的に展開された討議
を通じて判明したことは、年功序列優先原則が社内共有政策・制度として採用されていないということで
ある。その最大の理由は、近年日本で急速に見られる社員、特に若手職員の価値観の変化、国内外の経済
社会環境の変化、特に国際競争下にある国内外多国籍企業の人事管理政策の変貌にある。外資系企業、国
際機関共にとって、その人事評価・管理上の最大の関心事は、従来のように社員個々人の誠実さ、忠誠心、
長時間・協調性、集団主義、精神力、忍耐力等、社員の勤務態度の評価を重視したわが国の旧来の伝統的
人事管理政策では、最早、社員個々人と集団的能力を最大限に引き出し、会社に対する貢献を持続的に極
大化することは困難ということ、さらにグローバル市場で競争できる人材育成こそが急務であるというこ
とである。

共通論題セッション２「外国人材受け入れによる地域活性化とその評価」
座長　佐藤由利子（東京工業大学）

コメンテータ　水畑順作（文部科学省）

経済のグローバル化と少子高齢化が進む中で、優秀な外国人材の受入れニーズが高まっている。しかし、
国際的な活動を行う企業や大学は大都市圏に集中する傾向があり、留学生などの外国人材も、さまざまな
刺激、就職機会、アルバイト機会が多い大都市圏に惹きつけられる傾向があるため、地方は、外国人材の
受入れ・定着において不利な状況にあることが多い。実際、2010年の人口千人中の外国人口は、東京で
24.2人、大阪で18.6人（全国平均12.9人）と大都市圏で高い傾向が見られ、東京には、全留学生の32%に当
たる4万6千人が学んでいる。
他方、地方には、物価の安さ、地域文化、豊かな自然、行政・教育機関・産業界が一体となった支援な
ど、地方ならではのメリットも数多く存在する。国内外の自治体の中には、地域振興策の一環として、大
学等と協働して留学生の受入れ増加や定着（就職）支援に取組む事例が見られる。本セッションでは、留
学生など外国人材受け入れに取組む日本と韓国の地方自治体の事例、関係政策の目的や主な効果について
報告していただいた上で、これらの取組みや政策を評価・分析するフレームワークの検討を行った。
第1報告者の九州経済産業局国際部投資交流促進課長・松谷昭一氏は、九州で取り組む留学生等グロー
バル人材の受入れ、育成、活用促進に関する政策とその効果について報告し、アジア人財資金構想事業に
参加した留学生の就職率が60%と、留学生の平均就職率30%を大きく上回っていること、九州グローバル
産業人材協議会など、産業界と大学関係者による支援ネットワークが形成されたことを紹介した。
第2報告者の立命館アジア太平洋大学（APU）学長室課長・篠崎裕二氏と、第3報告者の観光開発プラン
ナー・堀桂子氏は、APU設立後、留学生数が28倍に急増し、人口当たり留学生比率が2.7%と日本一の別府
市の事例について、大学関係者と観光開発の視点から、報告した。篠崎氏は、2000年のAPU開学前に、留
学生の急増と公金投入に反対する住民運動があったこと、しかし、2010年に大分県と別府市が行った、
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APU誘致による波及効果の調査では、年間211億円の経済波及効果と若年人口減少の緩和効果が見られ、
住民調査では、回答者の85%がAPUは別府の国際化に貢献したと、前向きの回答を寄せていることを紹介
し、国際化した大学の存在が、地域社会に大きなインパクトを持つことを示した。また、堀桂子氏は、
APUの開学と同時期に開始された別府市の「観光まちづくり」の取組みにおける留学生の参加と、観光広
報における留学生の協力について報告し、評価方法を含めた今後の課題を示した。
第4報告者の全北発展研究院自治行政チーム副研究委員金美姫（キムミヒ）氏（通訳者東京大学朴源花
氏）は、韓国の留学生の受入れ政策と、韓国内で初めて「留学生誘致担当」という部署を設置した全羅北
道の取組みを報告した。2004年に開始した「Study Korea Project」により、韓国の留学生数は、2000年の4
千人から2010年には8万4千人へ急増し、中国人留学生がその7割を占めている。地方では、大学の競争力
の低下、優秀な人材の首都圏への流出などの問題を抱えており、打開策として、全羅北道が留学生の受入
れ・支援策を開始したが、留学生受入れ体制の向上を目指す、政府の「外国人留学生の受入れ管理能力認
証制」と「外国人留学生・語学研修生標準業務処理要領」が、全羅北道が思い描く留学生の積極的な受入
れの制約要因となっている状況が紹介された。
第5報告者の佐藤は、オーストラリア（南オーストラリア州）と日本（大分、秋田、福岡、広島）にお
ける自治体と大学等が協働した「留学生受入れによる地域活性化」の取組みを横断的に概観した後、地域
のステークホルダー（自治体、大学、企業、住民、留学生、日本人学生、地域で就職・起業した元留学生）
の分析とロジカルフレームワークを組み合わせた分析フレームワークを提案した。
コメンテーターの文部科学省高等教育局学生・留学生課課長補佐・水畑順作氏は、政府予算が減少する
中、自治体、企業、NPO等と大学が連携して留学生受入れ・支援を行い、地域の魅力をアピールする必要
性、留学生が地域活性化の積極的アクターとなる可能性を指摘し、国内外での取組み事例と今年度より開
始される「留学生交流拠点整備事業」での期待される効果を紹介した。
これらの報告に対して、会場からは、外国人材受入れを組み込んだ長期的な地域活性化のグランド・デ
ザイン策定の必要性などの意見や質問が出された。

共通論題セッション３「政策評価と施設評価の考察～人材育成のミスマッチ～」
座長　山谷清志（同志社大学）

コメンテータ　桂容子（日本女性学研究会）
コメンテータ　渋谷典子（NPO参画プラネット）

日本の地方自治体評価にはいくつか重大な問題が存在している。すなわち、①政策の評価と施設評価
（例：男女共同参画推進政策評価と指定管理者評価）との誤った使用・混同、②地方自治体計画の評価が
試みられているが、その内容は計画の進行管理が多く、政策と政策手段そのものの適否の議論になりにく
い（例：男女共同参画計画）、③「〇〇館」「◇◇センター」で働いている職員・専門家の職務・業務の評
価が弱く、人事や職務の評価が適切ではないため、長年施設で活動してきた専門家が、パートやアルバイ
ト待遇になっている。④このため、政策評価と施設評価は本来政策の見直しにおいて「両輪」であるべき
なのに、関連がなく別個に実施されているため、適切な情報ツールになっていない。⑤その結果、評価が
分かっていない行政担当部局が縦割化した中で、施設の運営、組織・人事の見直し、政策の見直し、そし
て行政一般に義務づけられている評価というようにセクショナリズムの中で運用している。
ここから出てくる疑問は、「府県や市は現状を改革する気があるのか」である。そしてたぶん改革は行
われない。それは評価を別々に行っているからである。しかも本来、職員のモチベーション・アップにつ
ながる評価が必要なのに、実態は志気の低下を招く評価になっている姿が見え隠れする。また、人材育成
にはエンパワメントが重要であるが、誰に、何を、どうやってエンパワメントするのか、多くの自治体は
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分からない。
第1報告「施設評価の面から政策評価を論じる－男女共同参画拠点施設にみる政策のPDCAとの関連、
PDCAの担い手と体制」において内藤和美氏は、2011年度に実施した「男女共同参画政策の推進に向けた
評価に関する調査研究」（科学研究補助金基盤研究）の結果に基づいて、地方自治体が設置する男女共同
参画施策実施拠点施設の側から、政策評価と施設評価の関係、施設機能のPDCAを担う人材に係る課題を
示した。報告のポイントは2点であった。第1に男女共同参画拠点施設から見ると、地方自治体の行動計画
をはじめとする男女共同参画政策に関わるさまざまな評価には関連がなく、別々に行われている。常識的
に知られている事実ではあるが、実態調査で明らかにし大義はきわめて大きい。第2に非正規雇用が大半
を占める職員体制は「女性関連施設が生み出す女性問題」という皮肉な状態になっているが、逆に討論者
の渋谷氏名古屋市の施設の現状から指摘したように、ここに新たな可能性があるかも知れない。
第2報告「『男女共同参画政策』の評価と行政評価のミスマッチ－質問紙調査結果から－」は、報告者の

高橋由紀氏の問題意識、すなわち「男女関連の自治体計画の評価と進捗管理、そしていわゆる行政評価が
不整合になっている背景を探りたい」という問題意識から議論が展開された。調査から高橋氏が明らかに
したのは、政策目標、ミッションを達成したかどうかを知るためには、個別の事業活動が有効だったかど
うかの視点で評価する必要があるが、行政サービスの受益者に近い拠点施設での事業成果を評価に取り込
んでいないことが多く、役に立たない評価が形式的に行われている現実である。また、男女共同参画政策
は分野横断的課題であるにもかかわらず、官房・総務系の組織ではなく、現場のライン系組織が縦割り状
態で評価を行っているに過ぎず、政策の有効性はおろか事業の有効性を見ることもない。皮肉なことに、
評価が分かる人材育成としては、一部の施設にグッド・プラクティスが生まれている。それもふまえて、
討論者の桂氏の「男女共同参画の拠点施設は必要か」との根源的、ラジカルな問いは現状を打破する可能
性がある警句である。
第3報告「施設評価と政策評価―名古屋市を事例として」は優れた事例研究である。報告者の林やす子
氏は、政府・地方自治体が男女共同参画政策関係の条例や基本計画を策定し、拠点施設や男女共同参画審
議会、苦情処理制度などの仕組みを整えながら、政策を進めているが、これらの仕組みは総合的な観点か
ら運用されれば相乗的に作用し、成果をあげていくはずであが、そうなっていない事実を指摘する。すな
わち指定管理者が独自に行う評価、指定管理者が設置する外部評価委員会の評価、自治体男女共同参画課
から受ける評価、男女平等参画審議会の行う評価、自治体から指定管理者として受ける評価、自治体から
受ける行政評価、そして監査が個別に、脈絡なく行われているのであり、評価・監査を受ける施設の指定
管理者は戸惑い、他方で自治体はそうした重畳的に行った評価から何も得ないまま、事業仕分けなどで安
易に結論を出す。
自治体の評価の現場では、一方で重要なサービスを各種提供しているので、そのサービスを統合しさら
に充実させるべきと肯定的積極的な判断があるにもかかわらず、他方では施設の利用者数が少ない（偏っ
ている）のにコストがかさむ事実を取り上げ「廃止」を勧告させる。もちろん報告に見られたように、施
設で専門的な活動を行っている職員がすべて非正規雇用である事実は隠される。
われわれ評価の研究者は、こうした評価の恣意的乱用に対して警鐘を鳴らす必要がある。そうでなけれ
ば、評価は不確実断片的な情報を市民に与え、不誠実な政策判断を正当化する道具に堕落する。
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共通論題セッション４「学校評価人材の育成と活用の在り方について～新設・学校専門
評価士養成講座を考える～」

座長　橋本昭彦（国立教育政策研究所）

国は2007年に学校評価を法制化し、文部科学省では様々な施策を通して学校評価の普及に努めた結果、
制度としての学校評価がほぼすべての学校で導入されている。しかしそれらが学校運営の改善に真に役立
てられ、地域とともに学校づくりを推進するという当初の狙いどおりの効果が一般に見られるようになる
には、まだまだ教育委員会や学校教職員の間での「実効性ある学校評価」についての共通理解は薄く、学
校評価を適切に企画・実施できる人材を欠いている。そのような課題意識のもとで、日本評価学会では、
2011年8月に初の「学校専門評価士養成講座」を実施した。
本セッションでは、副題に「新設・学校専門評価士養成講座を考える」と掲げて、文字通り2011年新設
の講座の意義の考察や第1期実施状況の評価を含めて、提案と質疑を行った。冒頭に、橋本より趣旨説明
に続いて上記のような経緯の説明を含めて「学校専門評価士資格の創設と今後の展望」と題する提案を行
った。ついで、福田洋一氏より、「学校専門評価士養成講座への期待と注文～公立学校現場の学校評価の
ために～」と題するコメントが行われ、最後に植田みどり会員より「学校専門評価士養成講座のカリキュ
ラムについて～英国の評価者養成と比較して～」というタイトルでコメントが行われた。報告・コメン
ト・議論を通じて、日本の学校の置かれた位置の中での学校評価の評価者の役割の特殊性が議論されたほ
か、新設の養成講座への期待、現場での実習における効果や影響などが議論され、今後の講座運営や評価
人材の養成の在り方への示唆を多く得た。

共通論題セッション５「評価と評価者」
座長　三好皓一（立命館アジア太平洋大学）

本共通論題セッションでは、報告者それぞれの経験と関心領域を切り口として、「評価者とは」につい
て、その理論的背景を踏まえ発表し、問題提起を行うことを目的とした。我が国においては従来から評価
について多くに議論がなされてきたが、議論が「評価者」とはそもそも何なのか、誰を指し、どのような
役割があるのか、という基本的な点が学会の中で共有されておらず、本当に評価者何なのかがきちんと議
論がなされておらず未だ明確になってはいない。また、このような状況自体は、日本における評価の進展
に支障となってきている。
第一報告者の源由理子会員（明治大学）は、「評価者とは誰か～その機能と役割を再考する」の表題で、
評価者の特性と機能・役割は外部評価、内部評価、参加型評価ごとに異なり、また評価者も評価の専門性
を身につけた人からプログラム実施者まで多様である、評価の専門性を前提としたプログラム評価論と結
果重視のマネジメントが混在する中、日本で多い内部評価と評価者の機能について評価理論の構築を検討
する必要があると指摘した。第二報告者の西出順郎会員（岩手県立大学）は、「評価者は存在するのか－
地方自治体の評価システムを中心に－」の表題で、地方自治体の現行評価システムは「評価者不在の評価
システム」であり、その原因がシステム設計における「多層多重の評価構造」にあること、さらには当該
構造が、評価活動に従事する者の「評価技法の非弾力性」「職務意識の逓減化」そして「レント・シーキ
ング」といった「評価者」を醸成し得ないシステム上の潜在的問題を内発させることを指摘した。第三報
告者の正木朋也会員（北里大学大学院）は、「評価者の位置づけと役割－Evidence-based Medicine発案者ら
の議論から－」の表題で、評価者の位置づけと役割について、適切な「場」を創設・設定・共有すること、
「場」は動的であり最適な判断は時々刻々と変わっていくこと、評価はそれ自体が独立して存在し得るも
のではなく、関係する人々によって共有された文脈のもとで調和することによりその価値が生まれること
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の観点について報告した。第四報告者の三好皓一（立命館アジア太平洋大学）は、「評価者と評価専門性
の整合性について：地域開発事業の評価に焦点をあてて」の表題で、わが国の文脈においては、評価者と
評価専門性とは整合性を持たず評価者と評価専門性は分離しており、評価者と評価専門家は異なる概念と
して捉えることが必要である、評価の議論においては、評価者と評価専門家を区分して行う必要である、
このような状況は、アメリカ評価学会での評価専門性を有する評価専門家を前提とした評価者概念に基づ
く評価の議論とは様相を異にする点を指摘した。
フロアーとの質疑・議論では、行政評価における場の設定、日米における内部評価の基本的な考え方、
行政評価における各職制レベルの役割、行政評価における職員の立ち位置、分野横断的な評価議論の意義、
などについて、多角的視点からの意見交換、コメントがなされた。今回の議論を踏まえ、また、議論環境
を整備して、さらに研究を進めていきたい。なお、本セッションは、45名程度の参加者を得て行った。

共通論題セッション６「CSR活動における社会投資収益率法（SROI）を用いた評価」
座長　伊藤健（慶應義塾大学）
座長　佐々木亮（国際開発センター／立教大学）

東日本大震災や寄付税制の修正を受けて、日本でもNPO等の事業の社会性を適切に評価し、その成果を
わかりやすく社会に発信することがアカウンタビリティの一環として求められている。しかし、資金支援
者側である公益法人や企業、および支援を受けてボランティア活動を運営する側であるNPOの双方におい
て、その活動の価値をどのように分かりやすく示すかは未だに大きな課題となっている。こうした課題に
対して、民間企業の投資審査の手法を応用した定量的な評価手法が提案されるようになった。それが「社
会投資収益率法」（SROI: Social Return on Investment）である。本セッションは、その考え方と手続きを論
じ、さらに実際の評価事例を批判的に吟味することにより、その意義と日本における普及の課題を明らか
にすることを目的として実施した。
研究報告1「社会投資収益率（SROI）の特徴とCSR評価への適用可能性－社会的期待の可視化・定量化
手法の開発に向けて－」（伊藤健、玉村雅敏）ではSROIの基本的な考え方と最近の世界での展開に関する
報告が行われた。続いて、研究報告2「SROI評価の事例を論じる1」（佐々木亮）では、シンガポールへの
出稼ぎ女性を対象としたマイクロビジネススクールであるAidhaの活動に関するSROI評価の事例の報告が
行われた。さらに、研究報告3「SROI評価の事例を論じる2」（大沢望）では、重大なメンタルヘルスの危
機に瀕している人々に対して入院の代替手段として休息所と支援を提供する団イギリスの団体である
Leeds Survivor Led Crisis Service (LSLCS) の活動に関するSROI評価の事例の報告が行われた。
これらの報告に対して会場からは多数の質問・意見が出された。便益の貨幣価値換算に関する難しさの
指摘があった一方、NPO活動の価値を分かりやすい形で示すことの意義に賛同する意見も多数あった。
SROI評価の研究および実務での普及については、今後とも継続的に議論がなされる必要があろう。
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自由論題セッション１「評価手法」
座長　和田義郎（国際協力機構）

本大会の「自由論題１　評価手法」の分科会では、評価手法に関する3報告を中心に、活発な質疑応答
があった。
大島章嘉会員（（株）ワード研究所・幸せ度調査館）「幸せ度評価による地域間比較・国際比較の可能性」
は、最近、注目を集めている幸福度調査の一つのアプローチとしての幸せ度評価を日本の各地域およびイ
スラエルにおいて実施し、その結果が報告された。個人幸せ度を地域別に検討し、その要因を重相関分析
等にて分析して特性を明らかにする試みが報告された。
間宮志のぶ会員（（株）国際開発アソシエイツ）及び岩本あづさ会員（（独）国立国際医療センター）

「ラオス国保健セクターにおける“セクターワイド調整メカニズムの進展に伴うセクター事業共通管理ツ
ール改訂の意義と課題”」は、ラオスにおいて、保健セクターのセクターワイド調整メカニズムのマネジ
メントツールとして導入された事業共通管理ツール（SCWMF）において、その導入によるモニタリング
機能の充実、ツール改訂の意義や課題などについて報告があった。とくに、同ツール導入により、各事業
の実績測定が可能となり、それにより関係者などのキャパシティの向上が促進された手について積極的な
評価が報告された。
梅内拓生会員、正木朋也会員（北里大学大学院）、岡本純典（QED Systems（株））「第二報WHO健康再
定義と持続可能な発展の理念」は、持続可能な開発の概念を世銀やWWFなどのデータを活用して生態学
的バランスを数値化、視覚化する試みが報告された。
各報告における質疑を通じて、幸福度、パフォーマンス、持続可能性といった概念をどのように指標化、
視覚化し、比較可能とするかという評価・分析手法の持つ課題、困難、可能性についての認識が深まると
ともに、評価手法を向上させるための意義が明らかになった。このような試みを続けることで、評価をよ
り一般化してゆく努力は大変に重要である。今後もさらに、この問題意識にそって、評価手法に関する研
究発表が重ねられることが期待される。

自由論題セッション２　「学校評価／教育評価」
座長　高千穂安長（玉川大学）

コメンテータ　西村邦雄（（株）アイコンズ／学校専門評価士）

このセッションでは4つの報告が行われた。
第1報告は「教育委員会が有すべき学校評価システムに関する考察」（石田楓軒／ 評価士・元校長）で
ある。教育委員会は傘下の学校に対して予算権、人事権を有しているが、ステークホルダーである議会や
学校評価をする際に、データに基づく「対話」を行うべきであるとしている。そのため、教育委員会自体
も客観的に組織を見直すため、第三者評価を受け、活用している有識者に実務経験者を加えるように提言
している。学校専門評価士制度が定着し、活用されるために貢献した発表であるといえよう。
第2報告は「評価制度から捉えた国立大学法人制度の課題」（田中弥生／大学評価・学位授与機構）であ

自由論題セッション報告



117

る。日本の大学が国内では全入時代、海外でのランクの低下となる中での発表で、まず制度の比較により
課題を浮き彫りにし、大学に対して「自らの使命と目的を明確に定義し、その目的を遂行し、責任をもっ
て成果を説明する力」の向上を求め、政府に対しては「国立大学法人制度と高等教育政策目標の達成の論
理的な体系化」と、「評価制度の最適手段、デザイン」を求めた。秋入学など日本の高等教育の抜本的改
革が多く言われている中で、根本に立ち返った有意義な発表であった。
第3報告は「米国における教育プログラムの実験モデル評価研究の現場から学ぶこと」（阿部康代／バー

クレー・ポリシー・アソシエイツ）である。因果関係を明らかにするのに最適である実験モデルによる児
童・学生の学力向上に資する調査を太平洋地域（ハワイ、米領サモア、マリアナ諸島）で実施した際に生
じた不具合から、実験モデルを実施するにあたり、分析手法だけではなく、被験者である教員・生徒の移動
や夏季休暇などを踏まえた相当前からの段取りを必要とされるなどの実践上の課題を考慮したうえでのモデ
ルの妥当性を考察する必要があることを示した。プラクティカルな視点からの評価にあたっての提言であっ
た。
第4報告は「小学生によるCM作品の相互評価」（吉田暁生・朝川哲司／東京大学・青山学院大学）であ
る。相互評価の効果について、小学生を対象としたキャリア教育の一環として行われたCM政策プログラ
ムの作業結果を対象に、自己評価と他者評価の評価差に着目し、相互評価の自己卑下的評価傾向について
考察し、小学生の能力向上に資する途を示した意欲的な報告であったといえよう。
コメンテータ（西村邦雄／（株）アイコンズ）の簡にして要を得たコメントと合わせ、興味深い発表が
多かった。また、フロアーからするどい質問、コメントもあった。
参加者は最大22名であったが、全体96名参加の本大会の中ではまずまずの聴衆といえるが、もっと多く
てもよかった。

自由論題セッション３「人材育成／能力強化」
座長　源由理子（明治大学）

コメンテータ　和田義郎（国際協力機構）

本セッションでは4会員による研究報告に対し、討論者である和田義郎会員（国際協力機構）のコメン
ト・質問とさらにフロアー（15名）からの質疑を得て活発な議論が行われた。まず、第一報告者である三
輪徳子会員（茨城大学）の「途上国のＭ＆Ｅ制度の強化に関する考察－ガーナ国Ｍ＆Ｅ能力強化支援プロ
ジェクトの教訓－」では、ガーナ国のモニタリング・評価能力強化支援プロジェクトの分析をとおし、途
上国に対する今後のＭ＆Ｅ能力強化支援の課題として、関係省庁間のパワーポリティクスとの関係性や
Ｍ＆Ｅ専門家によるサプライサイド側の議論偏りがちな援助機関側の姿勢などが報告された。これに対し、
評価制度設計における議会への働きかけの重要性の指摘やＭ＆Ｅの目的の共有などについて議論が行われ
た。第二報告者の本田正美会員（東京大学大学院博士課程）からは、「地方議会における議員活動の自己
評価に関する事例研究－福島町議会に着目して－」と題し、地方議員自身による活動の自己評価の取り組
みについて、その現状と今後の研究の方向性について報告があった。これに対し、評価軸の設定や自己評
価に関する議会基本条例のインパクトを見る視点の必要性、選挙結果に及ぼす影響などについて意見交換
が行われた。
第三報告者である大迫正弘会員（北陸先端科学技術大学院大学）の「ナリッジマネジメントの観点から
見たプロジェクト評価体系」においては、PMBCKのプロジェクトマネジメント・モデルとナレッジマネ
ジメント・モデルを統合した新たなモデル構築の試行について、JICAの評価手法を事例とした報告があっ
た。これに対し、中央集権的なモデルであるPDCAと時間と空間の広がりを伴うプログラム評価との違い、
実践コミュニティにおける状況論の視点など、今後の研究への示唆が提示された。第四報告者の小林信行
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会員（OPMAC（株））の「評価者倫理・スタンダードの構成及び基本原則の国際比較」では、アングロ・
サクソン諸国と欧州大陸諸国の評価学会の倫理関連文書との比較結果について報告があった。これに対し、
日本においてどのような「評価者」を作り出すのかという議論と並行して行う必要性や、アメリカの「評
価者」の最近の傾向などについて意見交換がなされた。
本セッションでは、広く「人材育成・能力強化」を切り口とし、また評価者の「倫理」に関し、様々な
領域における実践と研究成果が報告された。各報告とも日本における評価学・評価論の発展へ大きく寄与
すると思われるところ、今後さらに研究がすすめられ研究発表が重ねられることを期待したい。
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日本評価学会第12回全国大会公開シンポジウム
－東日本大震災、地域主導の評価と復興－

岩手県立大学　西出順郎

2011年11月29日および30日の2日間にわたって本学会第12回全国大会が岩手県立大学で行われ、第1日目
には「東日本大震災、地域主導の評価と復興」と題しての公開シンポジウムが開催された。
本シンポジウムの目的は、東日本大震災の後の震災復興、そのための地域の新たなイニシアチブや恊働
を見据え、国や地域がこれからどう取り組むのか、そして本学会のディスプリンである「評価」がはたし
て貢献し得るのか、これらの議論を深めることにある。
進行は、（1）キーノート・スピーチと（2）パネルの2部構成でおこなわれた。
キーノート・スピーチでは、民主党政策調査会副会長（当時）で元総務大臣政務官であり、これまで政
府や国会の事業仕分けを積極的に推進している衆議院議員の階猛氏にスピーカーをお願いした。
パネルには階氏に加え、総務省行政評価局長（当時）の新井秀男氏と岩手県理事兼復興局副局長（当時）
の平井節生氏をお迎えし、本学会副会長で同志社大学政策学部教授の山谷清志氏を含む計4人の論者に自
らの実践経験や専門的知見をもとに臨んでいただいた。
具体的には、
①震災直後の活動　－総務省および岩手県の取組みから－
②これからの震災復興　－地域主導、地域連携の視点から－
③震災復興と評価　－評価はどのように機能しうるか－
これら3つの論題について見解をお願いし、それぞれにおいて各論者からの質問を受け、議論を展開し
た。なお、山谷会員には議論をより堀下げるべく討論者的な役割を担っていただていた。そして最後に各
論者に総括としてのコメントをお願いした。
以下はその要旨である。勿論、この文責については当該編集を担当した筆者にあることをここで申し述
べておく。ご多忙の中本大会シンポジウムにご登壇下さったパネリストの皆様方には、あらためて感謝の
意を表したい。

（1）キーノート・スピーチ（階猛氏）
衆議院議員になって2年後、政権が交代して総務省の政務官の任に着いた。政策評価、行政監視、行政
相談等々を一から勉強している最中、政府の一回目の事業仕分けが行われた。そこでは総務省行政評価局
のあり方が問われた。行政評価局はこれからが重要になるとの結論に至り、担当政務官として職員の皆さ
んと行政評価局の機能強化に取り組んだ。
例えば、当時の政策評価は定性的で評価結果の分量も多く、結論がわかりにくかった。そこで定量的な
分析をより重視して評価結果を明確に表現した。また、事業仕分けとの連動にも取り組んだ。事業があり、
その上の段階に施策があり、最上位に政策がある。政策評価と事業の評価、すなわち事業の仕分けを一体
的に行うことが重要である。
政務官の仕事を離れ、2010年11月に仕分け人を初経験した。今まで政治家が経験したことのない世界と
いえる。なぜなら政治家は地元や縁深い業界のための予算獲得に関心を持っている。過去に、予算の削減
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を政治家がやったことも、予算を削って票が増えるという話も聞いたことがない（笑）。しかし今だから
こそ仕分けという取組みは重要だ。昔は高度経済成長期で、放っておいても税収は増えた。あれもやりた
い、これもやりたい、なんとかお金も廻った。しかし今は違う。あれもやりたい、これもやりたいではお
金も廻らない。少子高齢化、経済の低成長の下では税収はなかなか伸びない。一方、社会保障をはじめ、
お金はますます必要とされる。「あれもこれも」ではなくて、「あれかこれか」へと思考を変換しなければ
いけない。また、民主党政権のひとつに政治主導の実現があった。政治は国民ニーズに応える必要な事業
を多くかつ迅速に実施したい。時には公平性を無視しても必要な事業にお金を投入していきたい。但し、
それは、無計画、無秩序、そして無駄の温床になりやすく、さらに権力の濫用、暴走をも招きかねない。
だからこそこれらのチェック機能の強化が必要となる。ゆえに事業の仕分けは重要な意味を持つようにな
った。
当初は政府の行政刷新会議で事業仕分けを実施した。いわば身内の中でやるわけで、同じ政府の人間が
チェックをすることには問題もあった。例えば、私が仕分け人だとすると当時の総理大臣に対して、すな
わち平社員が社長に対して物申すことになり、おのずと遠慮がちになる。実際、私はあまり遠慮しなかっ
たが（笑）、人によってはそのようなこともある。また、総理だけではなく閣僚からもいろんなプレッシ
ャーがかかってくる。ましてや政府の事業仕分けは法的な効果が不明確で、意見を述べてもそれが反映さ
れる担保もなかった。政府が実施するがゆえの限界があった。
その一方で昨年来、私は国会で事業仕分けをやったらどうかと考えていた。憲法上三権分立であり、議
院内閣制の内閣は国会に対して連帯して責任を負うという憲法の規定もある。その意味で事業仕分けは国
会が内閣をしっかりコントロールするツールとして有効だ。政府内での仕分けでは平社員が役員に対して
物申すような関係があったが、国会による仕分けでは、取締役が代表取締役CEOに対して物申すことにな
り、かなり強いことが言える。今回、国会で仕分けを実施することとなったが、現場となった決算行政監
視委員会は、政府に対する勧告権を持ち、間違い、無駄、不合理があれば制度的にもしっかりと勧告はで
きる立場にあり、憲法上の根拠があるのも大きい。国会による事業仕分けは本来ならもっと早く実施すべ
きであったし、決算行政監視委員会だけでなく、他の委員会でも積極的に実施すべきである。
この11月16・17日に実施した国会初の事業仕分けでは4つの事業が取り上げられた。スーパーコンピュ
ータ、医療のレセプトの審査、公務員の宿舎、そして原子力関係予算といった、国民の関心が極めて高い
事業である。例えとして、今般話題となったスパコンについて少し詳しく述べたい。
スーパーコンピュータ開発を視察するため神戸に赴いた。開発には1,200億円かかっており、これによ
って大変な技術革新があるという。スパコンの方式は概ねベクトル型とスカラー型の二つであり、日本の
メーカーはその二つのいずれかを採用しており、この二つを統合した新たな開発が技術革新であるという。
ところが実際には、計画の途中段階で一方の方式を取る2社が抜けて、結局、もう一方の方式を取る１社
だけでスパコン開発を進めざるを得なかった。これでは結果的に技術革新とはいえない。完成品を見たが、
電話ボックスのようなスーパーコンピュータの入った箱が図書館のように並んで計900台、この900台を結
合して演算をすると、1秒に1京回といった世界一の性能を持つという。しかし詳しく話を聞くと、これを
1,000台、あるいは2,000台と結合していくと世界一は更新されていくという。ということは、ドミノ倒し
と同じように一つ並べる数を増やせば世界一になるだけのこと。蓮舫さんではないが、なぜ世界一を目指
さなければならないのか、改めて現地視察の機会を得て感じたところである。最近また世界一になったと
いうが、来年にはアメリカで世界一が更新されるという。
これからスパコンをどのように無駄なく活用するか。国会仕分けではこの点に焦点を当てた。広く多く
の人に使ってもらいたいという。しかし専門家に聞くと、そんな高機能のコンピュータを使いこなせる人
は日本に100人くらいしかいない。ほとんど使われないということ。この事態を避けるために限られた範
囲内で限られた研究者がなるべく使うようにし、それで活用したことにしようと思っている。はたしてそ
れで良いのか、本当に科学技術の進歩につながるのだろうか。
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実はこのスパコン問題は科学技術予算全体の問題をあらわしている。これまで日本の科学技術予算は、
何のためにやるのか、どうやって技術を社会に役立てるのか、計画性やビジョンがないまま膨大なお金を
つぎ込んできた。確かに科学技術は大事だが「科学」と「技術」は別物である。科学は真理の探究であり
成果はすぐには現れない。しかし、技術は社会に役立ってナンボの世界。技術については、予算が成果と
して現れるようにしっかりと計画を立て、実際の成果を検証しなくてはいけない。このことが不十分なま
ま「科学技術は日本にとっての生命線」というお題目で予算をどんどん増やしていったのである。
明日からは政府の政策仕分けが始まる。政策仕分けでは、実は科学技術予算も取り上げられ、私もその
メンバーとして議論に参加する。政策仕分けは、スパコンという個別の問題ではなく、科学技術政策全体
を議論する。国会の事業仕分けと政府の政策仕分け、これら両方揃って進めていくのがと正しいやり方だ。
個別事業において予算が正しく使われているのか、役立っているのか、これからは国会でも議論すべきで
ある。そのためのツールとして行政事業レビューシートという新たな取組みがある。府省庁が抱える約
5,000の事業一つひとつに対して、予算やその使い道がどうなっているか、当初の目的は達成されたのか
等々、細かく書き記したシートを毎年作成させている。これらを素材に国会でもっと議論していけばよい。
そして、より高次元の政策マターについては政府の会議で本質に切り込んだ議論をする。この二つを車の
両輪としていけば、政治はもっと国民の期待に応えられるのではないか。
さらに付随的効果として今回の仕分けで感じたことがある。これからの復興予算についてである。膨大
な予算を国民の皆さん、特に被災地以外の皆さんに臨時増税という形でご負担をいただかなくてはいけな
い。それを無駄に使っては申し訳ないという気持ちがある。このような特殊な緊急事態において、今まで
国の組んだ補正予算がちゃんと使われてきたのかいうと必ずしもそうではない。例えば、リーマンショッ
ク時に緊急経済対策があった。当時、地方に3.4兆円を、割と自由に使えるよう、当該年度だけではなく
て、複数年にわたって使える基金を設け、20年、21年の補正予算をつけた。しかし、その3.4兆円のうち、
実際に使われていない予算が2兆円もあった。今の震災の状況では被災地の皆さん、役場の皆さんはただ
でさえ忙しい。その中で本当に予算を使っていけるのか、使うことが目的化された無駄な使い方だけはし
てはならないと思っている。その意味でも仕分けは、復興予算の使い道をちゃんとチェックし被災地以外
の方々に納得していただく重要なツールである。それによって我々国会議員の活動がより国民に見えるよ
うになり、その支出も逆に国民の皆さんから仕分けされるようになるのではないか。
実は、我々は仕分けをしているようで自分が仕分けされている感覚に陥ることがある。二日間実施して
大変なプレッシャーを感じた。おかしなことを言って、それが変な結論につながると国益を害する。そし
て国民の皆さんから批判を受け、自分たちの政治生命にも関わってくる。今回、私は決算行政監視委員会
の理事として仕分け人を選んだ。仕分け人は民主党から9人、そして野党から4人というメンバー構成で、
当初は嫌がる人も私にはできないという人もいた。仕分けに参加することで何か傷がつくと思ったのかも
しれない。仕分けることは決して楽しいことではない。むしろ政治家も緊張を強いられ、能力が試され、
自分たち自身が仕分けされることになる。しかし、このような緊張感があってこそ議員はレベルアップし、
国民の皆さんからの信頼を得られるのではないかとも感じた。
私も被災地の議員だから仕分けだけでなく、被災地のためにも働きたいという思いも強い。ただ間接的
かもしれないが、この事業や政策の仕分けもしくは行政評価という仕事も被災地支援を国民の皆さんから
理解を得て進めるうえで大切なことである。そうした気持ちをもって明日からの4日間、政府の政策仕分
けにしっかりと取り組んでまいりたい。

（2）パネル
①震災直後の活動　－総務省および岩手県の取組みから－
新井氏：まずは総務省の行政評価局について簡単に紹介したい。昔は行政監察局といわれ、基本的には政
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府の機関だが、補助金等々の関係から都道府県や市町村から民間まで含めた全体の実施状況をみて、いろ
いろな問題点を指摘する部局である。また、評価の専担組織として独立行政法人の二次評価機関である政
策評価独立行政法人評価委員会の事務局、政策評価やその制度の点検作業等にも従事している。
これから行政相談業務を中心に話を進めたい。行政相談は、国民一人ひとりの苦情や問題意識を取り上
げ、その影響や問題点を評価し、最終的には斡旋という形で処理する、評価の仕組みの一つである。現在、
県庁所在地を中心に全国50か所に出先機関を設けており、また、国民に一番近い目線で対応していただけ
る民間の方々に、まったくのボランティアだが「行政相談委員」をお願いしている。必ず各市町村に一人
は配置し、全国で約5,000名の方々から苦情を聞いて、処理していただいている。東日本大震災のような
即時対応が求められる場合、行政評価局はまずは行政相談という形で対応にあたることになる。今回は、
まずフリーダイヤルを設け、被災された方々からの相談に応じ、4月中旬からは特別行政相談という仕組
みを用意した。これは被災者の方々のところに赴き直接対応するもので、ワンストップとして対応できる
よう各市町村等にも協力をいただき、合同で相談を受ける取組みを行った。フリーダイヤルは東北管区、
岩手、福島で現在でも開設中で、最盛期には北海道から千葉までが同様な取組みを行った。特別行政相談
所は、14管区局所で既に113箇所、被災地以外でも避難している方々も含めて全体で約25,000件対応した。
今回の即時対応としては、原則各陸運支局の担当業務である廃車の申請受付を東北運輸局等の協力を得
て、特別行政相談所でも可能とした。また、被災者等への情報提供としていろいろな相談窓口や支援情報
を整理した一覧表等を作成し、配布した。さらには地方行政機関への直接的被害が甚大であったため、岩
手、宮城、福島県の44市町村に直接伺い、いろいろな行政ニーズの把握に努力した。それによって見逃さ
れがちな問題点などを各行政機関に伝え、改善を図っていただけるよう対応することができた。

平井氏：岩手県復興局は、震災後の4月25日に発足をして6月の県議会で認められた組織である。まずは被
災及びその後の対応の概況について説明したい。
岩手県約130万人のうち27万人が沿岸の市町村に住んでいる。そこでは3兆5,000億の資本ストックが被
害を受けた。沿岸12市町村の資本ストックの47.3パーセントにあたる非常に強烈な被害であった。人的な
被害は、死者4,855名、行方不明者1,228名となっている。ライフラインの被害としては停電、ガス供給停
止、断水、電話不通のほか、石油がない状態が約２週間続いた。石油の手配も専門外のことであり、被災
地に行くのに大変苦労をした。普通、災害が起きるとその被害情報を懸命に集めるわけだが、今回の災害
ではあっという間に100件以上が集まり、翌日にはどこが無事なのか各事務所に尋ねる羽目になった。沿
岸部とは通信手段が全部途絶え、どういう被害があったかわからず、常に情報収集をして毎日の災害対策
本部で報告をすることが日課であった。
自衛隊が700人を超える救助、海保と緊急消防援助隊が400人近い救助を行っていただくという目覚まし
い活動を演じている中、その場その場の対応で1ヶ月が過ぎようとしていた時、「いい加減に前を向かなく
ては」という発想が芽生えた。そして4月15日に岩手県東日本大震災津波復興委員会を開催、復興計画の
計画づくりに着手し、8月11日に策定することができた。
岩手県の復興計画の計画期間は8年である。これを基礎復興期間、本格復興期間、さらなる展開への連
結期間の三つに区別した。三つの期間のやるべきことを工程表に示して具体的に明確にしたことは一つの
特徴といえる。また、まちづくりの考え方として「多重防災型のまちづくり」を挙げていることも特徴で
ある。海岸保全施設だけでは守り切れなかったのは明白であり、例えば、海岸保全施設の陸側のまちづく
りとしては非難通路の配置あるいは嵩上げで対処しよう、ソフトとしては「誰もが津波といえば避難する
んだ」という文化を醸成し、なんとか死者だけは防ごうという考え方である。
「命を守り、海と大地と共に生きる、ふるさと岩手・三陸の創造」、これが岩手県復興計画の一つの目指
す姿である。そのための三つの原則として「安全の確保、暮らしの再建、なりわいの再生」が挙げられ、
ジャンルごとに354の事業が復興実施計画として策定された。一つひとつに担当課が決められて進捗管理
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を行う。総合的にはどう進捗管理していくか、これが今後の問題と考えている。

山谷氏（平井氏への質問）：従来から岩手県には総合計画をはじめとして、個別の行政計画があったが、
復興計画とそれらとの調整はどのようになされるのか。

平井氏：長期計画としての岩手県の計画があって、最初2年、その後は4年でアクションプランとして政策を
事業へとブレークダウンするという通常のサイクルがある。この復興計画で特定した施策は全部復興・復旧
に関わっているというものであるが、県全体として、アクションプランにも包含されることになる。

山谷氏（新井氏への質問）：5,000人に1人くらいの割合で行政相談委員がおられると思うが、被災された
方々もいらっしゃるのか。

新井氏：当然被災された方もおられる。その中には避難先で相談所を開設した方もおられ、大変感動した
ことを覚えている。

②これからの震災復興　－地域主導、地域連携の視点から－
平井氏：「連携」という言葉が一つのキーワードになると思う。まずは市町村との連携である。県が復興
計画を作ることの意義は、当然ながら本県復興の目指す姿や取組みを明らかにすることだが、市町村の復
興計画のひな型を作ることでもあった。そこで市町村の復興計画策定へのアシストに対して非常に注力し
た。基本的には市町村にちゃんとした復興ビジョンを持たないと隅々まで住民は幸せになれないという考
え方である。ひな型というと型だけ学べばよいと思うかも知れないが、市町村の復興計画で重要なのは土
地利用の計画である。壊滅的にやられた市町村が多い中、県としては、計画の考え方や住民合意の図り方
といった側面でアシストを行った。技術的な側面においてだが、防潮堤は県が管理するものであるためそ
の高さは県が決めた。しかし、今回の津波の高さに合わせた20ｍ、25ｍの防潮堤は現実的ではないだろう
ということで、これを越える津波については「まちづくり」で対処し、基礎になる防潮堤の高さを示した
うえで一緒に皆で考える、さらにその先もアシストする。このような考え方でやってきている。また、避
難者は全員10月7日をもって仮設住宅の方へ移っていただくが、今後の本住まいについては、市町村と分
担をしながら行っていく。復興道路の建設も今後5年で完成させるよう国に要望している。以上のように、
市町村に対しては個別のアシストと同時に大きな姿勢を示すようなアシストを行っている。

司会者（平井氏への質問）：隣接する市町村間でも防潮堤の高さでいろいろな議論があると思う。このよ
うな状況下における広域自治体のコーディネーションについてはどのように考えるか。

平井氏：取組みについての考え方を一つ決めないといけない。津波については確率論を論じるほどの事例
がないが、今回の津波は約千年に一度といわれている。そのための対応を考えるのはどうかということで、
百数十年に一度として高さを設定するという考え方を貫いた。その結果、想定される浸水深が高くなって
しまうという批判もいただいたが、そこはまちづくりの方で対処する考え方を説明して理解をお願いして
いる。

新井氏：行政評価局では行政相談という対応形態にはなるが、個々の問題だけでなく制度として解決しな
ければならない問題についても詰めていきたい。特に常時監視による震災対応を中心に様々な対策を講じ
ていく。東日本大震災に伴う国の資格試験や免許証等の再交付手数料に係る特例措置の実態把握は関係部
門に速やかな対応を促した。引き続き常時監視により問題提起していきたい。
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山谷氏（平井氏への質問）：市町村との連携の前提として相互の役割分担が求められるが、市町村はマン
パワーが足りず相当困っているのではないか。そこで連携といわれても実際には難しいのではないか。ま
た、国との連携はどのようになっているのか。

平井氏：例えば、陸前高田市では約300名の職員のうち約70名の方々が亡くなられた。確かに市町村の仕
事だからといって単純に任せられないこともある。しかし、ずけずけと県が入っていくのはいけない。そ
こは難しい状況だと思う。県職員や多くの全国の市町村職員が実際に役場で働いている。今のところ軋轢
もなく、よいサポートが行われている。
国との連携については、例えば防潮堤の高さの考え方については、国の方で指針を出したが、その過程
で県が決断し両者納得した指針を決定した。発災直後は、いろいろな物資の運搬や応急修理等、手当たり
次第頼み、国も迅速に対応してくれた。

階氏（平井氏への質問）：陸前高田市の津波堤防の高さについてお聞きしたい。今回決定した新たな防潮
堤は震災前の計画よりは高く、それだけお金もかかる。一方、お金をかけても被災地の人は必ずしも安心
できないとう。要するに今回の津波の高さを防げないのであれば「帯に短し、襷に長し」で安心にはつな
がらない。中途半端な高さにする理由がわからない。確かに国は際限なくお金を出せないが、基本となる
国の方針はあくまで国がお金を出す際の目安である。もし住民の皆さんがもっと高い堤防を必要するとい
うのであれば、そのために不足する予算は新しい公金を使えばよいのではないか。逆に、高い堤防よりも
高台移転や避難道路の整備等を求める地域があれば、堤防予算を低く抑え、他の予算に流用できるように
すべきではないか。住民ニーズに柔軟に応えられるようなお金の使い方はできないか。

平井氏：「一定の考え方」を持って沿岸部を守るということ。今回の津波が高かったところは、ちゃんと
高くすべきという考え方もある。今回クラスの津波に襲われたとき、まちづくりでは対処できないのなら、
そういう選択肢も考える必要がある。ただ、そこは一旦高さを設定したうえでのまちづくりはどうか考え
ている最中であり、少し時間をいただきたい。

階氏：岩手県としては、これで大丈夫だというメッセージを出しているということか。

平井氏：大丈夫だというメッセージは出せない。これは百数十年に一度の津波の対処としては大丈夫。そ
れ以上が来た時にはもう逃げるしかない。避難タワーの設置も考え、今回クラスの津波が来たときには少
なくとも命は守るが財産の欠損は若干は受容せざるを得ない。このような考え方で臨んでいる。

階氏：安心というメッセージは出せないのはそれはそれでよい。だからこそ私が言いたいのは、被災地に
住む実際に津波を経験された方々のニーズに柔軟に応えられるようにすべきではないか。住民説明会では
いろいろな意見がある。最終的には地域の意見を尊重せざるを得ないのではないか。

平井氏：「津波防災技術専門委員会」という技術関係の委員会を開催し、市町村にも入っていただき決め
ている。一口に百数十年といっても解釈の仕方がいろいろあるので、それらも調整をしながら進めている。
防潮堤については多重防災型のまちづくりとセットで考える必要がある。これらの合意を得るには時間が
かかる。プロセスには欠陥がなくとも、今はその途中であるがゆえの状況であると思う。

③震災復興と評価　－評価はどのように機能しうるか－
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階氏：ようやく三次補正の予算が国会で衆議院を通過し、参議院も通って成立に至るという状況である。
これから先は本当に大事な時期であり、PDCAサイクルのPからDの段階に入る。予算の執行を円滑に進め
られる体制を整備しなければならない。地方議会においてもしっかりと議論をして予算をうまく配分して
いただきたい。
今後10年の復旧復興期間において、前半の５年間を集中復興期間として19兆円の予算を支出する。この
支出については本当に必要なのかどうか検証をしていく必要があろう。厳しい財政状況においては当然の
ことである。仮に予算があるからといって、道路や公共施設などを建設して実際に使われなかったら、地
元の維持・負担だけが残ることになる。被災地の皆さんのためにも予算の使い方はしっかりチェックし、
復旧復興の施策のあり方も不断に見直していかなければならない。補正予算は2011年度から執行される。
年度末の実績を踏まえて評価を繰り返し、不断の見直しを進めるのがよい。

新井氏：現在、事務方としては、震災関係の評価を大きな柱の一つに位置付ける必要があると考えている。
また、これまでのように行政相談、常時監視を続け、さらに各事務所で地域計画を立てて対応していきた
い。
また復興に関しては、効果的に進んでいるのか、無駄がないのか、関係省庁それから関係機関で連携が
取れているのか等々、そのような統一的、総合的な視点からも評価していきたい。阪神淡路大震災のとき
も、その2年後にこのような検証を行っており、今回の震災においても同様の取組みをやっていきたい。
現在、多くの地域が防災のあり方を、今回の震災を機に政府を通じ見直しつつある。その考え方が今回の
経験を踏まえ本当に適切なのかどうか、このような点も評価をしていきたい。

平井氏：評価の機能としては今後の進行管理が重要である。この10月にまとめた今後の復旧・復興におけ
る進行管理のコンセプトでは三つに分けられる。一つめは、実施計画に挙げた事業がちゃんと進捗してい
るかどうか、代表的な事業は毎月、それ以外は年2回チェックすることである。二つめとしては、事業の
進捗結果として、客観的にどのような改善がなされたか、例えば地域の雇用状況など施策レベルの客観指
標をインデックスしてまとめ、年4回公表することである。三つめは、復興に関する県民の意識調査を実
施することである。これは復興の目指す姿として安全安心な都市が実現されているか、ふるさとを感じる
まちづくりができているか等々、漠然とした聞き方にはなるが、意識レベルの改善も注視する必要がある。
いわばトライアウトの評価を然るべき頻度でやっていきたい。また、その他として従来からあるNPO等と
の恊働型評価の枠組みも活用できればと考えている。

山谷氏（階氏への質問）：何か困った時に膨大な予算がつく時に限ってずさんな計画ができる。そしてお
金の使い方もどんぶり勘定になっていく。その意味で評価はかなり厳しくやらないといけないとは思う。
しかし評価は真面目にやればやるほどやっぱり大変で手間暇かかる。外務省の政策評価官時代、ODA評価
ですとか、留学生の評価、JICAや国際交流基金の評価、さらには外務省改革の進捗管理など、担当する人
数が足りないにもかかわらず評価業務は増える一方だった。やらないとどんぶり勘定になるが、評価のた
めには人も金を時間もかかる。実際に何かよりよいメカニズム、システムはあると思うか。

階氏：そこで行政事業レビューシートが作成されるようになった。ほぼ2、3枚のシートでお金の使い方が
わかる。これによって国会でも各事業の議論できるし、政府内でも検証できる。今までのように専門的か
つ高度な内容で一般の国民からは非常に分かりづらく、大変に手間暇をかけた評価ではなく、コンパクト
に管理する要を得たシートになり、さらには5,000以上の全事業について作成された。これは画期的なこ
とである。これらはホームページでほぼ公開されている。これを国民の皆さんが見て、そして「この事業
はおかしいのではないか」等々、いろいろな疑問を指摘することで、PDCAサイクルというものが機能し、



126

単に評価のために評価するといった行為はなくなるのではないか。

総括コメント
階氏：PDCAサイクルを機能させるのは重要である。目立つ事業やあるいは政治的にポイントが高いもの
を対象にするのではなく、まずは定期的に行政事業レビューや仕分けの取組みを推進しなければならない。
これらを国会の中で、そして地方においても広げていければと考えている。

新井氏：今回このような機会を得たので、今後も岩手の方々のいろいろな意見を伺って、後々の当局の評
価作業に活かしていきたい。

平井氏：評価・進行管理としての三つの取組みを着実に進めていきたい。評価のための評価にならず、け
れども、ちゃんとした評価はする。これを肝に銘じてやっていきたい。

山谷氏：評価に対して少し悲観的な話もしたが、評価はやはり大事なことである。政治と行政の役割分担
を踏まえれば、行政の取組みを事後的に評価することは選挙で選ばれた方々にとっての重要な役割ではな
いかと考える。

（以上）
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日本評価学会誌刊行規定
2005.2.15改訂
2002.9.18改訂
2001.9.9改訂

（目的および名称）
1. 日本評価学会（以下、「学会」という）は、評価に関する研究および実践的活動の成果を国内外の学
界をはじめ評価に関心をもつ個人および機関に広く公表し、評価慣行の向上と普及に資することを目
的として、「日本評価研究（仮名）」（英文仮名：“The Japanese Journal of Evaluation Studies”、以下、
「評価研究」という）を刊行する。

（編集委員会）
2. 「評価研究」の編集は、後で定める「編集方針」にもとづいて編集委員会が行う。
3. 編集委員会は、学会会員20名以内をもって構成し、委員は学会理事会が選任する。編集委員の任期は
2年とし、再任を妨げないものとする。

4. 編集委員会は、互選により委員長1名、副委員長2名および常任編集委員若干名を選出する。
5. 編集委員会は、最低年1回編集委員会を開き、編集方針、編集委員会企画、その他について協議する
ものとする。

6. 編集委員会は、その活動等について、随時理事会へ報告し、承認を受けるとともに、毎年1回学会年
次大会の場で、過去1年の活動成果と翌年の活動計画に関する報告を行う。

7. 委員長、副委員長および常任編集委員は、常任編集委員会を構成し、常時、編集実務に当たる。
（編集方針）
8. 「評価研究」は、原則として、年2回刊行する。
9. 「評価研究」の体裁は、B5版とし、和文又は英文とする。
10. 「評価研究」に掲載する原稿（以下「論文等」という）の分類は、以下の5カテゴリーからなるもの

とする。
（1）総説
（2）研究論文
（3）研究ノート
（4）実践・調査報告
（5）その他

11. 「評価研究」への投稿有資格者は、学会会員および常任編集委員会が投稿を依頼した者とする。学
会会員による連名での投稿および学会会員を主筆者とする非会員との連名での投稿は、これを認め
る。編集委員による投稿はこれを認める。

12. 投稿原稿を上記分類のどのカテゴリ－として扱うかは、投稿者の申請等をもとに常任編集委員会が、
下記の「作業指針」に従って決定する。
（1）「総説」は、評価の理論あるいは慣行について概観する論文とし、その掲載については編集委員

会が企画・決定する。
（2）「研究論文」は、評価の理論構築あるいは慣行の理解について重要な学問的貢献となると認められ

る論文とし、その採否については次項に定める査読プロセスを経て常任編集委員会が決定する。
（3）「研究ノート」は、「研究論文」作成過程での理論的あるいは経験的な研究の中間的成果物に相当

する論考で、その採否については次項に定める査読プロセスを経て常任編集委員会が決定する。
（4）「実践・調査報告」は、評価事業の実践あるいは評価にかかわる調査の報告で、その採否について

は次項に定める査読プロセスを経て常任編集委員会が決定する。
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（5）「その他」には、編集委員会が独自に企画する特集に掲載する依頼原稿や学会誌の刊行に関する
編集委員会からの学会会員への連絡等が含まれる。

13. 論文等は2名の査読者により査読することとし、その人選は編集委員会が行う。「研究論文」につい
ては、査読結果と編集委員会が査読者とは別に指名する担当編集委員1名の参考意見をもとに、編集
委員会が掲載に関する決定を行う。「総説」、「研究ノート」、「実践・調査報告」および「その他」の
論文については、査読結果にもとづき編集委員会が掲載に関する決定を行う。

14. 編集委員が「評価研究」に投稿した場合には、当該委員はその投稿に係わる常任編集委員会あるい
は編集委員会の議事に一切参加しないものとする。

15. 上記いずれのカテゴリーの投稿についても、常任編集委員会による掲載の判断は可・不可の二者択
一で行うこととする。但し、場合によっては編集委員会の判断で、小規模の修正による掲載も認め
る。「研究論文」としての掲載が適当でないと判断された場合でも、投稿者が希望すれば、常任編集
委員会は「研究ノート」あるいは「実践・調査報告」としての掲載を決定できる。

（投稿要領の作成公表）
16. 編集委員会は、上記の編集方針にもとづき投稿要領を作成し、理事会の承認を得て、広く公表する。
（配布先）
17. 「評価研究」は、学会会員に無償で配布するほか、非会員に有償で提供する。
（抜刷の配付）
18. 「評価研究」掲載論文等の抜刷り30部を、投稿者（原著者）に無料で配布する。それ以上の部数を

希望する場合は投稿者（原著者）の自己負担とする。
（インターネット上の公開）
19. 「評価研究」掲載論文等は、投稿者（原著者）の了承を得て全文をインターネット上で公開する。
（著作権）
20. 「評価研究」に掲載された論文等の著作権は各投稿者（原著者）に帰属するものとし、編集権は本

学会に帰属するものとする。
（事務局）
21. 「評価研究」編集及び配布の事務は、それに関連する会計も含めて学会事務局が担当する。

（以上）
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『日本評価研究』投稿規定

2008.9.29改訂
2003.4.18改訂
2002.3.25改訂
2001.9.9改訂

1. 『日本評価研究』（The Japanese Journal of Evaluation Studies）は、評価に関する論文、論考、調査報告
等を掲載する。

2. 『日本評価研究』は、会員間の研究成果交流の場を提供し、内外における評価研究の一層の発展に資
することを主目的として発行されており、原則として会員による寄稿を掲載する。なお、依頼原稿を
除き、ファーストオーサーは学会員でなければならない。また、投稿は、一時に一原稿に限るととも
に、他学会誌などへ二重に投稿などのない未発表のものとする。

3. 投稿された原稿は、編集委員会の責任において審査を行ない、採否を決定する。審査にあたっては、
1原稿毎に2名の査読者を選定し、査読結果を参考にする。（査読者には、投稿者名を伏せて査読を依
頼する。）

4. 原稿料は支払わない。

5. 『日本評価研究』に掲載された論文等は、その全文をインターネット上の本学会のホームページに掲
載する。

6. 投稿にあたっては、投稿原稿が、①研究論文、②総説、③研究ノート、④実践・調査報告、⑤その他
のうち、どのカテゴリーに入るかを明記する。ただし、カテゴリーについての最終判断は、編集委員
会で行なう。「研究論文」は評価の理論構築あるいは慣行の理解について重要な学問的貢献となると
認められる論文、「総説」は、評価の理論あるいは慣行について概観する論文、「研究ノート」は「研
究論文」作成過程での理論的あるいは経験的な研究の中間的成果物に相当する論考、「実践・調査報
告」は評価事業の実践あるいは評価にかかわる調査の報告、「その他」は編集委員会が独自に企画す
る特集に掲載する依頼原稿等である。

7. 投稿方法
（1）使用言語は日本語又は英語とする。
（2）著者校正は原則として第一校までとする。
（3）英文原稿については、ネイティブスピーカーによる英文チェックを済ませ、完全な英文にして

投稿すること。
（4）ハードコピー4部（A4版）を提出する。その際、連絡先（住所、Tel、Fax、Email）と原稿の種

類を明記すること。掲載可と判断された原稿については、必要なリライトを経た後に、最終原
稿のハードコピー2部とDOS/Vフォーマットのフロッピーを用いたTEXTファイルを提出する。
その際、オリジナル図表を添付すること。

（5）刷り上がりは最大14ページとする。これを超える場合は、その経費は著者負担とする。
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（6）日本語原稿の最大文字数は以下のとおり。①研究論文20,000字、②総説15,000字、③研究ノート
15,000字、④実践・調査報告20,000字、⑤その他適宜。それぞれ和文要旨を400字程度、英文要
旨を150words程度、及び和文・英文でキーワード（5つ以内）を別に添付する。印刷は1ページ、
20字×43行×2段（1,720字）とする。20,000字の原稿の場合、単純計算では英文要旨1ページを
加えて合計13ページとなるが、図表の量によっては、それ以上のページ数となり得るので、注
意すること。

（7）英文ではA4版用紙に左右マージン30mmをとり、10ポイントフォントを使用し、1ページ43行の
レイアウトとする（1ページ約500words）。論文冒頭に150words程度のAbstractをつける。14ペー
ジでは、7,000words相当になるが、タイトルヘッド等を考慮して、最大語数を約6,000words（図
表、注、文献込み）とする。図表の量によっては、ページ数が予想以上に増える場合もあり得
るので、注意すること。

8. 送付先
〒140-0002 東京都品川区東品川4－12－6 日立ソリューションズタワーB 22F
一般財団法人国際開発センター内 日本評価学会事務局
TEL: 03-6718-5931
FAX: 03-6718-1651
E-mail:  jes.info@evaluationjp.org
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『日本評価研究』執筆要領
2002.9.18改訂
2002.3.25改訂

１. 本文、図表、注記、参考文献等
（1）論文等の記載は次の順序とする。
日本語原稿の場合
第1ページ：表題、著者名、所属先、E-mail、和文要約（400字程度）、和文キーワード（5つ以内）
第2ページ以下：本文、謝辞あるいは付記、注記、参考文献
最終ページ：英文表題、英文著者名、英文所属先、E-mail、英文要約（150words程度）、英文キー
ワード（5つ以内）
英文原稿の場合
第1ページ：Title; the author’s name;  Affiliation;  E-mail address;  Abstract (150 words) ;  Keywords (5
words)
第2ページ以下：The main text;  acknowledgement;  notes;  references

（2）本文の区分は以下のようにする。
例１（日本語）
１．
（1）
①

（2）
（3）

例２（英文）
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

（3）図表については、出所を明確にする。図表は原則として、筆者提出のものをそのまま写真製版
するので、原図を明確に作成すること。写真は図として扱う。

例１：日本語原稿の場合
図１ ○○州における生徒数の推移

（注）
（出所）
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表１ ○○州における事故件数

（注）
（出所）

例２：英文原稿の場合
Figure １ Number of Students in the State of ○○

Note:
Source:

Table １ Number of Accidents in the State of ○○

Note:
Source:

（4）本文における文献引用は、「･…である（阿部 1995、p.36）。」あるいは「･…である（阿部 1995）。」
のようにする。英文では、(Abe 1995, p.36) あるいは(Abe 1995)とする。



133

（5）本文における注記の付け方は、（･…である1。）とする。英文の場合は、（….1）とする。
（6）注記、参考文献は論文末に一括掲載する。

注記
1 ………。
2 ………。

（7）参考文献は、日本語文献は著者の五十音順、外国語文献は著者のアルファベット順に記し、年
代順に記載。参考文献の書き方については以下のようにする。
日本語単行本：著者（発行年）『書名』、発行所
（例）日本太郎（1999）『これからの評価手法』、日本出版社

日本語雑誌論文：著者（発行年）「題名」、『雑誌名』、巻（号）：頁－頁
（例）日本太郎（1999）「評価手法の改善に向けて」、『日本評価研究』、1（2）：3-4

日本語単行本中の論文：著者（発行年）「題名」、編者『書名』、発行所、頁－頁
（例）日本太郎（2002）「行政評価」、日本花子『評価入門』、日本出版社、16-28

複数の著者による日本語文献：著者・著者（発行年）『書名』、発行所
（例）日本太郎・日本花子（2002）『政策評価』、日本出版社

英文単行本：著者（発行年）.  書名.  発行地：発行所.
（例）Rossi, P. H. (1999).  Evaluation:  A Systematic Approach 6th edition. Beverly Hills, Calif:

Sage Publications.
英語雑誌論文：著者（発行年）.  題名.  雑誌名, 巻（号）, 頁－頁.

（例）Rossi, P. H. (1999). Measuring social judgements.  American Journal of Evaluation, 15(2),
35-57.

英語単行本中の論文：著者（発行年）. 題名. In 編者 (Eds.), 書名. 発行地：発行所, 頁－頁.
（例）DeMaio, T. J., and Rothgeb, J. M. (1996).  Cognitive interviewing techniques:  In the lab and

in the field.  In N. Schwarz & S. Sudman (Eds.), Answering questions:  Methodology for
determining cognitive and communicative processes in survey research. San Francisco, Calif:
Jossey-Bass, 177-196.

2名の著者による英語文献：姓, 名, and 姓, 名（発行年）.  書名.  発行地：発行所.
（例）Peters, T., and Waterman, R.(1982).  In Search of Excellence:  Lessons from America’s Best

Run Companies. New York: Harper & Row.
3名以上の著者による英語文献：姓, 名, 姓, 名, and 姓, 名（発行年）.  書名.  発行地：発行所.
（例）Morley, E., Bryant, S. P., and Hatry, H. P. (2000).  Comparative Performance Measurement.

Washington: Urban Institute.
（注１）同一著者名、同一発行年が複数ある場合は、 (1999a)、(1999b) のようにa,b,cを付加して

区別する。
（注２） 2行にわたる場合は2行目移以降を全角1文字（英数3文字）おとしで記述する。
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『日本評価研究』査読要領

日本評価学会　『日本評価研究』編集委員会
2005年9月10日決定

1. 本査読要領の趣旨
本査読要領は、『日本評価研究』における掲載論文等の審査の要である査読手続きについて、投稿す

る会員及び査読を依頼される会員に対して解説を行い、審査手続きを効率的かつ効果的に行うことを目
的として、定めるものです。

2. 査読の目的と投稿者の責任
査読は、投稿原稿が『日本評価研究』に掲載される論文等としてふさわしいものであるか否かについ

ての判定を当編集委員会が行う上で必要とされるものです。
査読に伴って見いだされた疑問や不明な事項について、必要な場合は修正意見をつけて、修正を求め

ることがあります。査読は、その意味で、投稿原稿の改善に資するものでもあります。ただし、修正が
求められた場合においても、論文等の内容に関する責任は著者が負うべきものであり、査読者の責に帰
するものではありません。
査読者は2名で、編集委員会において学会会員の中から当該分野の専門家を選び依頼されますが、学

会会員以外に依頼することもあります。

3. 査読の視点
査読は、以下の5つの視点によりますが、投稿原稿の種類によって、重点が違います。
（1）テーマの重要性・有用度
（2）研究の独自性
（3）論理の構成
（4）実証法・方法論の妥当性
（5）評価理論・実践への貢献

・研究論文の査読については、上記の5項目全てに配慮する。
・研究ノートの査読については、上記5項目のうち、特に（1），（2），（3），（4）の諸項目に配慮する。
・実践・調査報告の査読については、上記5項目のうち、特に（1），（3），（5）の諸項目に配慮する。
・総説の査読については、上記5項目のうち、特に（3）と（5）の諸項目に配慮する。

4. 投稿に当たっての留意点
2. に掲げた査読の視点以外に、基本的な論文の完成度の問題があります。例えば、
●論文等として体裁が整っているか、
●執筆要領にしたがっているか、
●簡潔明瞭に記述されているか、
●実証的なデータは適切に位置づけられているか、
●注や参考文献は本文と対応しているか、
●専門用語の使用は適切か、
●語句や文法的な誤りがないか、
●誤字脱字はないか、
●句読点に誤りはないか、
●英文要約などの英文表現は適切か、（必ずしも和文要約の直訳である必要はなく、英文としてまと
まっていること）

●字数は規程に従っているか、
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など、内容及び形式に関する留意点があります。
大学院生及び実務家の投稿において、論文としての体裁が整わないまま送付されている例があり、査

読そのものに至らないものもあるので、しかるべき指導を受けた後に投稿されるよう強く勧めます。

5. 査読にあたっての判断事例
（1）完成度において不十分であるが掲載を考慮できる場合
萌芽的な研究、発展が期待できる論文等は評価論の発展のためにできるだけ評価してください。

●検証は十分とはいえないが、理論や定式化が学問の発展に有用である。
●考察は十分とはいえないが、新たな理論の形成・促進に有用である。
●文献調査は十分とはいえないが、研究の位置づけは明確である。
●比較研究は十分とはいえないが、適用例としては意義がある。
●考察は十分とはいえないが、社会的、または、歴史的に重要な事例の評価として意義がある。
●考察は十分とはいえないが、特定の社会活動の評価として意義がある。
●論文の構成や表現は適切とはいえないが、内容は評価できるものがある。
●論理性は十分とはいえないが、実務上の有用性がある。
●有意義な実践・調査報告である。

（2）掲載を考慮するのが困難と判断される事例
●問題意識や問題の設定が不明確。
●基本的な用語の概念の理解や分析枠組が不明確または不適切。
●論拠とするデータ等の信頼性が乏しい。
●論旨の明確さや論証の適切さがない。
●論文の構成、表現（用語、引用、図表等）が適切でない（または整合性がとれていない）。

6. 判定
掲載についての判定は以下の4つの類型に分かれ、最終的に常任編集委員会において決定します。た

だし、これらの判定は、評価できる項目や問題のある項目の多少によるものではありません。（3）及び
（4）にあるように、投稿論文の種類以外であれば、掲載を考慮できるとする場合があります。別の種類
となる場合、字数の関係で、大幅に修正を要することがあります。

（1） 掲載可とする。
（2） 小規模の修正による掲載可とする。
（3） 大幅な修正による掲載可とする。

但し、（総説／研究論文／研究ノート／実践・調査報告）として掲載を考慮できる。
（4） 掲載不可とする。

但し、（総説／研究論文／研究ノート／実践・調査報告）として掲載を考慮できる。










